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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成３０年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────── 

◎表 彰 状 の 伝 達             

○議長（西村昭教君） 報告いたします。 

 平成３０年６月１２日、北海道町村議会議長会会

長より、長谷川徳行議員、村上和子議員、岩﨑治男

前議員、小野忠前議員、中村有秀前議員の５名に対

し、１５年以上、町議会議員としての長きにわた

り、議会制度の向上と地方自治の振興、発展に寄与

された功績により、表彰状が届いておりますので、

ただいまより当議場において伝達をさせていただき

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 演壇の前におきまし

て、伝達をいただきたいと思います。 

 西村議長、長谷川議員、村上議員におかれまして

は、演壇前にお願いいたします。 

 最初に、長谷川議員へ伝達をさせていただきま

す。 

○議長（西村昭教君） 表彰状。 

 上富良野町議会、長谷川徳行殿。 

 あなたは、議会議員として、１５年以上にわた

り、地方自治の振興、発展に寄与、貢献され、その

功績はまことに顕著であります。 

 よって、ここにこれを表彰します。 

 平成３０年６月１２日。 

 北海道町村議会議長会会長、西村昭教。(拍手) 

○事務局長（深山 悟君） 次に、村上議員にお願

いいたします。 

○議長（西村昭教君） 表彰状。 

 上富良野町議会、村上和子殿。 

 あなたは、議会議員として、１５年以上にわた

り、地方自治の振興、発展に寄与、貢献され、その

功績はまことに顕著であります。 

 よって、ここにこれを表彰します。 

 平成３０年６月１２日。 

 北海道町村議会議長会会長、西村昭教。(拍手) 

○事務局長（深山 悟君） 以上で、表彰、伝達を

終わります。 

○議長（西村昭教君） 議事を再開いたします。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は、６月１５日に告示され、同日、議案

等の配付を行い、その内容につきましては、お手元

に配付の議事日程のとおりであります。 

 また、本定例会の運営について、議会運営委員長

から、５月２５日及び６月１４日に議会運営委員会

を開き、会期及び日程等の審議並びに本定例会まで

に受理しました４件の陳情、要望、請願の取り扱い

の結果報告がありました。 

 総務産建常任委員長から、総務産建常任委員会に

付託されました請願第１号から請願第２号までの請

願について、審査報告書の提出がありました。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査結果報告

書の提出、町長から、法人の経営状況の報告の提出

がありました。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

４件及び報告案件３件、議長からの報告案件２件、

委員会からの報告案件１件、議員からの発議案件３

件であります。諮問第１号人権擁護委員候補者の推

薦については、あす、２０日に配付の予定でありま

す。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について行

政報告の発言の申し出があり、その資料として、行

政報告とともに、平成３０年度建設工事発注状況を

配付しましたので、参考に願います。 

 町の一般行政については、金子益三議員外４名の

議員から一般質問の通告があり、その要旨は本日配

付したところであります。先例により、質問の順序

は通告を受理した順であります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下、関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席

しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
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より、議長において、 

     ３番 佐 川 典 子 君 

     ４番 長谷川 徳 行 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２０日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月２０日までの２日間

と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行経過について、町長

から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 まず、行政報告をさせていただく前に、先ほど議

長から、長年の議員活動に対しまして表彰されまし

たお二方、長谷川議員、村上議員に、長年の御労苦

に対しまして心から敬意を表する次第でございま

す。おめでとうございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第２回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 まず、昨日１８日、午前７時５８分ごろ、大阪府

北部を震源とする震度６弱の地震が発生し、小学生

を含む４人の方が亡くなられ、３００人を超える負

傷者が出るなど、大変大きな被害が出ており、お亡

くなりになられました方々の御冥福をお祈り申し上

げますとともに、被害に遭われました方々にお見舞

いを申し上げる次第であります。改めて安全対策の

重要性を認識するとともに、早期の収束を願うもの

であります。 

 それでは、去る３月定例町議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、本年度４月からの執行体制についてであ

りますが、職員数については、昨年度中の定年退職

者など１０名の欠員に対して、看護師４名、作業療

法士１名、臨床検査技師１名、薬剤師１名、一般事

務職８名の採用を行い、社会福祉協議会に１名を派

遣したことから、昨年度当初から４名増の１８７名

による執行体制とし、さらに再任用職員として２名

の採用を行ったところであります。 

 今後とも町民の皆様との協働のまちづくりを進め

るため、必要な組織体制の見直しを加えながら、業

務の円滑な推進と体制の強化を図り、一層信頼され

る組織となるよう取り組んでまいります。 

 次に、人事評価制度についてでありますが、本年

度より全職員を対象に制度をスタートし、５月まで

に各課の組織目標及び全職員の業務目標を設定した

ところであります。組織力の向上につながるような

制度の構築に向けて、円滑な運用に努めてまいりま

す。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、長年

にわたり地方自治の伸展に尽力し、上富良野町長、

上富良野町議会議員を務められ、２月１４日にお亡

くなりになられた故尾岸孝雄氏が、同日発令による

特旨叙位において、正六位に叙されました。５月９

日に御遺族に対して伝達申し上げたところであり、

改めて故人の御功績に心から敬意を表するものであ

ります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、昨年１

１月、上富良野駐屯地内に発足された太鼓同好会の

活動を支援するべく、５月１８日に、富良野地方自

衛隊協力会を初め各諸団体により、上富良野駐屯地

太鼓同好会を応援する会が設立され、今後の活動の

一助になることが期待されるところであります。 

 基地対策関係については、６月１１日と１５日

に、上富良野基地対策協議会によります防衛施設周

辺整備対策要望を、道内各関係機関に要望を行って

まいりました。 

 記念行事関係では、５月２６日の北部方面後方支

援隊創隊記念行事、６月３日の上富良野駐屯地創立

記念行事、６月１７日の第２師団及び旭川駐屯地創

立記念行事へ参加したところであります。 

 次に、第６次総合計画の策定状況についてであり

ますが、基本構想案につきましては、昨年１２月５

日に設置しました総合計画審議会において３回の審

議を経て、５月１６日に答申をいただいたところで

あり、答申内容を十分に尊重させていただいた上

で、基本構想の最終案をまとめましたので、本定例

会に上程をさせていただいたところであります。 

 次に、上富良野町内の郵便局との包括的連携に関

する協定についてでありますが、住民サービスの向

上、地域の安心・安全の確保と活性化を目的に、高

齢者などの見守り、道路損傷やごみの不法投棄に係

る情報提供等を主な連携事項として、４月２３日に

本協定を締結したところであります。本協定を通じ

まして、子供から高齢者まで、誰もが安心して快適
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に暮らせるまちづくりの一助となるよう努めてまい

ります。 

 次に、「泥流地帯」の映画制作に係る制作会社と

の覚書の締結についてでありますが、５月１０日

に、東京に本社を置きますイメージフィールド株式

会社と、作品の完成及び公開は制作会社の責任にお

いてその実現に努めることや、まちは原作の舞台で

あることを踏まえ、積極的な協力、支援に努めるこ

となどを基本とした覚書を締結したところでありま

す。 

 また、「泥流地帯」映画化を進める会におきまし

ては、映画化セミナーや泥流地帯フットパスの開催

など、機運醸成活動も盛んに展開されてきており、

多くの町民の皆様とともに、映画化の実現に向け、

環境を整えてまいります。 

 次に、企業版ふるさと納税の寄附状況についてで

ありますが、昨年１１月に地域再生計画の認定を受

けて以来、本年２月に１件、５月に１件、合わせて

二つの事業者から合計で１７０万円の御寄附をいた

だいたところであります。 

 今後、さらに民間企業の皆様に、本町の地方創生

に向けた取り組みを積極的にアピールし、御理解と

御協力いただく中から、地域再生計画に位置づけら

れた事業の円滑な推進に努めてまいります。 

 次に、町税等の徴収状況についてでありますが、

例年どおり、夜間納税相談窓口の開設や滞納者に対

する督促、差し押さえ等を行い、徴収に努めてまい

りました。 

 これらにより、平成２９年度の収納率は、滞納繰

越分を含め、町税で昨年と同じ９９.６％、国保税

で９８.８％と、高い水準を確保したところであ

り、滞納繰越金は、前年対比で、町税３３万９,０

００円、国保税１６０万８,０００円減少し、町税

で３９９万８,０００円、国保税で３６４万４,００

０円となっております。 

 今後も納期内納税の啓発と収納率の維持に努めて

まいります。 

 次に、介護保険施設の整備についてであります

が、極東警備保障株式会社が計画をしておりました

認知症対応型共同生活介護施設、上富良野グループ

ホームおおぞらの建設について、３月１９日付で、

緑町公営住宅取り壊し跡地の有効活用方針に基づ

き、当該用地の賃貸借契約を同社と締結し、その

後、本年１０月のオープンに向けて工事が進められ

ているところであります。今後、高齢者の福祉の充

実に大いに貢献されることを期待しているところで

あります。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

この冬の大雪の影響を心配しておりましたが、気温

の上昇とともに融雪が例年より進んだことから、耕

起作業や播種作業が順調に推移し、作物の生育につ

いても平年並みから平年よりやや早目に推移してい

るところであります。 

 今後の生育状況を注視しつつ、農業関係機関相互

の連絡をより密にし、農業者の皆さんとともに豊穣

の秋が迎えられるよう努めてまいります。 

 次に、建設産業安全大会についてでありますが、

建設工事の繁忙期を迎えるに当たって、４月２７日

に建設業協会と商工会工業部会の共催により、建設

事業従事者約１１０名が集い、開催されました。大

会では、交通事故や労働災害の防止を参加者全員で

確認し、無事故を誓ったところであります。 

 次に、道路整備及び治水砂防関係についてであり

ますが、４月２４日に、北海道道路促進協会、北海

道治水砂防海岸事業促進同盟及び北海道防災協会の

通常総会に、また、５月１０日、２４日には全国治

水砂防協会の理事会と通常総会にそれぞれ出席し、

道路、砂防両事業の拡充及び促進に向けた活動の推

進を確認したところであります。 

 次に、町立病院の診療体制の変更についてであり

ますが、泌尿器科については、平成１７年１０月よ

り、富良野協会病院との病病連携により、隔週水曜

日の午後に診療を行っておりましたが、本年４月よ

り、協会病院の医師体制の変更に伴い、泌尿器科医

師の派遣が困難になったことから、５月９日をもっ

て休診とさせていただきました。 

 また、夜間診療につきましては、これまで隔週の

木曜日に行っておりましたが、長期投薬による対応

が進み、受診される方も固定化していることなどか

ら、６月より第２木曜日の月１回の診療とさせてい

ただいたところであります。 

 次に、上富良野高校の入学状況についてでありま

すが、今春の新入学生数は、地元の中学卒業生１９

名を含む２９名となり、全校生徒数は８５名となっ

たところであります。 

 今後においても、地域の皆様の御理解と御協力を

いただき、魅力ある学校づくりへの支援と地元高校

の存続に努めてまいります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、本年度、入札執行した建設工事は、６月１４日

現在、件数で２０件、事業費総額で４億６,５２９

万６,４００円となっております。 

 また、本年度、発注予定の建設工事は４５件で、

その情報については４月１日付で公表したところで

あります。 

 また、今年度入札執行分から、国の公共工事適正

化指針に沿い、入札における予定価格の事後公表を

行うことといたしました。 
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 なお、お手元に平成３０年度建設工事発注状況を

配付いたしましたので、後ほど御高覧いただきたく

存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査結果について御報告いたします。概要のみ

申し上げますので、御了承を賜りたいと存じます。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を御報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につ

いて、平成３０年４月２６日に病院の棚卸しを監査

の対象として、平成２９年度末に係る貯蔵品調書等

関係諸帳簿を検閲するとともに、貯蔵品の実地検査

を行いました。 

 監査の結果、棚卸しはおおむね適正に執行されて

いると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 

 車両検査について、平成３０年６月４日及び５日

に、公用車両の整備及び管理状況を監査の対象とし

て、公用車両７７台の車両の実地検査を行いまし

た。 

 監査の結果、公用車両の整備及び管理の状況はお

おむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１５ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 平成２９年度２月分から４月分及び平成３０年度

４月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、平成２９年

度分を１６ページに、平成３０年度分を１７ページ

に添付してございますので、参考としていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がないようですので、

これをもって監査・例月現金出納検査結果の報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号委員

会所管事務調査報告について、報告を求めます。 

 厚生文教常任委員長、荒生博一君。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君） ただいま上

程いただきました、報告第２号委員会所管事務調査

報告について、１ページをお開きください。 

 厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件（会議規則第７５条の規定）に

ついて、申し出た調査を終えたので、同規則第７７

条の規定により報告する。 

 平成３０年６月１９日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 厚生文教常任委員長、荒生博一。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、先進市町村行政調査について。 

 調査及び研修の経過。 

 本委員会は、平成２９年第３回定例会において閉

会中の継続調査として申し出した「地域包括支援セ

ンターについて」を、平成３０年２月から３回にわ

たり委員会を開催し、調査の日程、調査先の選定な

どを協議し、また、事前研修による現状把握を行っ

た。 

 平成３０年４月１６日から１９日までの間、福島

県三春町及び茨城県利根町を視察し、調査を行っ

た。 

 なお、１ページから４ページまでの本文につきま

しては、既に御高覧いただいたものとし、今回の調

査先であります福島県三春町、茨城県利根町の概要

と、それぞれの地域包括支援センターの先進事例の

取り組みについて、まとめを朗読し、御報告とさせ

ていただきます。 

 １ページの三春町の概要の説明をさせていただき

ます。 

 １、地域包括支援センターの運営について。 
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 （１）福島県三春町の概要。 

 三春町は、福島県のほぼ中央部、阿武隈山系の西

裾に位置し、郡山市の北東に隣接している。まちの

ほとんどが標高３００メートルから５００メートル

の丘陵地で、ゆるやかな山並みが続いている。 

 人口は約１万８,０００人で、６５歳以上の高齢

者人口は約４,５００人、高齢化率は３０％、要介

護認定率は１７.９％となっており、上富良野町の

１３.３％より高い数字となっている。 

 また、１号被保険者の第６期介護保険料は月額

５,０９２円で、第７期の介護保険料は５,７６２円

となっている。 

 ２ページ中段をごらんください。 

 福島県三春町の取り組みとしては、高齢者社会参

加ポイント制度を設け、ボランティアや健康づくり

活動を通して生きがいをつくるとともに、介護予防

によって健康寿命を延ばすことを目指し、平成２９

年４月より、さまざまな活動に参加することで地元

商工会の商品券と交換できるポイント制度を実施し

ていた。この制度は、要介護認定者の方は対象にな

らないが、４,７００名の高齢者を対象に実施し、

現在、１,０００名の登録者となっている。高齢者

の方々の外出するきっかけとなるよう行っており、

国からの補助金を活用し、昨年度、交付申請実績は

１４０万円となっていた。 

 （２）茨城県利根町の概要の御説明をいたしま

す。 

 利根町は、茨城県内陸、最南端に位置し、東西

８.３キロメートル、南北５.２キロメートルの小さ

なまちで、都心から４０キロメートルという立地か

ら、ベッドタウンとして２万５００人を超える人口

があった。最近は約１万６,３００人まで減少し、

平成２９年には茨城県南地域で唯一の過疎地域に認

定された町である。 

 ６５歳以上の高齢者人口は約６,８００人、高齢

化率は４１.５４％、要介護認定率は、上富良野町

の１３.３％より、後期高齢者の割合が少ないこと

などの理由から、１１.５％と低い数字となってい

る。 

 また、１号被保険者の第６期介護保険料は月額

４,６５０円で、第７期の介護保険料は据え置か

れ、４,６５０円となっている。 

 茨城県利根町の取り組みの特徴としては、一般介

護予防として、新たに生活支援ボランティアポイン

ト制度事業に取り組んでいた。ごみ出し、掃除、薬

の受け取り、買い物などに対する生活援助、ペット

の世話、電球の交換、話し相手などの生活全般に対

する援助ポイントを付与し、ボランティア意識の高

揚に取り組んでいた。 

 ２、まとめ。 

 地域包括支援センターは、介護保険法の改正に伴

い、平成１８年４月から市町村に設置が義務づけら

れた。 

 上富良野町においては、保険者であるまちが直接

管理監督をして運営を行ってきている。 

 厚生労働省は、団塊の世代が７５歳以上となる２

０２５年問題をめどに、住まい、医療、介護、予

防、生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシス

テムの構築を目指し、その中核可能として地域包括

支援センターを位置づけている。 

 現在、地域包括支援センターの設置は、市町村直

営が約３割、７割が社会福祉法人や社会福祉協議会

や医療法人などに委託されている。最近は委託比重

がふえ、その割合もますます増加傾向にある。 

 今回視察した三春町は社会福祉協議会に委託し、

一方、利根町は上富良野町と同じまち直営での運営

を行っていた。 

 三春町、利根町の特色としては、両町とも積極的

に住民やＮＰＯ、民間がかかわり、生活支援サービ

スの充実と高齢者の社会参加に重点を置き、活動を

行っていた。 

 その中でも、高齢者の健康づくりや介護予防意識

を高めるために、ポイント制度事業に取り組み、効

果を高めていたことは、私たちにとって参考にすべ

き点であった。 

 両町のポイント制度を参考に、我がまちにおいて

も、超高齢化社会に向けて導入を検討すべきと考え

る。 

 また、上富良野町においても、地域包括支援セン

ターの役割は今後においてますます重要になってく

るものと想定される。特に２０２５年問題まであと

７年に迫っている。相談件数の大幅な増加や相談内

容の複雑、多岐化、新たな社会現象などの対応に、

現状の職員体制で十分な対応が可能なのか、業務内

容や相談内容などを精査することにより、将来を見

据えた地域包括支援センターの充実、整備が急がれ

る。 

 以上、厚生文教常任委員会、先進市町村行政調査

の御報告とさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって委員会所管事務調査報告について、報告を終

わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号平成
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２９年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について、報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました、報告第３号平成２９年度上富良野町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について、その概要

を御説明申し上げます。 

 それでは、裏面の繰越明許費繰越計算書をごらん

願います。 

 まず、１行目の一般廃棄物ごみ袋作成につきまし

ては、昨年度当初におきまして、見込みを超える販

売量の増加があり、本年度当初の在庫不足が懸念さ

れることから、前倒して発注契約を行うとともに、

その納期が年度を超えることとなることから、３月

定例会において追加の補正及び繰越明許費の議決を

いただいたところであります。 

 平成２９年度の決算期を迎え、限度額を設定した

５６８万５,０００円を平成３０年度会計へ繰り越

したものであります。 

 なお、当該ごみ袋については、４月１９日に納品

されております。 

 次に、２行目の島津第２地区道営農業水利施設保

全合理化事業、３行目の経営体育成基盤整備事業及

び４行目の上富良野地区道営農村地域防災減災事業

については、国の補正予算に伴い、３月定例会にお

いて所要の補正及び繰越明許費の議決をいただいた

ところであります。 

 平成２９年度の決算期を迎え、限度額を設定した

当該３事業の総額１億５,７１０万８,０００円を平

成３０年度会計へ繰り越したものであります。 

 以上、４事業で合計１億６,２７９万３,０００円

を、地方自治法第２１３条第１項の規定により平成

３０年度会計に繰り越しましたので、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により、その内容を報

告するものであります。 

 なお、事業ごとの財源内訳で、国庫支出金など未

収入特定財源についてですが、事業完了時期に応じ

て受け入れ手続を行ってまいります。 

 以上をもちまして、報告第３号平成２９年度上富

良野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

ての説明といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号平成

２９年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

繰越明許費繰越計算書の報告について、報告を求め

ます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（北川和宏君） ただいま

上程いただきました、報告第４号平成２９年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計繰越明許費繰

越計算書の報告について、概要を申し上げて説明に

かえさせていただきますので、御了承願います。 

 それでは、裏面の繰越明許費繰越計算書をごらん

ください。 

 ナースコール機器一式整備事業について、本年３

月の第１回上富良野町議会定例会において、発注時

期及び納期等の理由により、事業完了が平成３０年

度に入ることで、繰越明許費の議決をいただいたと

ころです。 

 平成２９年度会計の決算期を迎え、契約金額の５

９９万４,０００円を平成３０年度会計へ繰り越し

したものであります。 

 ついては、地方自治法第２１３条第１項の規定に

より平成３０年度会計へ繰り越ししましたので、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、そ

の内容を報告するものであります。 

 以上で、報告第４号平成２９年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計繰越明許費繰越計算書の

報告についての報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 報告第５号平成

２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について、報告を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤清君） ただいま上程いただ

きました、報告第５号平成２９年度上富良野町公共

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて、御説明させていただきます。 

 上富良野町公共下水道事業は、現在稼働中の３系

列の処理設備のうち、今回、第２期長寿命化計画に

おいて、建物の屋上防水及び火災報知器設備等の更

新工事と、供用開始から２２年を迎える２系列の機

械及び電気設備の更新と、あわせて日の出及び丘町

ポンプ場の電気計装設備の改修更新を平成２９年度

及び３０年度の２カ年で施工するものでありまし

て、日本下水道事業団に設計積算及び施工管理業務
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を委託し、技術的援助をいただいているもので、昨

年５月２３日に協定を結び、６月２１日の議会で議

決をいただき、本年３月議会において、設計内容の

見直しにより、繰越明許費補正２,３６０万円を

行ったところであり、今回、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により報告を行うものでありま

す。 

 以下、朗読をもって説明にかえさせていただきま

す。 

 報告第５号平成２９年度上富良野町公共下水道事

業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、平成

２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計歳出予

算の経費を別紙繰越計算書のとおり繰り越したの

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定によ

り報告する。 

 １ページをお開きください。 

 平成２９年度上富良野町公共下水道事業特別会計

繰越明許費繰越計算書。 

 １款下水道事業費、２項事業費、事業名、根幹的

施設建設工事委託、金額２,３６０万円、翌年度繰

越額２,３６０万円。 

 以上、報告といたします。御承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 報告第６号法人

の経営状況の報告について、報告を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻剛君） ただいま上程いた

だきました、報告第６号法人の経営状況報告につき

まして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に

基づき、提出させていただいた株式会社上富良野振

興公社の経営状況に関する書類に沿って、その概要

を御説明申し上げます。 

 それでは、経営状況に関する書類をごらんくださ

い。 

 １ページをお開きください。 

 まず初めに、平成２９年度の事業報告書でありま

すが、ここには、株主総会、取締役会、監査役会の

開催状況及び審議項目等について記載をしておりま

す。 

 ２ページから３ページには、部門別報告書とし

て、振興公社が指定管理者としてまちから受託し、

管理運営している４施設について、それぞれの実績

概要を部門別報告書として記載しております。 

 最初に、吹上温泉保養センター白銀荘についてで

すが、入館者数は７万６,２８５人で、前年度対比

０.９％の増、利用収益では、６,４８５万８,００

０円で、０.５％減の実績となりました。９月の台

風や１２月の暴風雨、３月の暴風雪など、繁忙期を

含め、６日にも及ぶ休業が売り上げ減の主な要因で

ございます。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場ですが、総入

場者数は２万６４人で、前年度対比５.４％の増、

有料入場者数では、１万５,４２０人で、３.６％の

増となり、利用収益では、１,９６１万２,０００円

で、４.７％増の実績となりました。外国人利用者

が依然として伸びていることとあわせ、国内利用者

も前年度対比８.４％と、堅調な伸びを見せてお

り、このことが利用収益増の主な要因であります。 

 ３ページになります。 

 次に、町営スキー場ですが、リフト券の総売上枚

数は２,１９５枚で、前年度対比１２.４％の増とな

り、利用収益では、１１８万１,０００円で、４.５

％増の実績となりました。シーズン当初の降雪が順

調で、過去３年間の平均より５日早く営業を開始す

ることができました。また、大きな転倒、衝突事故

等もなく、無事、シーズンを終えております。 

 最後に、日の出公園についてですが、公園の使用

料収入による利用収益は２４万８,０００円で、前

年度対比１２.６％減の実績となったところです。 

 次に、５ページをお開きください。 

 平成２９年度の決算報告書でありますが、最初に

貸借対照表について申し上げます。 

 資産の部の流動資産は２,５２３万２,５５０円

で、現金・預金の２,３９１万１,６２６円、商品の

１３１万８,７２４円が主なものとなってございま

す。固定資産は１０３万８,８８２円で、有形固定

資産１００万８,８８２円と出資金３万円であり、

資産の部の合計は２,６２７万１,４３２円となって

おります。 

 次に、負債の部ですが、流動負債は５６４万６,

１３５円で、その内訳は、未払い金、預かり金等で

あります。 

 資産の部から負債の部を差し引いた純資産の部で

すが、株主資本２,０６２万５,２９７円で、その内

訳は、上富良野町、ふらの農業協同組合、旭川信用

金庫、上富良野町商工会の出資による資本金１,０

００万円と、利益剰余金１,０６２万５,２９７円と

なっております。 

 次に、６ページをごらんください。 

 損益計算書について申し上げます。 
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 最初に、営業収益となります売上高についてであ

りますが、利用収益と販売収益を合わせた売上高合

計は８,５８９万８,４９５円となっております。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまして

は、期首商品棚卸高と当期商品仕入高を合わせた

１,１３７万１,６７７円から期末商品棚卸高１３１

万８,７２４円を差し引いた１,００５万２,９５３

円となります。 

 このことから、売上総利益金額は、売上高から売

上原価を差し引いた７,５８４万５,５４２円となっ

ており、さらに販売費及び一般管理費合計１億４５

９万８,５８３円を差し引いた営業損失額は２,８７

５万３,０４１円となっております。 

 営業外収益としては、まちからの管理委託料に当

たる受託収入の３,１０６万８,２６７円を初め受取

利息、受取配当金、雑収入を合わせ３,１２２万３,

２３０円となっております。 

 また、営業外費用としては、まちに対し１８０万

円の寄附を行っております。 

 以上のことから、営業損失金額２,８７５万３,０

４１円に営業外収益３,１２２万３,２３０円を加

え、営業外費用１８０万円を差し引いた経常利益金

額は６７万１８９円となっており、さらに法人税等

の１９万５,７００円を差し引きまして、当期純利

益金額は４７万４,４８９円となったところであり

ます。 

 次の７ページから１５ページには、ただいま説明

いたしました参考資料として、販売費及び一般管理

費の内訳書及び各施設の損益計算書、販売費及び一

般管理費の内訳書、株主資本等変動計算書のほか、

各施設の月別利用集計表を掲載しております。 

 次に、２０ページをごらんください。 

 平成３０年度の事業計画及び予算についてです

が、引き続き北海道の観光客数は増加基調にあり、

外国人の来道者数も過去最高を記録し、北海道全体

はもとより、富良野圏域においても観光入り込みの

増が期待されるところであります。 

 特に懸案でありましたオートキャンプ場駐車場の

増設につきましては、本年事業により、２０台以上

の駐車スペースが確保されることとなり、繁忙期の

混雑解消、快適な利用環境を提供できるものとして

期待をしているところであります。 

 振興公社としましても、インバウンド対応の充実

に努めるとともに、国内のお客様についても、ホー

ムページ等を通じた情報発信とあわせ、近隣の観光

施設やエージェント等への営業に努めていくことと

しております。 

 各施設とも、従業員一同、利用者に満足いただけ

るよう努めていくことで、適正な売り上げを見込む

とともに、費用の支出は必要最小限にとどめ、安定

した経営に努めていくことを基本方針として取り組

んでまいることとしております。 

 ２１ページから３２ページには、平成３０年度の

事業計画及び予算の基本方針に基づく各施設ごとの

入り込み見込みと、販売費及び一般管理費の内訳

書、予定損益計算書について、公社全体と各施設ご

とにお示ししています。 

 まず、白銀荘についてですが、計画入館者数を、

宿泊客で８,９８０人、回数券利用者を含めた日帰

り客で６万７,５００人の計７万６,４８０人とし、

売上高は６,６２５万５,０００円を見込んでおりま

す。 

 次に、オートキャンプ場ですが、計画有料入場者

数を１万４,３６０人とし、売上高は１,７７０万

３,０００円を見込んでおります。 

 次に、町営スキー場ですが、利用券売り上げ総枚

数を１,９５２枚とし、売上高は１１０万円を見込

んでおります。 

 また、日の出公園につきましては、公園使用料と

して１０万円の売り上げを見込んだところでありま

す。 

 なお、各施設とも、売上総利益から販売費及び一

般管理費の合計を差し引いた営業損失につきまして

は、まちからの管理委託料等において賄う予定とし

ているところであります。 

 最後に、３３ページには振興公社の株式名簿、役

員名簿を掲載させていただいております。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の経営状況の

報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって法人の経営状況の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 総務産建常任委員会付託 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 総務産建常任

委員会に付託審査の請願第１号ＪＲ北海道路線存続

に関する請願、請願第２号北海道主要農作物種子条

例の制定に関する意見書提出を求める請願を一括し

て議題といたします。 

 本県に関し、総務産建常任委員会の報告を求めま

す。 

 総務産建常任委員長、岡本康裕君。 

○総務産建常任委員長（岡本康裕君） 日程第１０ 

総務産建常任委員会付託、請願第１号ＪＲ北海道路

線存続に関する請願、請願第２号北海道主要農作物

種子条例の制定に関する意見書提出を求める請願に



― 10 ―

ついて、朗読をもって報告といたします。 

 平成３０年６月１９日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 総務産建常任委員長、岡本康裕。 

 請願審査報告書。 

 本委員会に付託された請願を審査した結果、次の

とおり決定したので、会議規則第９４条第１項の規

定により報告いたします。 

 請願第１号。 

 平成３０年５月２５日付託。 

 件名、ＪＲ北海道路線存続に関する請願。 

 審査結果、採択すべきもの。 

 委員会の意見、願意妥当。 

 措置、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、

財務大臣、国土交通大臣、北海道知事へ意見書を送

付すべき。また、報告を求めるべき。 

 請願第２号。 

 平成３０年５月２５日付託。 

 件名、北海道主要農作物種子条例の制定に関する

意見書提出を求める請願。 

 審査結果、採択すべきもの。 

 委員会の意見、願意妥当。 

 措置、北海道知事へ意見書を送付すべき。また、

報告を求めるべき。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、総務産建常

任委員会の報告を終わります。 

 これから、請願第１号ＪＲ北海道路線存続に関す

る請願を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 この請願に対する総務産建常任委員長の報告は採

択であります。 

 この請願は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の方の起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 したがって、請願第１号ＪＲ北海道路線存続に関

する請願は、委員長の報告のとおり採択することに

決定いたしました。 

 次に、請願第２号北海道主要農作物種子条例の制

定に関する意見書提出を求める請願を採決いたしま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 この請願に対する総務産建常任委員長の報告は採

択であります。 

 この請願は、委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方の起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 したがって、請願第２号北海道主要農作物種子条

例の制定に関する意見書提出を求める請願は、委員

長の報告のとおり採択することに決定をいたしまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１１ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） おはようございます。 

 先ほど町長の行政報告に先立ち、ありましたよう

に、昨日、７時５８分に大阪の北部を震源として見

舞われました近畿地方の地震でお亡くなりになりま

した４名の方に心から哀悼のまことを捧げるととも

に、被害に遭われた全ての皆様にお見舞いを申し上

げるところでございます。 

 また、長年の議会の功績にわたりまして、先ほど

同僚議員並びに先輩議員が表彰を受けたことに対し

ましても、心から私たちもお祝いを申し上げるとこ

ろでございます。 

 さて、私は、さきに通告をしてあります２点の項

目につきまして、町長に所信をお伺いいたします。 

 １点目でございますが、商工業者に対する持続化

補助金の拡充政策について質問をいたします。 

 現在、まちで行っている商工業者への支援策の一

環として、商工業者持続化補助金の拡充を行っては

いかがでしょうか。 

 今現在といたしましては、商工会会員に対して、

５０万円を上限として２分の１の助成を行っており

ます。 

 この政策につきましては、国が行っている小規模

事業者持続化補助金へのまち独自の追加の取り組み

として、非常に私自身も高く評価をしているところ

でございます。 

 現状といたしましても、多くの商工業者の利用が

あり、商店街の活性化の一助を担っていることも事

実である一方、近隣町村においても、我が上富良野

町が先んじた取り組みでありまして、利用者の声を

聞きますと、改装の際に利用して非常に便利であっ

た、また、このような助成があるなら、この機会に

お店の店舗改装に取り組みたいなど、大変好評価が

あったようでございます。 

 そこで、現在行っている政策の拡充を図ること

が、さらなる上富良野の商工業の発展につながると

考えます。 

 近隣の町村で行っている一例を挙げてみますと、

事業者への助成金は２００万円を上限として、さら
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に３分の２の助成となっている地区も出てまいりま

した。このような幅広い助成の枠が我がまちにもあ

りますと、商工業者といたしましても、大きく店舗

の改修や、また、新たな新規開拓への道が広がり、

結果といたしまして、我がまちの商店街の活性化が

行われると考えます。 

 今の政策が悪いわけではございませんが、現在の

政策ですと、軽微な改装や新規メニューの開発の一

部というところで終わってしまっているようでござ

います。助成枠を広げることにより、新しい設備投

資や、また、新たな分野への取り組みへとつながる

ことが期待され、そのことにより、結果として商工

会への加入のメリットも大きく感じ、商工会という

組織の強化へと波及効果が出てくると考えます。 

 そこで、現在の持続化補助金の上限及び補助率を

上げ、さらに、利用条件等の要綱も広げることが望

ましいと考えますが、いかがでしょうか。 

 ２点目でございます。２点目は、医療・介護・福

祉の包括的拠点について、町長にお伺いいたしま

す。 

 上富良野町の福祉の現状は、健康づくりの取り組

みや、特定健診の受診率向上、特定指導の徹底に加

え、町民がみずからの健康への関心の高さなど、他

の自治体に比べても誇れるところが非常に多い状況

でございます。 

 公の病院であります町立病院も、町民のかかりつ

け医として、住民の健康と生命を守り、療養型病床

群から小規模老健への転換により、医療と介護の両

立も図ることが可能となっております。 

 また、平成１６年から開設されました保健福祉総

合センターの建設により、保健師と職員との連携も

密になり、情報の共有が強くなっていることも大変

すばらしい点だと考えます。 

 一方で、現在、特別養護老人ホーム、ラベンダー

ハイツの経営状況が大変厳しい状況にあり、また、

現在、その改善に向けて、改革が取り組まれている

ところでございます。 

 また、町立病院におきましても、平成３７年まで

にスプリンクラーの設置義務などの問題も抱えてい

る現状があります。 

 そこで、町長にお伺いいたしますが、ぜひ早い時

期に、医療・介護・福祉を包括的に行える拠点施設

の整備が必要と考えます。我がまちの医療従事者や

介護従事者の確保の充実のためにも、そして、ワン

ストップで住民が安心して医療から介護まで受ける

ことができて、また、医師やスタッフが患者や入居

者へのケアが迅速に行えることができるように、い

わゆる垂直型の医療、介護の連携が可能な施設整備

が望まれております。病院、老健、訪問看護、訪問

介護、特別養護老人ホームを一体化し、そこに保健

師や地域包括支援センターなどを強く結びつけるこ

とで、今以上に地域で暮らしていく安心が強まると

考えます。 

 上富良野町内の医療の現状、また、介護の状況を

かんがみたときに、一刻も早い決断が求められると

ころに来ている状況と考えます。先ほどの委員会報

告でもありましたが、団塊の世代が後期高齢者を迎

える２０２５年問題への秒読みが迫っております。

少子高齢化が進む中において、もう既に猶予がない

問題ととらえておりますが、ぜひ町長の考えをお伺

いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの商工業者持続化補助金の拡充政

策についての御質問にお答えいたします。 

 商工業者持続化補助事業につきましては、商業振

興計画の開始にあわせ、平成２８年度より、本計画

に基づく事業として、町内で経済活動を行う事業者

の持続的経営を支援する施策として、商工会が主導

的な役割を担い、事業を行っているところでありま

す。 

 平成２８年度においては１５事業者、平成２９年

度は６事業者が活用され、顧客サービス向上や店舗

改装、設備等の充実による新たな商品開発など、個

店の魅力づくりとあわせ、経営の安定、向上に取り

組まれております。 

 本年度も既に６事業者から応募があり、事業活動

へ積極的に活用されておりますことから、地域経済

活動がさらに活発になることを期待しているところ

であります。 

 補助の拡充をしてはとの御質問でありますが、こ

の事業につきましては、より多くの事業者の皆様に

活用していただくことを期待し、国の小規模事業者

持続化補助の制度に準じて、さらに使いやすい事業

として制度設計を行った経緯にあり、助成事業の規

模としては特段大きなものではありませんが、多く

の事業者の経営意欲にお応えできる有効な支援策の

一つになっているものと認識していることから、多

数の申請が寄せられた場合におきましては、補正予

算対応させていただくなど、事業者の支援に努めて

いるところであります。 

 このような中、まちといたしましては、既に新た

な商業振興計画の策定に着手しており、作業を進め

る中におきまして、商工会や事業者の皆さんから事

業拡大の意向等が示されるような状況となったとき

は、拡大について検討が必要と思われますが、現時

点におきましては、現行制度の継続を基本として、
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今後の推移を見てまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの医療・介護・福祉の包括的拠点

に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、まちにおきましては、保健福祉課が所管す

る地域包括支援センター、北海道総合在宅ケア事業

団が運営する訪問看護ステーション、社会福祉協議

会が訪問介護、施設介護につきましてはラベンダー

ハイツや町立病院の小規模老人保健施設等が、互い

に施設間、業務間の連携を図りながら、それぞれの

施設において、まちの医療、介護、保健福祉を担っ

ていただいているところであります。 

 高齢化が進む中で、それぞれの分野において多く

の課題が存在している実態もあり、第６次総合計画

期間中において、これらの課題解決に向けて一定の

方向性を示す必要があると考えているところであり

ますが、議員の御発言にもあります、町立病院のス

プリンクラー整備につきましても、平成３７年６月

までの設置が必要であることから、施設が老朽化し

ていることも考慮いたしますと、町立病院の施設整

備の方向性をどう示すべきか、さらに十分な検討が

必要と認識しているところであります。 

 御質問の医療・介護・保健福祉を包括的に行える

拠点施設の整備についてでありますが、医療と介

護、保健福祉機能が集約され、一体的な機能を持つ

ことを想定する場合、多くのメリットが期待できる

ことは理解できるところでありますが、既存の関連

施設の設置状況や財政的な要素を含めた住民負担を

考慮いたしますと、慎重に検討すべきものと考えて

おります。 

 現在、これらの課題の整理に向け、第６次総合計

画期間中におきまして、取り組むべき施策、事業の

判断につなげるため、本年度に入り、医療、介護、

保健福祉を初め企画、財政、建築を担当する課長及

び主幹を構成員とする関係各課の協議の場を設け、

１回目の協議を行ったところであります。これらを

通じ、地域医療の状況や今後の介護需要などの見通

しを立てながら、医師、看護師など医療関係者のマ

ンパワーを機能的に発揮できる施設配置を初め施設

介護との連携等について、多角的に研究、検討を行

い、本年度末を目途に検討結果を出せるよう、作業

を進めるよう指示をいたしたところであります。 

 議員から、一刻も早い決断をとの御発言もいただ

きましたが、ただいま申し上げましたように、必要

な段階を踏みながら、第６次総合計画の早い時期に

方向性が示せるよう、意を持って取り組んでまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） １点目の持続化のことで質

問いたしますが、まさに上富良野町商業振興計画、

平成２８年の３月に策定されたものの中で、現状の

課題を打破する施策展開の中で、いわゆる消費者

ニーズの対応ということで、個店の魅力づくりとい

うところで、本当にまさに目玉事業としてこの取り

組みがあったということ、本当にすばらしいものだ

なというふうに考えております。 

 そもそも、いわゆる小規模事業者に対する法律と

いうものは、平成１１年の中小企業基本法の改正以

降に行われておりますが、実はこの部分について

は、創業ですとか、それから経営革新、新たにいわ

ゆる成長分野の期待が見込まれるところの企業を対

象に施策が行われておりまして、こういう地方にあ

ります本当に小規模の事業者の減少というものに逆

に拍車がかかったということがありまして、平成２

０年に、いわゆる中小企業よりもさらに小さい、

ちょっと言葉が適切でないかもしれませんが、零細

企業の、中小企業に対応するべく、小規模企業振興

基本法と、あわせて小規模事業者支援促進法という

ものが生まれたことによって、地方で頑張っている

小規模事業者にも光を当てる政策ができたことで、

国が行いますいわゆる伴走型と言われる小規模事業

者に対する支援の重点化として、廃業することな

く、どんどん直接的な支援をするということが、い

わゆる５年前から始まって、道内、今１５２商工会

あるのですが、全ての商工会が手挙げしたわけでは

ないのですが、現在、１２８の商工会がこれのいわ

ゆる採択を受けて、国の補助金をもらっているとい

う中で、まちとしては、そこでこぼれた部分をさら

にケアをしていただけるということで、この施策に

ついて、恐らく私の知る範囲でいうと、多分、上川

管内でも初ですし、道内においてもかなり初期の段

階で、まち独自の政策が行われたというふうに聞い

ております。 

 ぜひこの政策、私はまさに今、疲弊している商店

街、また、商工業に対する非常に大きなプラスの要

因だというふうに考えておりますし、先ほど町長の

答弁にもありましたように、かなりこの３年間の中

で多くの業者が手挙げをしております。本当に足り

なくなった場合は補正を組んでいただいて追加をし

ていただいているということも本当にすばらしいこ

とだと思うのですが、補正を組んで枠をふやすとい

うことも非常に必要なのですが、一方で、実情を聞

いてみますと、できれば、本来であれば、例えばな

のですけれども、今までお座りをしていたところ

を、椅子であったりとか、掘りごたつのほうに直し

た方が、全席を本当はやりたかったのだけれども、
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どうしても今の手持ちのお金であったり、また、今

後の上富良野町を中心とした経済状況を考えていっ

たときに、手出しのお金をこれ以上ちょっと出すの

は不安だったりとか、また、もうちょっと本当はい

い機械を入れたかった、いい設備投資をしたかった

のだけれども、ちょっとやっぱり足りなかったのだ

というような声があって、もっと本当はより顧客に

対するサービスというものができる可能性だった、

期待ロスが生じているという声もあったというの

が、全てを網羅している助成ということにはならな

いとは思うのですが、そのようなことがありまし

た。 

 第２期の商業振興計画の策定においても検討され

ているという御答弁もありましたので、そういった

ことで、時限立法でも私は構わないと思うのですけ

れども、やはりカンフル剤のような形で、一たん疲

弊して、今、本当に少しずつでもやる気のある業者

が頑張っておりますので、その辺の後押しをすると

いうところが、お考えがあるか、お伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の、中小事業

者に対します支援制度についての御質問にお答えを

させていただきます。 

 ただいま制度化をしておりますまち独自の支援制

度、小規模事業者に対する事業につきましては、先

ほど御説明させていただきましたように、国の持続

化補助事業のすき間と申しましょうか、少し目が向

けられていないところを補完するような形の性格の

ものでございますが、おかげさまで順調に御利用い

ただいている状況にございます。 

 しかしながら、今、議員から、将来に対する考え

等についての御質問もいただきましたけれども、ま

ず私といたしましては、この事業を通じて、それぞ

れ個店の皆さん方、あるいは新規の事業者の皆さん

方、まず足腰を強くしていただくというようなこと

がまず根っこにあるべきだというふうに考えており

ます。そういったまず第一歩を踏み出すことによっ

て、自信を深められたり、あるいは新たな分野への

思いを深められたりする方々が今後出てくる状況が

生まれることでありますと、それらについて、さら

に応援をすること、これはまちの活性化を考える上

では非常に重要なことでございます。 

 冒頭のお答えで申し上げましたが、そういった機

運が事業者の中から、あるいは組織を通じて声が、

あるいは思いが伝わってくるような状況になります

と、当然、さらに拡充も含めまして検討することは

必要であろうというふうに考えておりますので、先

ほどの質問と繰り返しになりますが、次期の商業振

興計画の中に、ぜひそういったことを商工会等を通

じて思いを共有できればいいなというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 北海道の商工会の、商工会

議所とはちょっと違うのですけれども、いわゆる町

村にある商工会の構成率といいますか、構成比とい

うのは、実は他の都府県と非常に大きく異なってい

るのは、実は本州のほうというのは製造業が非常に

多いのです。ですから、製造業のいわゆる工業者で

あったりするところのウエートが大きいということ

は、新たな分野の取り組みであったり、経営改革、

経営革新を持っていくということについては、実は

取り組みやすく、これは国の補助金、助成金とか、

さまざまな施策の部分が非常に受けやすい素地があ

るのです。ところが北海道は、実はいわゆる販売す

る、また、サービス業等々の会員の比率というのが

非常に高くなっておりまして、いわゆる新分野への

取り組みというのがなかなか幅が狭いものがあるの

で、このような直接的な支援が受けられるというこ

とは、いまだかつてない非常にありがたい状況にあ

りますし、いわゆる後継者不足の解除する一助にも

なります。 

 いろいろな部分からヒアリングを私も直接聞いた

ところによりますと、本来、国のいわゆる持続化補

助金に準じて、まちのほうにも御依頼を申し上げた

ところであるが、本来であればもう少し、実は枠出

しも幅出しもしてほしいところも現状であったと。

ただ、今までにこういったものが国もなく、それか

ら、もちろん各自治体でもなかったので、非常に手

探りの中でやってみた結果、採択されて、非常にあ

りがたいというところではあるが、本来であればも

う少し幅を広げたいというのが生の声のようでござ

いますので、その辺をぜひ町長もくみ取っていただ

きたいなというふうに思いますが、この辺、いかが

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 議員の御質問にありますように、当初、こういっ

た特に商工業者の中小事業者の支援制度というもの

につきましては、全国バージョンでまずつくられる

ものですから、そういった業態の違いというのが、

特に地方と大都市周辺の事業者の事業形態が全く違

うということで、なかなか隅々まで効果が及ばな

かったという反省から、この持続化補助事業という

ものが生まれてきたものと理解しております。 

 そういうことを踏まえて考えますと、やはり私ど

ものような地方の皆さん方が活用しやすいような制
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度を設けるということは大変重要でありますし、さ

らに、まちといたしましては、現在取り組んでおり

ますこの持続化補助等を通じて、一番私といたしま

して課題であろうというふうに思っておりますの

は、新規の新商品の開発とか起業というのはなかな

かハードルが高いものがありますが、まずは担い

手、後継者等が定着していただけるような、そうい

う商売の姿というものを何とかここから生み出した

いというふうに考えておりまして、そういったもの

が実を結んで、先ほど御質問にありますような、さ

らにステップアップを図りたいというようなものに

対しては十分応えていくべきだと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 本当に他の地域に先んじ

て、また、国の政策に追従するような形で、国が

やっている事業承継であったり、そういう後継者不

足の担い手をさらに後ろからまちとして後押しでき

る、本当にすばらしい取り組みだと思っております

ので、ぜひこの部分に関しては、今後、商工会と連

携を深めた上で、現状の声を拾っていきながら、さ

らなるいいものにしていただきたいというふうに考

えております。 

 続いて、２点目の医療・介護・福祉の包括的拠点

についてお伺いいたします。 

 町長の御答弁、非常に私も同じ思いというか、ま

さに財政の両面からバランスというものを見ていか

なければいけないということは、私も常々思ってお

りまして、理解するところでございます。 

 そんな中で、国立社会保障・人口問題研究所がこ

の４月に新たな報告書を出しまして、もちろん６次

総合計画の中にも盛り込まれておりますが、いわゆ

る高齢者の状況といいましょうか、人口自体が、２

０３０年までの間には、かなり上富良野町も減少し

ていくことが社人研の中では予測されておりまし

て、残念ながらその中において、いわゆる高齢者の

数というものは、２０２５年以降も、２０３０年ま

でもふえていく傾向にあります。さらに内容を見て

みますと、いわゆる７５歳以上の方の増加という

か、比率がふえていくことによって、これは何が

やっぱり恐ろしいというか、困るかというと、やは

りそこから先、介護の重度化が始まっていく、ま

た、今までは非常に健康で日々を過ごされていた方

というのも、ある日突然本当に進んでいくというの

があります。これらは、今、医療と介護というのは

絶対切っても切れない状況にあります。 

 御答弁の中にありました、いろいろな施設の運営

状況、それから、施設の老朽化、さまざまな抱えて

いる問題等々もありますが、やはりこれをある程度

打破するには、集約化というものが一つの解決策の

糸口になるものではないかというふうに考えます

が、この点、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の、医療・介

護・福祉等の事業に対します御質問にお答えさせて

いただきますが、将来の、本町のみならず、全国的

に高齢者比率が高まっていくことは、２０２５年は

ピークを迎えるということでございまして、それか

らそういう高水準が持続していくわけですから、一

般的に言われております老老介護、そういったこと

が現実として起きてくることはほぼ確実であろうと

いうふうに思っております。 

 そういう中で、上富良野の町民の皆さん方、高齢

者も含めた皆さん方が安心して暮らしていただける

ような環境整備をどのようにするかということが本

当に重要な課題であることは共有していただいてい

ると思います。 

 そういう中で、そういった医療、介護、そういう

施設を総合的に設置できるような状況によるメリッ

トというのは、これは言わずもがな、非常に高いと

いうことは私も十分理解しております。 

 とりわけ今、今後もですが、医療従事者、医師も

含めまして、看護師、あるいは介護士も含めまし

て、マンパワーが非常に不足しているという実態に

ございます。これは恐らく簡単に解消できるもので

ないと。特に地域は大変だ、地方は大変だという状

況にあります。 

 そういったことを考えると、やはりそういう関連

のものが集約化されることは理想形であろうという

ことは、議員と考えは一緒でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 本当にそうなのですよね。

いろいろなところでやっぱり人口減というのが非常

にさまざまな問題に、医療、特にこれから少子化

が、下支えをしていく人たちが少なくなっていくと

いうのは本当に大きな問題になっております。 

 ２０１４年の社人研の出した数字と、また、３０

年に出した数字では、ぐっとまた、いわゆる２０３

０年の人口も１,０００人近く上富良野町は減って

いるという推移もあるように、我々が想像している

以上のスピードでもしかしたら進むかもしれない。

管内においては、東神楽ですとか東川がかろうじて

９０％から１００％台ぐらいでいくだろうという予

想はありますが、北海道自体が、いわゆる２０１５

年をベースとしたときには、８５％という指数にな

るぐらい減っていく中において、今、町長がおっ

しゃった医療資源、また、介護資源という言い方は
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ちょっと失礼ですが、スタッフ、マンパワーの部分

を確保するという部分に関しては、やはり点在をし

ている中でやると、もちろん医師の方も、病院の患

者を見つつ、施設の入居者の状況も見る、このいわ

ゆる時間的なロスであったり、いわゆる別なパワー

を使うというところが、より近いところにあり、ま

た、理想で言えば、同一建物にあるのが本当はもっ

と望ましいことだと思うのですが、やはりそういう

ことをすることによって、人も働きやすくなる、集

まりやすくなる、そして、連携を図ることによっ

て、町民も安心ができる。ワンストップで、私は

今、ちょっと病気を持っているけれども、町立病院

にかかりながら、やがては施設に入るのか、また、

元気なうちは訪看で、在宅、居宅としていくのか、

そういったものが一つの場所でしっかりとケアをで

きるというのが、まさに町長が目指している安心・

安全のまちづくりの第一歩であると思うのです。 

 ちょうど本当に、ちょうどという言い方は変です

けれども、まさに火災の消防法の中において、スプ

リンクラーの設置が義務づけられて、スプリンク

ラーを外づけするにおいても、非常に莫大なお金が

かかるという中において、町長も御英断をされなく

てはいけない時期がまさに来ていると思いますが、

御答弁の中に、６次総合計画の中の早い段階に方向

を示したいというお気持ちでありましたが、ぜひ、

これは町民の願いといいましょうか、恐らくこのま

ちに終のすみかとして住まわれている方の総意だと

私も考えております。その中において、ぜひ町長の

早い御英断を求めますが、この点、いかがでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の、医療・福

祉行政についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 議員からお話いただきましたように、将来のまち

の人口の姿等を想定いたしますと、やはり安心して

暮らしていただけるような、そういう環境整備とい

うのは待たれている、また、そういう姿がもしかな

うものであれば整えていくことは、絶対にそれはど

なたも望むことであろうということは私も理解でき

るところでございます。 

 しかしながら、自治体として考えますと、保健福

祉分野ワンサイドで考えるわけにいかないという実

態もございます。さらに申し上げますと、やはりそ

ういったまち全体の将来の姿をどういう姿を描く

か、さらに加えて、住民それぞれが将来、御負担を

どの程度までお願いできるかというような折り合い

をどこでつけるかということが非常に難しい判断に

なろうかと思います。 

 そういう意味におきまして、冷静に現状、あるい

は将来の見通しを分析することが、やはり正しい判

断に近づくのではないかということをもちまして、

この春から、課長職、主幹職を中心といたしました

検討プロジェクトを立ち上げておりますので、そこ

でしっかりと見通しを含めまして検討結果をまとめ

たもの等を参考に、あるいは機会を通じて町民の皆

さん方、あるいは議会の皆さん方の御意見を多角的

にちょうだいいたしまして、最終的に６次総の早い

段階でその方向を示していけるように決断をしたい

と考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 今まさに町長の御答弁にあ

りましたように、本当に一方の財政から見たとき

に、一方の部分からだけは見られない。もちろん産

業もありますし、そういった部分は非常に私も理解

します。 

 ものすごく大きな立派な旭川医大だったりとか、

旭川市立総合病院みたいな、そんなものではなく、

いわゆる集約化を図るということがやはり一番の目

的だと私は思います。点在する今の上富良野のそれ

ぞれの規模というもの、先ほど申したとおり、当

然、日本全国、人口が減っていきますから、これ以

上立派な、地下２階、地上２０階建ての病院を建て

ろとかいうことは私も申しておりませんので、上富

良野の人口規模、また、これから予測されるであろ

う、いわゆる圏域の規模に応じた施設というもので

私は十分だと思いますが、目的としては、集約化す

ることがやはり一番大事であり、できることなら

ば、町長が日ごろおっしゃっているように、全ての

部分を公設公営化というところで進めていきながら

連携を図るということもいいとは思いますが、一方

で、いろいろなやり方で、他の自治体を見てみます

と、ある一定の部分に関しては公設民営化であった

り、民設民営化しているものがいわゆる隣接したと

ころに備わっているというような状況も先進地では

何度か見たこともありますし、そのような中で、目

的としては、いわゆるワンストップ化できるという

ことを主軸としてこのような医療・福祉・介護の拠

点というものをまちの中心部に持ってくることが望

ましいというふうに考えますが、その点はいかがで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 機能を集約するということは、全く私も望むとこ

ろでございます。また、議員、御発言にありますよ

うに、やはりいずれにいたしましても、どういう選

択肢であろうと、究極は、やっぱり身の丈にあった
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ものであるべきだということは変わらないところで

ございまして、これから精力的に少し検討を重ねま

して、繰り返しますけれども、皆さん、さまざまな

方々から御意見を賜りながら、将来の姿を示してい

きたいと考えておりますので、御理解賜りたいと存

じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、６番金

子益三君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を１０時５０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時３４分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 先ほどの金子益三君の次に、１３番村上和子君の

一般質問を許します。 

○１３番（村上和子君） まず、このたびの大阪北

部地震に見舞われました大阪府１２市１町の皆様方

に心からお見舞いを申し上げます。 

 私は、さきに通告してあります３項目について、

町長、教育長に質問させていただきます。 

 まず、１項目めは、上富良野町立病院の泌尿器科

（隔週水曜日）が廃止となったが、病病連携の強化

を図り、再診療、診療科目の充実を。 

 富良野協会病院は、保健医療資源の適正な配置、

サービスの提供を整えるための地域センター病院に

指定されており、富良野圏域（第２次医療圏）の地

域医療を支える病院である。他の医療機関と機能分

担を図り、地域に必要な診療体制を確保するととも

に、地域の医療機関への医師等の派遣及び技術援助

の役割を担い、地域の連携を保ち、患者様に安心し

て受診してもらう病院である。 

 現在の上富良野町立病院の診療体制の経緯につい

ては、昭和５５年３月に開院され、救急告示病院に

認定、平成１３年に産婦人科診療廃止、平成１７年

１０月に泌尿器科開設（隔週の水曜日）、平成２０

年１月、循環器内科開設（隔週の金曜日）、平成２

０年７月、眼科開設（隔週の金曜日）、平成２６年

８月、眼科廃止、平成２９年４月、血液・腫瘍内

科、肝臓内科、救急科を開設、平成３０年５月９

日、泌尿器科廃止で現在に至っている。手術につい

ては、富良野市、旭川市の医療機関で行っている

が、今回の泌尿器科廃止については、協会病院側の

組織の編成体制のためであり、病病連携のあり方を

いま一度話し合い、町民の医療のプライマリーケア

を提供することが求められていると考えるが、医師

の派遣等による再診療科目の充実を図ってはどう

か。 

 ２項目めは、障害や病気のある人に配慮の必要性

を知らせるヘルプマーク普及と活用でやさしいまち

づくりを。 

 外見からはわからない障害や病気ある人が周囲に

配慮の必要性を知らせるヘルプマークが、道内でも

札幌市を皮切りに順次導入されている。縦約９セン

チ、横約５センチ、赤字に白の十字とハートマーク

が描かれている。対象は、難病や義肢、人工関節、

妊娠初期の人などで、障害者手帳は不要で、東京都

が２０１２年に考案したものであるが、上富良野町

もヘルプマークを見かけたらやさしい配慮ができる

よう、普及と活用を深めてはどうか、町長にお伺い

いたします。 

 ３項目めが、働き方改革の中でも、中学校部活動

のあり方の見直しをしては。 

 教職員の働き方を改善するには、部活動改革は不

可欠と考える。 

 １点目は、教員の負担を減らすためにも、教職員

にかわる部活動指導員を導入してはどうか。 

 今、国全体で働き方改革が進められており、上富

良野中学校では、放課後、部活動として、卓球、テ

ニス、サッカー、バスケット、野球、陸上、文化部

として美術、書道、吹奏学部があり、指導時間は放

課後４時から６時半までの間である。最近では、子

供たちの教育環境が急速に変わり、上川管内の中学

校には、部活動で教員以外の競技経験者を指導者と

して学校に配置するなどしているが、上富良野町と

しては、これらの教員にかわる部活動指導員制度の

導入に取り組む考えはないのか、お伺いしたい。 

 ２点目は、部活動の参加回数など、見直しが必要

では。 

 大会や練習を含めた土、日、祝日の活動日数は年

４０日以内にする。生徒や教員の負担を減らすため

にも、休養日は週２日以上にする。休めなかった場

合は代休を設けるなど、部活動への負担に配慮する

思い切った取り組みが必要ではないでしょうか。教

育長にお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 最初に、町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の３項目に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの上富良野町立病院の泌尿器科に

関する御質問にお答えいたします。 

 上富良野町立病院につきましては、昭和３３年８

月、町立国民健康保険直営病院として、一般病床６

９床、結核病床４床の７３床で開設して以来、議員

御発言にありましたような診療科目の変遷をたど

り、現在は内科、外科を初め７科体制で運営を行っ
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ているところであります。 

 御質問の泌尿器科につきましては、平成１７年１

０月より、富良野協会病院との病病連携により、隔

週の水曜日の午後に診療を行ってきたところであり

ますが、本年４月、富良野協会病院の医師体制が新

たになったことにより、今まで派遣をいただいてお

りました医師の派遣が困難となったところでありま

す。 

 また、後任の医師の派遣につきまして協議を重ね

てまいりましたが、富良野協会病院泌尿器科の診療

体制の中での引き続きの派遣は困難であることが伝

えられたことから、本年５月９日をもって、当面の

間、休診とさせていただいたところであります。通

院されていた方々に対しましては、今後の診療等に

支障が生じないように、お一人お一人に御説明をさ

せていただき、対応を図ってきたところでありま

す。 

 しかしながら、私といたしましても、町民の方の

健康と安心・安全を確保する上からも、町立病院に

泌尿器科が開設させていることが望ましいものと考

えておりますことから、極めて難しいことでありま

すが、引き続き泌尿器科の医師の確保につきまして

努力してまいりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 次に、２項目めのヘルプマークの普及と活用によ

るやさしいまちづくりについての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 議員御質問のヘルプマークは、義足や人工関節を

使用している方、また、外見からはわからない内部

障害のある方などが、援助や配慮を必要としている

ことを知らせることを目的として、平成２４年１０

月に東京都で活用が開始されたところであり、ヘル

プマーク作成・活用ガイドライン等に基づいて、全

国の自治体で取り組みが進められていることから、

平成２９年７月７日にはＪＩＳ規格の案内用図記号

にも採用されたところであります。 

 本町におきましても、平成２９年１０月に、北海

道ヘルプマーク・ヘルプカード配布ガイドラインが

作成されたことから、昨年１２月１０日号の広報誌

に掲載するとともに、まちのホームページへの掲載

や、町内公共施設６カ所にパンフレットを配置する

などの取り組みを開始させていただいたところであ

ります。 

 また、ことし４月の民生児童委員協議会において

も検討がされ、５月から実施しております高齢者実

態調査にあわせて、地域住民の皆様にヘルプマーク

の普及と活用方法を説明させていただいているとこ

ろであります。 

 引き続き支援が必要な方が安心して暮らしていけ

るまちづくりを目指し、広報誌、まちのホームペー

ジへの掲載、各種団体、関係機関の会議等を通じて

ヘルプマークの普及に努めてまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員の、３項

目めの学校における働き方改革の中での中学校部活

動のあり方に関する御質問にお答えいたします。 

 文部科学省では、教職員の勤務実態調査におい

て、看過できない教員の勤務実態が示され、新学習

指導要領を着実に実施するには、教員の業務負担の

軽減が喫緊の課題であるとし、学校における働き方

改革により、教員が心身の健康を損なうことのない

よう、業務の質の転換を図り、限られた期間の中で

児童生徒に接する時間を十分に確保し、真に必要な

総合的な指導を持続的に行うこと、また、教員の

日々の生活や教職人生を豊かにすることを目指し、

学校における働き方改革に関する緊急対策が公表さ

れました。 

 北海道教育委員会においても、教職員の時間外勤

務に対する実態調査の結果、１週間当たりの勤務時

間が６０時間を超える教員の割合が、小学校で２

割、中学校で４割になっていることが明らかとな

り、このことから、学校における働き方改革北海道

アクションプランが３月にまとめられました。取り

組み期間は３０年度から３２年度の３年間で、１週

間当たりの勤務時間が６０時間を超える教員をゼロ

にすることを目標に、１項目めとして、本来担うべ

き業務に専念できる環境の整備、２項目めとして、

部活動指導にかかわる負担の軽減、３項目めとし

て、勤務時間を意識した働き方の推進と、学校運営

体制の充実、４項目めとして、教育委員会による学

校サポート体制の充実の四つのアクションが示され

たところであります。 

 まず、１点目の部活動指導員の導入についてであ

りますが、上富良野中学校においては、部活動ごと

に複数顧問を配置し、交代での指導を可能にするこ

とや、安全管理を行うことに努めているところであ

ります。部活動指導員の導入については、今後にお

いて、学校、保護者、教育委員会が検討、協議を進

め、必要に応じて対応を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、２点目の部活動の参加回数などの見直しに

ついてでありますが、上富良野中学校においての休

養日の現状は、全ての部活動で毎週１日の休養日

と、定期試験の期間中と、その３日前を休養日にす

るなど、北海道アクションプランに掲げる週平均１

日以上の休養日を設けて活動をしておりますが、ス

ポーツ庁が策定したガイドラインにおいては、週当
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たり２日以上、平日は少なくとも１日、土、日の１

日以上の休養日が目標とされておりますので、ス

ポーツ庁のガイドラインに示された日数となるよ

う、学校や保護者などと協議を進めてまいりたいと

考えております。 

 ただいま御答弁いたしました部活動指導にかかわ

る負担の軽減策以外の取り組みも含めて、関係者と

十分な検討、協議を進め、諸対策を講じ、教員が授

業や授業準備などに集中し、健康で生き生きとやり

がいを持って勤務しながら、学校教育の質を高めら

れる環境づくりに努めてまいりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの、町立病院の

再診療、診療科目の充実のところでございますが、

協会病院の医師体制が新たになったということによ

り、医師の派遣が難しくなったということでござい

ますけれども、今まであった泌尿器科という診療科

目が、隔週とはいえ、ありまして、治療を受けてい

た人が、突然５月９日をもって廃止になったわけで

すから、患者さんにしてみれば、どうすればいいの

かという声がいっぱいありまして、２００名以上の

患者さんがおられます。そんな中で、これから先、

どうすればいいのということで、継続治療、協会病

院まで行くのが大変な人もいらっしゃいまして、５

月９日をもって、はい、やめましたと、こういうこ

とには私はならないのではないかと、このように考

えるのです。一人一人説明させてもらったというこ

とでございますけれども、説明を受けました患者さ

んも大変不安を感じておりまして、富良野協会病院

まで行くのが大変だということを申しておりまし

て、患者さんが減って、やっぱり派遣医師で対応す

るまでもないということであればあれですけれど

も、あくまでも協会病院の組織の医療体制が変わっ

たことによる廃止であり、これは町長、富良野協会

病院の体制充足を一日も早く整えるように、何回も

話し合いというのでしょうか、そういう話し合いの

場をつくっていただきまして、今、かかっているわ

けですから、患者さんが。今後の患者さんのまた大

変さ、負担がちょっとまた、ここでなくなりました

ら、協会病院まで通うというのも大変でございます

し、そういった大変さを考えると、ぜひ町長、強く

協会病院の体制の充足、これについて強く要望して

もらいたいと思うのですけれども、その点について

いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の、泌尿器

科の休診にかかわります御質問にお答えさせていた

だきます。 

 泌尿器科に受診しておられました患者の皆さん

方、おおむね２００名近い方が実はかかっておられ

ました。しかしながら、協会病院の新たな医師体制

につきましては、早い段階から既に考え方が示され

ておりまして、町立病院といたしましても、担当さ

れておりました先生も、早い段階から上富良野でか

かっておられた患者様に対しましては丁寧な説明と

御理解をいただいてきております。そういったこと

で、引き続き協会病院のほうで受診、診療を受けら

れる方につきましては、多少御不便もあろうかと思

いますが、多くの方が白田先生のもとで投薬等で引

き継いでいっていただけるような状況でございまし

て、丁寧な説明をさせていただく中で、スムーズに

休診についての移行はできたというふうに考えてお

ります。 

 一方、新たな医師の派遣につきましては、協会病

院が２次医療機関としての機能を満たす部分につき

ましては、これは圏域といたしまして、しっかりと

医師確保等について、北海道、国等へ要望申し上げ

るということは、それは現在も行っておりますが、

そういったことは引き続き取り組んでまいるところ

でございますが、社会事業協会富良野病院としての

医師体制の確保につきましては、協会病院独自のも

のでございまして、そこに私どものまちの事情を参

酌していただけるようにということを強く申し上げ

るということは、これは少し範囲を超えていること

かなというふうに思います。ただ、協会病院という

ことのこだわりを捨てて、例えば私ども、非常にお

力添えしていただいております旭医の三内、あるい

は一外のほう等を通じて、もし可能であれば、泌尿

器科の先生を派遣していただく、あるいは出張して

いただくような体制がお願いできないかということ

はこれからも申し上げていくつもりでございますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長も泌尿器科が開設さ

れていることが望ましいと考えていらっしゃるとい

う御答弁いただいておりますので、第２次医療圏で

協会病院はそういう立場にあるということも知って

おりますけれども、何かまたさらに常勤の医師が２

名おやめになったということもちょっと聞き及んで

おりまして、これから白田先生で診ていただける方

も何人かいらっしゃるということでございますが、

状況が変わりまして、小玉先生がお亡くなりになら

れまして、またちょっと今までと診療体制が、院長

の肩にまたかなり負担がかかってくるものかなと、

このように考えるところでございます。やっぱり一

日も早く、いろいろ努力をしてくださるということ
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をいただいたのですけれども、旭川医大のほうに今

度目を向けていただいて、少し派遣の報酬が高くな

るかもしれませんけれども、こういったことも考え

ていただくということは、住民にとって、上富良野

町も健康づくりのまちの宣言をしましてから３年目

を迎えております。常々町長は地域の医療、安心・

安全を、町民を守っていくということをおっしゃっ

ておられますし、そういったことで、違う方法の派

遣の診療の再診になるようなことを確保する上で

も、これにつきましてどのようにお考えになるか、

ちょっとまたお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 町立病院の診療体制につきましては、泌尿器科の

みならず、極力町民の皆さん方に身近なところで診

療を受けていただけるような体制をつくっていくこ

とがまず基本であろうというふうに考えておりま

す。 

 しかしながら、先刻、金子議員にもお答えさせて

いただきましたように、非常に今、地方で医師確保

というのが非常に大きな課題でございまして、多く

の自治体が大変苦慮している実態にございます。協

会病院も全く同じような状況でございまして、そう

いう中から、上富良野についてだけ対応していただ

きたいということは、これはまた非常にハードルが

あるところでございます。 

 先ほど申し上げましたように、今後につきまして

は、泌尿器科のみならず、現在の診療科目を維持し

ていくということも非常に大きな課題でございます

ので、これらを含めまして、非常に御協力いただい

ております医大等を通じまして、何とか維持してい

ただけるような、これからも要望を重ねてまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町民の安心・安全を守る

ためにも、診療科目を減らすということはちょっと

考えられませんし、やっぱり今まであった泌尿器

科、再診療に向け、今、いろいろと頑張っていただ

けるということを御答弁いただきましたので、ぜひ

早目によろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２項目めのヘルプマークの普及と活用

の件でございますが、きょう持ってまいりました、

このヘルプマーク、これでございます。これ、１２

月ですか、町内の公共施設、１２月の広報で載って

おりました。私、ちょっと読みまして、きょう、広

報も持ってまいりました。これに、「配布します、

まちでは援助や配慮が必要な方に、ヘルプマーク・

ヘルプカード配布を行っております」このような文

言でございまして、ちょっと私、これはちょっと工

夫が足りないと。余り知られている人もおりません

し、６カ所の公共施設にパンフレットを配置してあ

るということでございますけれども、まだまだ知ら

ない人が多く、こういう文言ですと、ちょっとほし

い人にあげますよというような、配布しますとい

う、こういう書き方でございますので、もうちょっ

と工夫をして、こういった方にやさしい心遣いがで

きるような文言といいましょうか、そして今回、民

生委員さんにもお願いをして、何か活用の説明と普

及に努めてもらうということでございますけれど

も、民生委員さんもやることがいっぱいありますの

で、もっと保健福祉課としましても、このヘルプ

マークの普及と活用に、こういった人の立場を考え

て手を差し伸べてあげるというような、そういうよ

うなやさしい取り組みをしてほしいと、私はこのよ

うに思うのですけれども、町長、いかがでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の、ヘルプ

マークについての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 ヘルプマークの普及、あるいは啓発等についての

お知らせの仕方についての一工夫が必要ではないか

ということについては、極力そういった思いが伝わ

るように、これからも改善を重ねてまいたりいとい

うふうに考えております。 

 ヘルプマークにつきましては、全く偶然に、けさ

の北海道新聞にも記事が大きく出ておりました。ま

さしく普及途上というようなことで、実際、啓発運

動に深くかかわっておられる方のコメントも出てお

りましたが、なかなかまだ浸透が図られていないと

いう実態らしいです。 

 まちといたしましても、やはりこういったものを

十分に活用させていただくようなことをこれからさ

らに取り組んで、広く、まずこれは町民の皆さん方

に広く知っていただかないことには始まりませんの

で、そういったことに積極的に取り組みを、民生委

員、児童委員の皆さん方もお見えですが、そういっ

た方々のお力等もお借りしながら、広く啓発してま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） これから町民に広くと

おっしゃっていただいたのですが、このマークが北

海道の保健福祉課となっていまして、これはやっぱ

り上富良野町保健福祉課に直すとか、それから、項
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目、こういう支援がほしいとかというのを書いてや

ることになっておりまして、もうちょっと、職員の

方も比較的早くにぱっと取り組んでくださるのです

けれども、情報の啓蒙の仕方がもっと工夫がほしい

ですね。このマークを見つけたら席を譲ってあげる

とか、思いやりある行動をお願いしますとか、そう

いったなかなか町民に広がっていきませんし、何年

か前には乳がん撲滅のピンクリボンもやりましたよ

ね、皆さん。それもちょっと啓蒙の仕方というので

しょうか、そういったことで町民に広がり、町民を

呼び込むような、こういった人にやさしい心遣いが

できるまちづくり、上富良野にしたいと思うのです

けれども、もう一度町長、御答弁いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 このヘルプマークの普及等につきましては、広く

障害等をお持ちの方が、周りの方がやさしくサポー

トしていただけるような、そういう仕組みのツール

の一つだというふうに私は理解をしております。究

極は、そういうようなマークを掲げておられなくて

も、上富良野の町民の皆さん方が、ハンデを持って

暮らしておられる方に、やはりやさしく、温かく目

を向けていただけるような、そういう土壌をつくる

ことがまずあるべき姿だというふうに考えておりま

す。そういった意味で、ヘルプマークもその一つの

ツールとしては大いに活用できるものでございます

ので、そういった広く町民の皆さん方に目を向けて

いただけるような、関心を持っていただけるような

取り組みをしていきたいと考えておりますので、御

理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 次は教育長にお尋ねした

いと思います。 

 ３項目めの、働き方改革、中学の部活の見直しに

ついてですけれども、教育長の答弁いただいた中

で、１週間当たり勤務時間、６０時間を超える教員

をゼロにすると、こういうふうなことを聞かせてい

ただきまして、道のアクションプラン、四つを目標

に取り組んでいかれるということで、積極的な御答

弁いただきましてどうもありがとうございます。 

 それで、この中の四つの目標の中で、私は部活が

一番取り組みやすいかなということで質問させてい

ただいたわけなのです。それで、今、うちでは複数

の顧問を設置しているのだと、こういうことで、ほ

かの町村では指導の経験がある方が指導者にという

ことになっていますけれども、うちは複数置いてい

るので、交代も可能だと。比較的そういう複数配置

ですから、そういう面はちょっと評価したいと思い

ます。 

 それで、保護者の方とか教育委員会、検討で協議

を進めて、必要に応じて対応を図るという御答弁を

いただきまして、力強く感じておるところでござい

ます。これはどれぐらいの説明を考えておられるの

か、その時期的なもの、スピード感を持ってやって

いただきたいと思うのですけれども、ちょっとそこ

の点、お聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員の、時期

の、いつまでに行うか、最終リミットのお話にお答

えをしたいと思います。 

 先ほども北海道アクションプラン自体が３年間

の、３０年、３１年、３２年の、３２年までに６０

時間を超える職員をゼロにしたいという目標を出し

ております。その間に、なるべく早い時期に、外部

指導員につきましては、競技種目によって地元に指

導できる人がいるかいないか、また、それを協力い

ただけるかいただけないかという問題もあります

し、なおかつ、ふさわしい人材なのか、いわゆる中

学校のクラブ活動というのは、学校教育の中で行っ

ているものであります。したがって、人がいないか

ら単に外部指導に出すという考えより、勝てる、勝

てないに関係なく、クラブ活動を一生懸命先生とと

もに行うということが教育的意義が高いものだとい

うふうに考えています。 

 ただ、６０時間を超える部分の現実があるとすれ

ば、それは改善しなければなりませんので、いろい

ろな方法を考える中で対応していきたいなと。でき

る限り話を早く進めて、協議する中で、目標年次よ

り前に対応できるようにしたいなというふうに思い

ますし、また、お金の絡みもこれには、外部指導に

出すと、ボランティアでやってくれる場合もあるか

もしれませんけれども、そうでない場合も出てきま

すので、財政的な部分も問題となると。 

 それともう一つ、うちのまちで外部指導していた

だいている例がもう既にあるということも御承知お

きをいただければなと思っております。女子バレー

部については、スポーツ少年団の中で、外部指導、

自衛官の方が指導していただいて、現実に活動して

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） よろしくお願いしたいと

思います。できるだけ早く、よろしくお願いしたい

と思います。 

 ２点目の、部活動の参加活動の見直しでございま

すが、ここは週平均１日以上休養を設けているとい
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うことでしたが、私が言いたいのは、先生ばかりで

なくて、やっぱり生徒も休養が必要でないかなと、

このように考えるわけでございます。中体連とか、

どうしても参加しなければいけないものについて

は、やっぱり参加しなければいけないと思うのです

けれども、この大会は参加はどうだろうか、ちょっ

と難しいとは思いますけれども、これは今回、

ちょっと見送ろうかとか、この大会はどうかという

ような、そういう選択も、大変難しいとは思います

けれども、学校側では決められないと考えますの

で、教育委員会で、今後の働き方改革を考えた場

合、全ての大会をこなしていくというのもありかも

しれませんけれども、そういった回数の、大会参加

の選別といったらおかしいですけれども、そういっ

たことも考えていかなければいけないかと思うので

すけれども、この大会参加回数の見直しについて、

ちょっと教育長、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員の、大会

参加回数に対する御質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 基本的に、先ほど週に２回、お休み、休養日にし

ましょうということでお話をさせていただきまし

た。１回は平日、そしてもう１回のほうは、土、

日、祝日にもう１回休んでいただこうということ

で、５２週に、週に２回ですから、年間１０４回の

最低休養日は設けたいなというふうに考えておりま

す。 

 大会の参加については、学校クラブ競技ごとに、

年間計画を立てて実施、参加をしているところで

す。それぞれのクラブで、保護者、子供たちのやる

気だとか、そういう部分で、どれに出るかというの

は、個々決定が、子供たち、先生方、協議の上で実

施をしております。基本的に１０４日の休養日の中

で、残りの日数がありますけれども、大会に出てい

く分については、制限をかけるつもりはなく、それ

ぞれ選ぶのは自由だというふうに考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今お聞きしまして、大体

わかりましたけれども、やっぱり学校側といいます

よりは、教育委員会、リーダーシップをとっていた

だいて、教員の今後の活動、働き方改革を考えた場

合に、よその市町村ではこういう大会参加の回数な

どもいろいろと考えてやっている例もございます。

それはよそはよそと、こういうことになるかもしれ

ませんけれども、そういったことで、これからは教

育委員会の強いリーダーシップをと思って、この大

会参加回数の見直しというのはちょっと難しいで

しょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員の、大会

参加に対する御質問にお答えをさせていただきたい

と思います。 

 基本的には、先生方の勤務時間というか、勤務条

件が改善されて、働き方改革が進むことが一番だと

思っています。その中で、アプローチの仕方はたく

さん、先ほども申し上げたとおり、四つのアクショ

ンがございます。クラブ活動に限らず、それらの対

応ができ、結果的に６０時間を超える勤務実態がな

くなるということが目標だというふうに考えており

ます。 

 今、御質問いただいた、大会の参加の回数につい

ては、それを踏まえながら選択をしていくというこ

とで、教育委員会もリーダーシップを振るう中で対

応していきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１３番村上和子君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、１２番中瀬実君の質問を許します。 

○１２番（中瀬実君） 私は、さきに通告をしてあ

ります２項目について、町長の見解を求めたいと思

います。 

 情報通信技術導入のため、まちと農家が連携して

農業ＩＣＴ推進協議会を立ち上げる考えは。 

 昨今のＩＣＴ、ＡＩの技術の進歩は目を見張るも

のがあります。今後、人手不足等から、ＧＰＳを利

用した自動走行システムや、ドローンを効率よく普

及させるべく、推進協議会を立ち上げる必要がある

と思われます。高額な機械となるため、補助事業が

必要と考えられるが、事業規模、ニーズを把握する

ために、前向きに検討する考えはあるか、お考えを

伺います。 

 ２番目、移住・定住について。 

 人口減少に歯どめがかからない状況が続く中、町

長は、執行方針の中で、定住・移住促進協議会と連

携、協力して、上富良野町まち・ひと・しごと創生

総合戦略を掲げ、地方創生につながるよう検討を加

え、取り組むとあるが、具体的に、１、移住と定

住、どちらに主体を置いて進めるつもりか。 

 ２項目め、定住・移住促進計画は、今年度、最終

年度となるが、現計画の総括、移住・定住のニーズ

の分析はどのようにするつもりか。 

 ３項目めは、移住・定住の最も重要である要件、

仕事の確保についての対策、これらについて町長の

見解をお伺いします。 
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○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の２項目に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの、農業ＩＣＴ推進協議会の立ち

上げに関する御質問にお答えいたします。 

 農業分野での人手不足への対応や、生産性や品質

の向上を図るために、ＩＣＴ技術やビッグデータを

駆使したＡＩの活用、ロボット技術によるスマート

農業への取り組みが、ここ数年で急速に進展されて

いる状況にあります。 

 国においても、スマート農業の実現に向けた取り

組みを積極的に進めており、担い手不足、高齢化の

進行等により、新時代の農業を築く大きな柱となる

ものと期待されております。 

 議員御質問の、ＩＣＴ等を活用した新技術導入に

対するまちの対応につきましては、新技術に関心を

持つ生産者の方々やグループ、あるいはＪＡの生産

部会等が主体となり、研究等に取り組まれることが

実現性が高いものと考えており、本町においても、

既に本年３月に、東中地区におきまして、東中地域

ＩＣＴ農業実証研究会が設立され、農業ＩＣＴ関連

技術の課題等について、調査、研究が行われている

ところであります。 

 まちといたしましても、これらの研究、検討等が

進む中で、事業化に向けた動きとなるときには、行

政としての役割を十分に発揮し、必要な協力、支援

を行うべきものと考えており、引き続き国の動向な

どの情報収集に努め、農業者、農業関係団体との情

報共有をする中で、連携を図ってまいりたいと考え

ておりますことから、現時点において、まちが中心

となったＩＣＴ推進協議会の立ち上げにつきまして

は想定しておりませんが、農業関係者と団体などで

立ち上がるような状況におきましては、参加させて

いただくこともあるものと思っておりますので、御

理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの移住・定住に関する３点の御質

問にお答えいたします。 

 少子高齢化、人口減少への対応、また、大都市へ

の人口の過度な集中の是正を目的に、国において

は、まち・ひと・しごと創生法を定め、地方におい

ては、それに基づいて、まち・ひと・しごと総合戦

略を策定し、地域の活力を取り戻す取り組みを進め

ているところであります。 

 本町におきましても、平成３１年度までを計画期

間とする上富良野町まち・ひと・しごと総合戦略を

平成２８年３月に策定し、人口減少と地域経済縮小

の克服に向け、四つの基本目標を定め、各種施策を

実施しているところであります。 

 まず１点目の、移住と定住、どちらを主体に進め

るかという御質問でありますが、私といたしまして

は、まず上富良野で生まれ育った方々が、いつまで

もこのまちに住んでいてよかった、あるいはこのま

ちに住み続けたいと思っていただけるような環境づ

くりが重要と認識しており、そのためのさまざまな

環境整備に取り組んでいるところでありますが、行

政全般にわたるこれらの取り組みにより、世代を通

じて多くの町民がこのまちに根づき、定着すること

が、ひいては移住者もふえていくことにつながって

くるものと考えており、定住・移住は密接につな

がっているものと理解しているところであります。 

 次に、２点目の定住・移住促進計画の総括につい

てでありますが、相談窓口のワンストップ化や、空

き家・空き地情報バンクの整備、大都市圏での移住

フェアやお試し暮らし住宅の運営など、この間、

行ってまいりました定住・移住促進計画に基づく諸

事業、あるいは、これらを通じて得られました移住

希望者の雇用や住環境に関するニーズ、上富良野に

対する認識、イメージ等を総合的に整理し、それら

を検証する中から、成果につながったもの、あるい

は成果につながらなかったものを整理し、さらなる

事業の拡充につながるよう、総括したいと考えてお

ります。 

 ３点目の、仕事の場の確保についてであります

が、富良野の知名度が高いことなどから、移住に対

してのイメージ的なニーズは相当数あるものと感じ

ておりますが、実際、移住を検討されている方から

の電話や電子メール、移住フェアなどでの相談で

は、やはり働く場や収入に関する問い合わせが多い

実態にあります。雇用の場の確保、拡大につきまし

ては、一朝一夕には対応できませんが、既存企業の

規模拡大や大企業との連携による求人情報の提供を

初め、新規開業や新規就農に対する支援制度の紹介

等を、関係機関と連携しながら取り組み、移住促進

につながるよう努力してまいりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 今、町長から答弁をいただ

きましたけれども、スマート農業の取り組み等につ

きましては、国、道も積極的にとり進めているのは

町長の答弁どおりでありますし、これからの新時代

の農業のあり方として、まちも積極的に取り組むべ

き課題だと思っておりますけれども、今の答弁から

いきますと、今のところまちとしては積極的に関与

する考えはないという考えを示されましたけれど

も、私、２年半ほど前に、スマート農業の関係で質

問させていただきました。２年半たった時点で、非

常に進歩、すごい進歩しております。当時、町長
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は、まだまだ普及するのには早い、だからもう少し

研究、検討をしたいという答弁でありました。２年

半、研究、それから検討をされたと思います。その

結果が、今答弁された答えなのでしょうか、お伺い

いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の、ＩＣＴ

技術導入についてに関する御質問にお答えさせてい

ただきますが、お答えさせていただきましたのは、

議員、御質問にありますような、まちが主体性を

持った推進協議会というようなものの立ち上げをと

いうような御質問でございましたので、まちが旗振

りの中心となって協議会を立ち上げるというような

ことは、必ずしもあるべき姿でないというふうな理

解を申し上げているところでございまして、ＩＣＴ

技術の導入等についての関心を、生産者、あるいは

農業団体の皆さん方と共有するということは、これ

はずっと変わりのないところでございまして、やは

りそういった技術の普及、導入の、実際、事業化を

図る段階につきましては、行政はしっかりとかかわ

る必要はございますが、やはりそういった研究、検

討の段階におきましては、やはり実際、そういった

取り組みをされている方が中心となって進めること

が、私はあるべき姿だということを申し上げたとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 推進協議会の関係につい

て、町長、当然、私の聞き方が間違っていたのかも

しれませんけれども、非常に今、自動操舵の関係に

ついては急速に普及中であります。今月号のホクレ

ンのアグリポートの関係で出ているのですが、道内

の自動操舵の関係の累計出荷台数というのは、ガイ

ダンスで７,０００台、これは２８年度ですけれど

も、自動操舵の関係は約３,０００台、単純に農家

戸数約３万７,０００戸で割り返すと、普及率は、

ガイダンスで１９％、自動操舵関係で８％というこ

とで、利用者がどんどんふえているということで

す。このふえていることで、当然のことながら、農

業をやっておられる若い人たちにとっては、もうそ

ろそろ自分たちのまち、自分たちの経営でも、自動

操舵の関係の機器を取り入れるべきだなというふう

に考えている人が結構おります。当然、今回の議会

懇談会の中でもそういった意見が出ております。 

 ところが、その導入をするに当たっては、非常に

いろいろ事業等を行うにしても、非常に手探り状態

というか、よくわからない。どういうふうにしたら

導入できるのかといったようなことが非常に困って

いるのだという意見を聞きました。ですから、私が

申し上げたいのは、基本的にはまちが先頭に立っ

て、こういった形の機器を入れるのに当たっては、

皆さん、若い人たちも含めて、農業者が、何とかま

ちが中心に声かけをしていただいて、そしてそこの

中で農業者、若い人たちが、どういうふうな形で、

どういうふうに導入すればいいという、そういう道

筋をつけていただきたいという意味でのまちの関与

をお願いしたいという質問であります。町長、どう

ですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ＩＣＴ技術を活用したスマート農業の進展につき

ましては、私も実感しているところでございます。

ガイダンスシステム、あるいは自動操舵システム、

そういったものが既に実用化されている状況も理解

をしております。 

 しかしながら、私なりの理解で申し上げますと、

現在、そういった技術、あるいは普及に関します情

報提供、そういったことは、メーカーにおいて非常

に積極的に行われているように理解をしておりま

す。そういう中に、生産者団体、あるいは農協、あ

るいは生産者グループの方々が積極的にかかわって

いる実態も、上富良野町でも既にあります。申し上

げましたように、東中地域におきましては、既に研

究会を立ち上げるなど、農業者の皆さん方が、どこ

に聞いたらいいのかな、あるいはどこに相談すれば

いいのかなというような状況について、対応できる

ような環境が既に当町にはあるというふうに私は理

解をしているところでございます。 

 既に、中瀬議員も私も同じ農業者の出身として、

今までさまざまな新技術、あるいは新たな営農体系

等について取り組んできましたが、まちが旗を振っ

てくれてよかったというように感じるような部分

は、私としては非常に少なかったのかなというよう

なことを考えますと、やはり生産者団体、あるいは

農業団体等が主体的に取り組む姿のほうが自立して

いくのではないかというふうに考えていることを御

理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 町長が申されたことに対し

ては、私が感じた、受け取り方が間違っていたら済

みませんが、若い人たち、農業者たちが、こういう

ことで機器を入れるに当たっては、研究とか、そう

いったことをするのに、そういうサークルをつくっ

たりして、軌道に乗ったというか、そういうふうな

機運が高まれば、まちとしては応援するよというふ

うな答弁だったと思いますけれども、私は、それよ
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りももうちょっと一歩前に出て、やっぱり何とかそ

ういったものを入れるために、まちも積極的に、最

初から、こういうものを導入するときには相談にも

きちっとのるのだよ、まちも確実に最初から関与す

るのだよというふうに言ってくれたほうが、農業者

にとっても、ある程度情報提供の関係についても、

非常に安心感を持ってそういう協議会みたいなもの

をつくれるのではないかなというふうに思っており

ますけれども、そこら辺のところ、もう一度確認し

たいのですが。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の、ＩＣＴ

技術導入に関する御質問にお答えさせていただきま

す。 

 議員が今、御発言ありましたように、私といたし

まして、行政がそういった動きに連動して協力をし

ていく、あるいは情報共有していくということは、

積極的にかかわっていくということに対しては何の

ためらいもございません。むしろそうするべきであ

ろうというふうに考えております。 

 ただ、御質問いただきましたように、推進する協

議会をまちがという部分についてのみ、少し距離を

置いているところでございまして、考え方について

は、積極的にかかわるということについては、何の

異存もないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 先ほどの答弁の中に、本年

３月に東中地区において東中地域ＩＣＴ農業実証研

究会が発足したということでありますけれども、情

報的に余り詳しくは得ておりませんけれども、何か

今、基盤整備事業が行われている中で、そういった

基盤整備を行った、区画整理を行った水田の中で

の、こういったＩＣＴ関係の、自動操舵の関係だと

思いますけれども、そういったものを取り入れて、

実証研究をするというような話でありますけれど

も、たまたま今回、東中地域でそういったことで研

究会が立ち上がったということは、まちのこれから

の、ほかの地域の方々のいわゆるこういう自動ＩＣ

Ｔ関係の機械を入れるのに対しては、非常にいいの

でないかなと思っておりますけれども、これと並行

しながら、やはり水田場の方々と我々畑作地帯の方

の使い道というのはまた変わってくると思いますの

で、並行しながら、こういった機器を取り入れるた

めに、こういう、名前はどういうふうに言ったらい

いのでしょう、研究会と言ったらいいのでしょう

か、導入期成会と言ったらいいのでしょうか、そう

いったものが必要になってくると思いますけれど

も、こういうふうな機運が高まったときに、すぐ対

処してもらわなければ、時間がずれると機運が

ちょっと衰えてしまうので、即、まちはすぐは関与

できないとは言っていますけれども、担当課に関し

てはきちっと対応できるような体制をとってもらえ

るような状況ができるのかどうかを確認させていた

だきたい。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 既に御案内だと思いますが、まちは、そういった

東中地区の動きとは別に、もう既に来年の導入を目

指して、まさしくまちが主体的に自動操舵システム

を備えた田植機等の導入は来年に向けて準備を進め

ております。そういったことで、まちはまちとし

て、行政として取り組むべき課題については、既に

もう走っておりますので、生産者団体や農業者団体

の皆さん方、あるいは生産者グループの皆さん方と

歩調はしっかりとあっているというふうに考えてお

りますので、積極的にかかわるということについて

は、既に動いているということも御理解賜りたいと

存じます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 自動操舵の関係について

は、基本的には、今、東中地域でそういった実証研

究がされるということですので、それらのいろいろ

な状況を聞きながら、いろいろな農業者の方々もそ

れに対して今後取り組んでいくべきではないかと

思っておりますけれども、自動操舵とはまた別に、

今、急速に注目を集めている部分については、ド

ローンというのがあります。ドローンは、これもま

た二、三年前とは全く進化が違ってきているのと、

価格が非常に安くなってきております。人手不足と

いうことに関しては、ドローンというのは非常に効

率的でありますし、ただ、一つだけ、散布するとき

の農薬の限定がされているという部分がちょっと

ネックになっておりますけれども、基本的には、使

い方、それからコストの面についても、非常に導入

がしやすい状況になってきております。 

 これは先ほどと関連して、同じようなことになっ

てくるのですが、今までの事業の導入、補助事業の

関係につきましては、いろいろと経営の中でのポイ

ント制だとか、いろいろなことを精査されて、そし

て残念ながらもうちょっとということで機械が導入

できなかったということもあります。 

 今回、このドローンについては、何とか今まで既

存の営農集団とか、いろいろな組合とか、そういっ

たものが各地区にあるところもあります。そういっ

たところに実験事業みたいな形での導入はできない

のか、そこら辺のところ、町長、どうでしょうか。 
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○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 先ほど例として御紹介させていただきました東中

地区におきますＩＣＴ等の研究活動につきまして

は、既にドローンも検討対象に含まれておりまし

て、かなり皆さん方、熱心に研究をされている実態

にございますので、私ども行政といたしましても、

時代におくれないように、情報収集に努めるととも

に、農業関係者の皆さん方と情報共有をさらに進め

ていきたいと考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 導入をするときに、いろい

ろな規制がかかります、当然のことですけれども。

そういった中で、いわゆる本来の補助事業、本来の

機械の導入のあり方については、基本的に共同利用

が原則になっているのだと思っております。共同利

用ということになりますと、今までもいろいろな機

械が入っておりますけれども、なかなか機種によっ

ては、共同ができるようでできないものがある。 

 だけど、今言いましたドローン関係につきまして

は、これは一番共同利用がしやすい部分だと私は

思っております。悪天候で圃場に入れない、そう

いったときに活躍してくれるのがドローンでありま

すし、昔は無人のヘリコプターが主流でありました

けれども、無人のヘリコプターは価格が非常に高

い、一千四、五百万円する。それにオペレーターの

要請をすると１,５００万円ぐらいになるというよ

うな話を聞いておりますけれども、今、ドローン

で、我々農家の人が使えるような状況のドローンは

３００万円しません。ことしの２月に旭川の道の駅

で、今のＩＣＴ関係のドローンの関係、それをやっ

ておりましたけれども、その関連の会社が言ってお

りましたけれども、二、三年前から見たら非常に安

くなった。安くなって悪くなったのではなくて、安

くなってよくなっているのだということでありまし

た。これは本当に今の段階で導入しても全然問題が

ないと。そして、問題がないのと、それから、今、

いわゆるドローンというのは、国の関係で規制がか

かっておりますけれども、ここ一、二年のうちに、

ドローンの飛行に関しての規制がゆるくなるという

ことを聞いております。そういった中で、補助員と

かにつきましても、たくさんの人がいなくてもでき

るような状態になっているのだということも聞いて

おります。ですから、こういった機器を皆さんが導

入したいと思っているだけに、どこかで実験的にそ

れをやる考えはないのかなということでのお考えを

お聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 個々の最新技術の導入等につきましては、それら

１点１点をもって、行政の役割として、それを主導

していくというようなことは想定はしておりませ

ん。ただ、先ほどから繰り返しておりますように、

そういった新しい技術導入に向けてのお手伝い、あ

るいは情報提供等については、まさしく行政が果た

すべきものだと考えておりますので、時代に乗りお

くれないように、私ども、関心を持って注視してま

いりたいと考えております。個々の機種等の導入等

につきましては、またその状況、状況によって対応

していくことが必要と考えているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） こういった機器を入れるた

めに、まち、町長は、検討、研究をされているとい

うことでありますので、余り研究、検討ばかりして

いると、そういうことに対処するのがおくれては困

りますので、検討も研究もほどほどで、ある程度決

断をしていただいたほうがいいかなと思っておりま

すので、もし今後について、私ども農業者の中でそ

ういったものを研究したり検討したいということが

あったときには助言をしていただくような形をとっ

ていただければと思っております。 

○議長（西村昭教君） 中瀬議員、時間がきました

ので、これからの質問、答弁については、昼食休憩

として、午後から再開いたします。 

 再開は１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中、中瀬実君の質問を続行いたします。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 昼休み休憩が入りましたの

で、非常にまとまりができないかもしれませんが、

定住・移住の関係ですけれども、住んでみたい、こ

れからも住みたいというテーマのもとに、上富良野

町の施策を実施しているわけですけれども、移住に

対する仕掛けが、どうも側から見ていて、不足して

いるのではないかなという気がしておりますけれど

も、どうなのでしょうか、ちょっとその辺のとこ

ろ、町長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の、定住・

移住に関します御質問にお答えさせていただきます

が、冒頭の御答弁でも申し上げましたように、これ

から次のステップに向けまして総括を予定もしてお

りますが、そこでも述べさせていただきましたよう

に、さまざまな取り組みをさせていただいておりま

す。定住・移住につきまして、それぞれ各自治体が

特徴を出そうということで、苦労をしながら取り組

んでおりますが、あれもこれもというようなこと

で、余りまず手を広げ、まとを絞りきれないのもい

かがかと思いますし、まずはまちがこれまで取り組

んできたメニューを総括することがまず大事だとい

うふうに考えておりますが、それらの中から、今、

中瀬議員から御質問ありましたようなメリハリが必

要というような方向が見出せれば、そういったこと

もこれから考慮してまいりたいと考えているところ

でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 移住と定住と、どちらに主

体を置いて進めるつもりかということの質問要旨で

ありましたけれども、そのことに対しては、いわゆ

るまちとしては、今までやってきた施策を十分に

やっていけば、定住者もふえるし移住者もふえると

いうような答弁でありましたけれども、それは本当

に可能なのでしょうか、町長、お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきますが、私といたしまして

は、まず上富良野に住んでおられる方が町外に出ら

れることなく、親子代々にわたってこのまちに住み

続けられるような、そういうまちになることが、や

がては上富良野に対する目を多くの方が向けていた

だいて、移住につながるというような、そういうイ

メージを持っているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 今、町長が言われたような

ことで、本当に移住者がふえるような状況になれば

全然問題はないと思いますけれども、たまたま私ど

も、昨年、総務産建常任委員会で道外研修をさせて

いただいております。同僚議員も前回質問しており

ますけれども、いわゆる移住者がふえるという条件

のところは、それなりのやはり努力はしておりま

す。前回、昨年の１１月に行ったときの研修先で

も、決して上富良野町から見て立地条件がいいと

か、環境がいいとかというような状況ではないにも

かかわらず、移住者がふえております。それは何な

のかなということで、いろいろ分析というか、帰っ

てきてから皆さんとも話をしておりますけれども、

結果的には、そこのまちに住んでもらうというよう

な積極的なアプローチがすごく強い。結果的には、

上富良野町も移住フェアとか、そういったところに

も当然のことながら行って、移住者を募集をしてお

りますけれども、そこの島根県の二つのまちも、移

住してもらえるような状況をつくるために、少しで

も興味がわいた方には、積極的というか、もうスッ

ポンのような形で、食いついたら離さない、何とし

てでも我がまちに来てもらいたい、そういう姿勢が

見受けられたのです。ですから、私どものまちもそ

れに近いような形の動きをすべきでないのかなとい

う気もしますけれども、どうでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の、定住・

移住に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 移住者を呼び込むための手法といたしまして、さ

まざまなＰＲ、あるいはまちのそういう誘導策を用

いて移住者を確保しようという考えについては、私

も十分理解をするところでございます。 

 しかしながら、私の考えといたしましては、やは

り移住者を確保することに主眼を置いてしまうこと

は、ずっとそのまちで根づいていただいて、まちを

支えてくれておられる皆さん方に対して、まず今ま

での私の実感で申し上げますと、せっかく学校を終

えられて、このまちの将来の担い手になるべく人材

が町外に出ていくというような状況をまず防ぐこと

が、私の考えの優先度は高いものというふうな考え

を常に持っておりまして、そういった環境整備をま

ずしっかりとして、定住をしていただけるような環

境を整えることが、移住者を求めることより、私は

優先するというふうに考えておりまして、定住・移

住ということで、あえて定義させていただいている

ところでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 定住・移住について質問項

目を上げさせていただいたときに、移住と定住、ど

ちらに主体を置くのですかということでの話をさせ

ていただいたつもりでおります。今、町長からの答

弁を聞きますと、両方うまくいけば一番いいのだと

思いますけれども、定住者がきちっとこのまちに住

んでくれるということになれば、それは移住につな

がるということでの答弁ですから、どちらかといえ

ば移住より定住に力を入れていくというような解釈

を私は受けましたけれども、どうなのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） そのような解釈で私の述べ

ていることに対する理解としていただいてよろしい

かと思います。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 
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○１２番（中瀬実君） 全てのことが両方うまくい

くということは非常に難しいことだと思っていま

す。両方うまくいけば、移住も定住も両方ともいけ

ば、それは一番いいことなのでしょうけれども、ま

ずいろいろな、どこのまちも人口減少問題を抱えて

いる中で、私どものまちにたくさんの人が移住をし

てくるということに対しては、非常に難しいことだ

と思っています。そのことに大きなお金をかけるの

が本当にいいのかどうか、それから、今までやって

きたまちの政策をきちっと実行するのがいいのかと

いうことになったときの判断が、今の町長の判断だ

と思いますけれども、基本的には、そういった政策

は、全く片方は切り離すということでなくて、それ

は継続はしていくのだけれども、移住にもある程度

は政策的には取り組んでいかなければならないとい

うことは間違いないと思いますけれども、先ほども

申し上げましたけれども、研修先の邑南町、飯南町

につきましては、本当にここら辺のまちと比べたら

条件的に非常にいいところでも何でもないのです。

そういったところでさえ、そうやって人を集めるこ

とができたのは、やはり前に町長と話したことがあ

りますけれども、上富良野町は過疎債が使えないけ

れども、そういった二つのまちは過疎債を使いなが

ら、いろいろな施設とかいろいろなところにお金を

使いながらやっているという部分の利点もあるわけ

ですけれども、上富良野町はそういうものがないだ

けに、移住者を受け入れるための方策がなかなか手

詰まり状態だということだと思いますけれども、今

現在のスタッフの中で、移住者に対するところのケ

ア、対応というのはどの辺まで対応できる状態に

なっているのかということをちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 現在、当町に対しまして、移住に関心を示されて

おります方に対する対応というのは、私といたしま

しては、非常に丁寧に現在対応できているというふ

うに思っております。対応するマンパワーが不足し

ているというふうにも感じておりませんし、結構対

応させていただいた先方も、非常に好感度を持って

いただいているというお話も伺っておりまして、現

在の対応で何か御不自由や御不便をおかけしている

状況にはないかというふうに理解をしているところ

でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 移住に関係して、毎年移住

フェアというのですか、本州のほうに上富良野町も

参加をして行っておりますけれども、この辺のとこ

ろが、毎年、多分同じような場所に行っていると思

いますし、例えば、そのときに行くスタッフも大体

同じような顔ぶれというか、そういう人が行ってい

ると思いますけれども、もうちょっと人選という

か、もうちょっと考えというか、今まで上富良野町

に来て、住んでいただいて、移住されている方々

の、そういった人たちの意向とか、そういった人た

ちがたまに行くとか、そういった方法は考えてはい

ないのでしょうか、もし行くときに。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきますが、移住・定住フェアへ

の参加につきましては、私どもの事務局職員は、と

きどきの事務局が対応させていただいております

が、一緒に定住・移住推進協議会のメンバーにつき

ましては、都度、新たな方に極力行っていただくよ

うな対応をしているところでございます。また、そ

こから得られる情報、あるいは、私どもが提供する

情報についても、その都度、その状況、あるいは開

催地に合うような情報提供や準備をしながら対応し

ているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） いろいろとこれからも頑

張っていただきたいと思いますけれども、同じこと

を繰り返して申しわけありませんけれども、この上

富良野町は、環境的にも地理的にも、それからいろ

いろな条件を見ても、決してほかのまちと比べて劣

るとは思っておりません。それをいかに今後、この

まちに興味を持ってもらえるかということを発信で

きるかできないかということに尽きるのだと思いま

す。違うのは、やっぱり上富良野町に住んでもらい

たいという、その思い、情熱、その情熱があるかな

いか、それがいわゆる今後、移住、来る人の胸に突

き刺さるかどうか、そこら辺にかかっているのだと

思います。対応は確かにしてくれていると思いま

す。ただ、その対応の仕方も、いわゆる社交的な、

いわゆるマニュアル的に対応しているのではなく、

やっぱり心に響くような、上富良野町に本当に来て

ほしいのだなというような感じの対応を心掛けてい

ただきたいと思いますが、その辺のところ、今後も

きちっとやっていただけるでしょうか、町長に確認

をしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の、定住・

移住に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 議員からただいま御発言ありましたように、やは

りこの上富良野、特に富良野圏域というのは、移住

に関心を持っておられる方には非常に魅力的な地域
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だということは、これは紛れもない事実だというふ

うに思います。そういう中で、実際、移住に結びつ

けるような働きかけ、アプローチをどのようにする

かということがさらに強く求められていると、それ

も感じているところでございます。 

 一方で、ぜひ御理解いただきたいと思いますが、

やはりここに既に住んでおられる方が、特に認識の

違いは多少あろうかと思いますが、やはりどちらか

といいますと、移住者について見させていただきま

すと、やはりまちの根っこを支える将来の生産階層

につながるような方というところは非常に薄いのか

なと。確かに人口確保という意味においては大いに

貢献をしていただいておりますが、やはり長く上富

良野がしっかりと活力を維持するためのことを私と

してはやはり優先するべきだということが根っこに

あるものですから、移住者を求めることに対しまし

ては、取り組みは一生懸命してまいりますが、やは

り多少の温度差がある中でまちづくりをするという

ことは避けられないのかなということで、御理解を

いただきたいと思いますが、いずれにいたしまして

も、移住促進を図ることも非常に大きな政策課題で

ございますので、これからも精一杯取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬実君） 最後のほうの関係でちょっ

とお伺いしたいのは、仕事の関係ですけれども、い

わゆる移住者などは特に、仕事がなければここに住

むということは不可能になってきますし、仕事はど

このまちも、こういう小さなまちというのは、当然

のことながら雇用がないということで、苦慮してい

るわけですけれども、現実に今住んでいる方も、子

供たちがここにいて就職できないということもあり

ますから、もしこのまちに就職先があれば、当然の

ことながらほかのまちに行って仕事をしなくてもい

いわけですから、それが一番のこのまちの課題だと

思っておりますけれども、それが無理だとすれば、

その中で、今できること、今対応できること、この

まちで仕事は、こういう仕事であれば何とか紹介で

きるなとか、こういう仕事についてはどうなのかな

ということをリストアップして、これから、例えば

自衛官の方でも退職される方もいますでしょうし、

そういった方々が上富良野町の中で仕事を探せるよ

うな、そういう仕組みづくりというのは、今後、考

えておられるのでしょうか、そこら辺のころ、お願

いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 非常に重要な課題でございます。仕事があるとい

うこと、非常に定住・移住を大きく左右するだけの

部分でございますが、仕事の確保につきましては、

現在、仕事そのものの求人は非常に多い状態にござ

います。しかしながら、ミスマッチと申しましょう

か、なかなか自分の思いと働き先が合わないという

実態も相当深刻でございまして、さらにきめ細やか

な仕事に対する情報提供を既にさせていただいてお

りますが、そういったことはさらにきめ細かにする

必要があるというふうに考えております。 

 それと、一方で、特に移住者を意識した場合に、

非常に最近の移住者の傾向としては、上富良野に、

あるいは富良野地方に移住をされて、ここの特徴を

生かして、新たに起業する、商売を始めるという意

向を持って来られる方が非常に最近ふえておりま

す。ですから、そういう方々の背中を押してあげら

れるような仕組みづくり、これは私、非常にこれか

ら考えていく必要があるのかなと。そして、まちが

そういった情報をどんどん提供できるような仕組み

も積極的にする必要があるのではないかと、そんな

ふうに考えているところでございますので、今後、

総括をした中で、さらに精度を高めていきたいと考

えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１２番中瀬実君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、９番荒生博一君の質問を許します。 

○９番（荒生博一君） 私は、さきに通告しており

ます２項目８点について、町長の所信をお伺いいた

します。 

 まず１項目め、十勝岳ジオパーク構想の取り組み

について。 

 十勝岳ジオパーク構想は、昨年度、日本ジオパー

クネットワークへの加盟認定申請を行ったが、認定

を見送られた。まちのホームページで公開されてい

る審査員の報告では、防災や教育などの取り組みは

進んでいるが、協議会や事務局の運営体制、ツアー

やガイドなどの実績の不足、地域の盛り上がりの不

足などが指摘された。平成３０年度は認定申請を

行っていないが、今後の取り組みについて、町長に

お考えをお伺いいたします。 

 まず１点目、体制強化について。 

 協議会や事務局の体制強化について、今後、美瑛

町とどのように検討を進めていくのか。 

 ２点目、ジオツーリズムの実践について。 

 ジオパークストーリーの構築とツアーの実践、ガ

イドの養成を指摘されたが、今年度はどのようなこ

とを実践していくのか。 

 ３点目、専門員の雇用について。 
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 地域おこし協力隊員として採用した２名の残りの

任期があと１年となった。活動の推進に必要不可欠

な専門員の今後の雇用についての考えは。 

 ４点目、拠点施設と解説板について。 

 報告書では、美瑛町の美宙が拠点施設として位置

づけられているが、上富良野町内に拠点施設を整備

する考えはあるのか。 

 ５点目、日本ジオパークネットワークへの加盟認

定申請について、次の加盟認定申請時期をいつごろ

と考えているのか、確認させていただきます。 

 続きまして、２項目め、生活灯の維持管理につい

てお伺いいたします。 

 平成２３年度より３カ年計画で、環境対策促進事

業として、地球温暖化対策実施計画及び地域省エ

ネ、新エネビジョンに基づく住宅改修等及び生活灯

ＬＥＤ化の補助を実施した。まちでは３年間で８１

８基の省エネ型生活灯の新設、改修の工事費の９割

補助を行い、町民及び町内会に対し、電気料負担軽

減に寄与した。これはとてもすばらしい実績と評価

いたします。 

 しかしながら、技術的な要因で、当時対応できな

かった大型の街灯を使用している本通商店街など

は、ＬＥＤ化施策として取り残されている現状があ

る。 

 生活灯には第１種生活灯と第２種生活灯がある

が、今回は商業の振興に寄与し、交通安全、防犯

等、公共性が高く、まち並み景観に配慮された第１

種生活灯についての現状をお伺いいたします。 

 １点目、現在、第１種生活灯は何灯あり、維持管

理はどのように行われているのか。 

 ２点目、生活灯のＬＥＤ化の促進について、今後

の取り組みをどのように行っていくのか。 

 ３点目、生活灯のＬＥＤ化は、初期の投資はかか

るが、長寿命、省エネと、ＣＯ２削減に貢献すると

ともに、将来的には生活灯電気料の町補助金と町内

会負担が大幅に削減される。現在、ＬＥＤ化未着手

の生活灯に関して、新たな助成の考えがおありなの

か、確認させていただきます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の２項目につ

いての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの十勝岳ジオパーク構想の取り組

みに関する５点の御質問にお答えいたします。 

 十勝岳ジオパーク推進協議会においては、本年４

月１７日に定例総会を開催し、本年度の活動計画を

決定したところであります。この中で、昨年度の認

定見送りに当たり、指摘された事項について、改め

て丁寧に検証を行い、申請内容に見合う活動への再

構築を進め、再申請を目指して取り組んでいくこと

が確認されましたことから、この方針に基づき、現

在、諸活動を展開しているところであります。 

 まず、１点目の御質問にあります協議会や事務局

の体制強化についてでありますが、本年度中には次

年度以降の体制について決定する必要があり、来年

度予算の編成時期を目途に、望ましい体制のあり方

について、協議会を中心に、美瑛町とともに具体的

な協議を進めてまいります。 

 次に、２点目のジオツーリズムの実践についてで

ありますが、本年度の事業計画におきましても、ジ

オツーリズムの推進を掲げており、サポーター養成

講座及びガイド養成講座を開催し、サポーター及び

ガイドの養成を通じ、ジオツーリズムの基盤を充実

してまいります。 

 現在のところ、サポーターに認定された方は５

名、サポーター養成講座を受講中の方が３０余名お

られ、これらの方々が地域発信のジオツアーをつく

り上げてくれるものと、大いに期待をしているとこ

ろであり、さらに、この秋には、ジオツーリズムを

経済的な活動にもつながるよう、モニターツアーの

開催を予定しているところであります。 

 次に、３点目のジオパーク専門員の雇用について

でありますが、現在配置しております専門員２名に

つきましては、地域おこし協力隊として採用してお

り、本年度末をもってその任期が満了を迎えること

となりますが、ジオパークの取り組みを継続するに

は、専門員の配置は必須条件と考えておりますこと

から、引き続き専門員を雇用できるよう対応を図り

たいと考えております。また、任用、雇用形態に当

たっては、推進協議会としての考え方もあわせ検討

を行い、条件、待遇を示した上でとり進めたいと考

えているところであり、私といたしましては、専門

員の必要性を強く感じていることを御理解賜りたい

と存じます。 

 次に、４点目のジオパークの拠点施設の整備につ

いてでありますが、町内においては、郷土館、開拓

記念館、凌雲閣別館上富山荘、上富良野駅案内所の

４カ所を、学習施設、観光情報発信施設として位置

づけしており、既に郷土館、上富山荘においては、

十勝岳ジオパーク構想に関する常設展示を実施し、

他の箇所においても順次整備を図る予定となってお

ります。 

 一方、拠点となる施設整備につきましては、第６

次総合計画に位置づけを予定している複合型拠点施

設の中にその機能を持たせることができればと考え

ているところであります。 

 また、解説板につきましては、白銀荘と凌雲閣の

登山口に設置をしておりますが、本年度におきまし
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ても、草分地区にあります爆発記念公園記念碑及び

北町１丁目の道道吹上上富良野線沿いにあります地

層標本の２カ所に設置する予定となっております。 

 最後に、５点目の再申請の時期についてでありま

すが、まず、昨年、日本ジオパーク委員会から指摘

された事項をクリアした上で、できるだけ早い時期

に申請を行いたいと考えており、来年度の申請を目

指して積極的に取り組むよう進めてまいりますが、

再申請に向けましては、指摘事項をクリアするのみ

でなく、一層の内容の深化や充実が求められるた

め、取り組みの進捗状況や改善成果を総合的に評価

した上で判断するべきであると考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの生活灯の維持管理に関する３点

の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の第１種生活灯についてであります

が、道道吹上上富良野線、道道上富良野旭中線及び

町内商店街に１０４灯設置されております。設置に

つきましては、道路管理者が設置しているところで

あります。 

 また、灯部の維持管理につきましては、上部電灯

は道路照明として道路管理者である北海道または町

が、下部の歩道側を照らす部分は生活灯として、そ

れぞれ町内会が維持管理を行っているところであり

ます。 

 生活灯の維持管理に対するまちの補助制度につき

ましては、電気料金について、第１種生活灯が７

割、第２種生活灯は５割の助成を行っているところ

であります。また、新設、修理、改修または移設に

係る費用につきましては５割の助成を行っていると

ころでありますが、これは主に第２種生活灯を念頭

に置いた制度となっております。なお、ランプが切

れた場合の交換につきましては、いずれも町内会等

の維持管理組織において対応いただいているところ

であります。 

 次に、２点目のＬＥＤ化の促進と、３点目の新た

な助成について、一括してお答えさせていただきま

す。 

 平成２３年度から２５年度まで、環境対策促進事

業として、地球温暖化対策実行計画、地域省エネル

ギー及び新エネルギービジョンに基づき、契約ワッ

ト数が１００ワット以下の水銀灯に対して、新設及

び改修費用の９割の助成を実施し、ＬＥＤ化を進め

てきたところでありますが、第１種生活灯について

は、多くが１００ワット以上の電灯であり、１０４

灯のうち、ＬＥＤ化となったのは１００ワット以下

の水銀灯７灯のみとなっております。 

 近年、１００ワット以上のＬＥＤ街路灯の技術開

発が進み、デザインを変えることなく、水銀灯及び

ナトリウム灯と交換できるＬＥＤランプが発売され

ましたことから、ＬＥＤ灯への変更が容易となって

きた状況にあります。 

 このようなことから、まちといたしましては、１

００ワットを超える第１種生活灯のＬＥＤ化につき

ましては、商店街のまち並みとしての美観、景観を

つくるデザイン灯としての機能も持ち合わせており

ますことから、明かりの色も統一することが望まし

いものと考えられ、ＬＥＤ化につきましては、現状

の維持管理コストと、ＬＥＤへの取りかえ経費や維

持管理コスト等の比較検討を行うとともに、町内会

等の意向も伺いながら、今後の対応について検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） まず１項目め、十勝岳ジオ

パーク構想の取り組みについての１点目、体制強化

について再質問させていただきます。 

 現在、美瑛町では、もともと総務課にあったジオ

パーク推進情報戦略室というのが、この４月から、

経済文化振興課の中にその協議会そのものが入り込

み、現在、独立したものでなくなっているというこ

とをお聞きしております。 

 そのような中、当町では、現在もジオパーク推進

室長の佐藤室長を初め２人の専門員を抱え、しっか

りと活動推進に努めている現状にある中、どうも美

瑛町とのこのような体制のあり方についても温度差

が、現状、起こっているというのを感じてやみませ

ん。本当にこの体制強化については、今回のＪＧＮ

の審査結果の中において、一番重要視される大事な

一つの、要はまとまりがないという判断を下された

ということにおいては、まず一体感がある活動を両

町で行っているというためのアピールとしても、協

議会事務局の一本化というのが必ず必要不可欠であ

ると思いますが、４月に行われた定例総会以後、

２カ月経過していますが、その協議会自体の一本化

のイメージ、もしくはそれに進むような計画という

ものの進捗状況を確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の、ジオパー

クに関します御質問にお答えさせていただきます

が、４月の総会以降、または４月以降の美瑛町のジ

オパークの事務局を担う部分の位置づけについて

は、議員から御発言のあったとおりでございます。

それをどのようにとらえるかというのは、これはな

かなか難しい判断でございますが、上富良野町のス

タンスといたしましては、やはりしっかりと地域の

方々に見える形で事務局というのは持つべきであろ
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うということで、上富良野は従来の形を継承してい

るところでございます。 

 現在、具体的に指摘をいただきましたことに対応

する事務局体制をどう構築していくかということに

ついて、事務局レベルで具体的に検討を進めている

状況ではないと思います。非常にそれぞれのまちの

思惑が直接ぶつかるという表現はよくないですけれ

ども、直接絡み合う部分がありますので、恐らく私

どものレベルでの協議になろうかと思いますが、私

といたしましては、一つは協議会という組織論議、

一つは上富良野町と美瑛町という自治体同士の協議

と申しましょうか思いのすり合わせ、それらをやっ

ぱり行っていかなければならないというふうに考え

ておりまして、今、事務局として、こういうふうに

構築したいという考えまでには協議は進んでいない

実態にございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） それでは、ただいまの御答

弁のとおり、この協議会の体制のあり方について

は、多分、もう事務方レベルとかということではな

く、美瑛町の町長と向山町長で、しっかりと今後の

あり方について協議をし、昨年の御答弁では、来年

の認定申請を目指されたいということでしたので、

もう来年までは本当に猶予がありません。早期にこ

の問題を解決すべく、美瑛町長と協議会のあり方に

ついて検討いただき、一本化を図っていただければ

と思います。 

 続きまして、２点目のジオツーリズムの実践につ

いてですが、町長の御答弁では、この秋、ジオツー

リズムの経済的な活動にもつながるよう、モニター

ツアーの開催を予定していると。この経済的な活動

を持つモニターツアーの具体的なイメージというの

を確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ジオツーリズムの経済的なことにつながるという

ことでございますが、本来、ジオパーク構想という

のは、地域の活性化につながるということが非常に

大きな柱でございまして、こういったジオツーリズ

ム活動が地域の活性化に資するようなことにつない

でいかなければなりません。そういった意味で、こ

としのモニターツアーが、それがきっかけとなっ

て、なりわいとしてジオツアーが発展していくよう

な、そういうきっかけづくりをモニターツアーでぜ

ひ足掛かりをつけたいということで、具体的な中身

についてはまだ詰まっておらないようですが、そう

いう思いを持って取り組もうとしていることでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） それでは、この秋というこ

とで、まだ開催が先ですので、例えば美瑛町と上富

良野町、両町のジオサイトを見て、それに伴う観

光、バス、それからガイド、また、参加人員等々

は、多分、道内対象者になるのか、道外からという

考えもおありかと思いますが、具体的な計画、案が

できました時点で、総務産建常任委員会のほうにで

も絵を示していただければ、情報は共有させていた

だけるものと考えておりますので、わかった時点で

こちらのほうにお示しいただければと思います。 

 続きまして、３点目のジオパーク専門員の雇用に

ついて確認をさせていただきます。 

 今年度末で任期を満了する２名の今後の雇用につ

いてということで、先ほど町長の御答弁では、専門

員の重要性、必要性ということで、今後も協議会で

採用を行うのか、また、雇用のあり方について、細

部を検討していきたいということで御答弁をいただ

きましたが、今の任意団体、ジオパーク推進協議会

ということでの任用というのは、当然、任意団体で

すので、確定申告のときに浜田町長の名前というわ

けにはいかないですから、無理だとして、今後、協

議をしていく中で、例えば民間に、要は協議会とい

う設置を両町で委託をして、そこで専門員を雇用す

るという考えも、必要性に応じて考えられると思う

のですが、また、それと同時に、上富良野町ではや

はり２人の専門員を町職員として、さらに認定申請

を目指す期間、もちろん認定がなされた後もしっか

りと専門員としての役割を果たしていただくなどな

ど、考えようは多々あるのですが、現在、２町で協

議されている２人の専門員の雇用に関して、最新の

情報というのがありましたらお聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の、ジオパー

クに関します御質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま専門員の考え方につきましては、私は事

務局体制と非常に密接にかかわりがあるというふう

に理解をしているところでございます。私といたし

ましては、前段申し上げましたように、やはり専門

員の配置されていない協議会というのはまずあり得

ないというぐらいに重要視しております。ただ、ど

ういう形で専門員を配置するかということにつきま

しては、協議会の組織の中の専門員ということには

ならないと思います。当然、事務局の中での位置づ

けということが望ましいものというふうに思ってお

りますが、先ほど申し上げました事務局の仕組みを

どうするかということと関連してまいります。これ

は、果たしてそうなるかは別として、予断を持って
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申し上げるのはよろしくないかもしれませんが、例

えば方法として、上富良野町の職員と美瑛町の職員

が出向という形で事務局を形成して、その中に専門

員が配置されるということは形としては想定できる

のかなと。そういうような位置づけで専門員という

ものを配置をしたいというのが私の思いでございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） では、２人の専門員も、３

年経過し、この認定申請においては必要不可欠な人

員でありますので、今後の処遇に関しても、ぜひ協

議会として検討を行い、２人が次の申請に向けて

しっかりと体制が整うような御配慮をいただければ

と思います。 

 続きまして、４点目のジオパーク拠点施設の整備

に関しての質問ですが、御答弁で、６次総の位置づ

けを予定している複合型拠点施設の中にその機能を

持たせるということでの御答弁でしたが、どのよう

なものをイメージされているのか、確認させていた

だきます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 どのような性格を持ったものかという点で申し上

げますと、私といたしましては、やはりそれぞれ美

瑛町、上富良野町、両町にまたがっておりますこと

から、それぞれの地域に応じて、それぞれの情報

を、もちろん共通する部分はありますが、それぞれ

の地域にふさわしい情報発信の拠点というものはや

はり構えなければならないと。現在は事務局も含め

まして役場の中に置いておりますが、情報発信をす

る場所としては４カ所がそういう役割を担っており

ますけれども、やはり永続的に情報発信なり、ある

いは上富良野が担うべき事務局的な仕事も恐らくあ

るでしょうから、そういった拠点、なるべくそうい

う拠点としてふさわしいのが複合的な機能を持った

ところで情報発信をする、あるいは事務局的な仕事

もする、ことによっては専門員の活躍する場所で

あってもよろしいですし、あるいは、先ほど話題に

出ましたジオツーリズム等の企画業務を行うような

民間が担うような機能もそこにあわせ持つことも可

能でしょうし、そういったことをイメージをしてい

るところでございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 今の御答弁ですと、要は包

括的な機能を有するものを拠点施設内にイメージさ

れているということの理解でよろしいですね。 

 それでは、５点目の再申請の時期についてです。

現在、両町と２町で協議を進めていく中で、指摘さ

れた課題解決が着実になされていると思いますが、

昨年の御答弁の来年の申請ということに、現段階で

間に合いそうですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の、ジオパー

クに関します御質問にお答えさせていただきます。 

 私としては、来年の申請に向けて進めるというこ

とに一つも変化はございません。 

 昨年、認定見送りのときに指摘されました指摘事

項については、私としてはそんなに高いハードルだ

と思っておりません。今、議論させていただきまし

た事務局の体制だとか、あるいは、一方では、例え

ばジオツーリズムだとかジオツアーや何かについて

は、計画、あるいはそういう予定、そういう思いと

いうことを羅列した申請になっておりまして、ＪＧ

Ｎのほうでは、形としてまだ足跡がないということ

が非常に不安だということも指摘されておりますの

で、この１年を通じてそういうことの足跡をつけ

て、さらに事務局体制がしっかりと思いにかなうよ

うな体制が構築できれば、再申請そのもののハード

ルは高いものでないと。要するにしっかりと素地を

築けるかどうかだというふうに思っておりますの

で、再申請は来年にしたいという思いは持ち続けて

いるところでございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） この３年間、専門員、ま

た、かかわりのある町長も初め室長その他でしっか

りとした普及活動、それから啓蒙活動が根づき、う

れしいことに、お話を聞きますと、ことし、上小の

ＰＴＡの方から出前講座の要請があったということ

で、その中身自体もまだわからなかった３年前より

も、確実に、少しずつですが、進捗しているという

経過は報告を受けていますので、認定が全てではな

いと思います。この３年間で行ってきた活動内容、

それから、こういった普及活動に関しては、決して

無駄なものはなかったということで私も確信してお

りますので、来年の申請に向けて最大限努力してい

ただく中で、もし間に合わないようなことがあれ

ば、またさらに再来年ということで、このジオパー

ク活動の推進に向けてしっかりと一つ一つ、美瑛町

と足並みをそろえて活動を行っていただければと思

います。 

 次に、２項目めのＬＥＤに関してですけれども、

こちらの私の質問にも書かせていただきましたが、

平成２３年から３年間、すばらしい施策を講じ、生

活灯、１００ワット以下のものがほぼ九十数％とい

うことでＬＥＤ化されたということはすばらしい実

績と評価します。 

 しかしながら、時代は流れ、５年経過した中で、
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やっと技術的なレベルで、近年、こういった１００

ワット、現在の本通等のワット数は１９０から２０

０ワット近いものだと想定しておりますが、もとも

との灯具で、要はグローブの部分、それから、ＬＥ

Ｄそのものの交換で、大体五、六万円ぐらいででき

るということはヒアリングをしております。取り残

された１０４基の中で７基、１００ワット以内とい

うことで工事をやられたということで、現在、再来

年ですか、道道吹上上富良野線、これが駅の線路か

らセブンイレブンまでの間、拡幅工事がなされ、ま

た、それに伴い、同時に街灯等も整備させる、もち

ろん整備されるというイメージで考えております。

現在、町長の持ち合わせている道との協議において

は、旧国道と言われる、いわゆる２９１の本通商店

街も含めて、道路を照らす側は道の管轄で、いわゆ

る生活灯と言われる歩道側は町内会負担ということ

で、それも理解している中で、電気料の補助という

のは、第１種で７０％、それから、第２種で５０％

ということで、手厚い補助を講じているのもわかり

ます。そんな中で、残された大きな１００ワット以

上の街路灯、そろそろやはり再来年の道道の拡幅整

備もあわせまして、この一、二年で検討してみてい

ただけないかというお願いですが、その御答弁をお

願いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の、第１種生

活灯に関します整備についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 街路灯がまち並みの美しさ、あるいは景観をつく

る非常に大きな役割を持っている実態にございま

す。そういう中で、当然、ＬＥＤ化が容易にできる

ような状況になりました。そういう状況を踏まえ

て、さらにナトリウム灯、あるいは水銀灯の寿命が

余り長くないという状況がございますので、今後、

それぞれ管理をされております北海道の部分、ある

いはまちの部分、あるいは地先の町内会の皆さん

方、それぞれの思いをまず共有させて、私として

は、ＬＥＤ化をしていくことについては何のためら

いも持っておりません。どういう状況づくりをし

て、どういう制度設計をして変えていくかというこ

とに、むしろこれからはシフトしていくべきかなと

いうタイミングをはかっておりますけれども、いず

れにいたしましても、やはり美観とか景観を考えま

すと、ちぐはぐな交換というのは余りよろしくない

のではないかなということで、これからそれぞれ町

内会の皆さん方、あるいは管理しております北海道

も参加していただいて、意向や、あるいは考え方を

伺った中で、ＬＥＤ化を目指すことはほぼ目指して

いかなければなりませんので、どうやって目指すか

について具体的に検討させていただきたいと思って

おります。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ポジティブな御答弁、あり

がとうございます。 

 現在、町内会負担と言われる街路灯の水銀灯です

とかナトリウム灯の球切れの交換、これも大きなも

ので１基２万円から３万円かかるということも聞い

ています。そんな中、受益者がどんどんどんどん

減ってきており、例を上げますと、私の住んでいる

錦町南町内会は、昔は５０軒以上、町内会加入者が

おりましたが、今はもう３０です。私の住んでいる

アパートも８軒入れるのですが、残念ながら町内会

加入者は私だけです。周りの生活灯は、２３年から

３年間の計画で施しを行っていただき、子供たちも

安心して夜間歩くことができるぐらい、私の住まい

の周辺も環境は整っています。今後におかれまして

は、やはり本通は、英語で言うとメインストリート

です。路線バス、ラベンダー号も通ります。また、

行き交う富良野からの交通、それから、美瑛からの

交通もあります。そんな中、街灯というのはまちの

力を示すというものの目安にもなると考えておりま

す。今後、町民が安心・安全に生活できるよう、明

かりということでは防犯の面でもいろいろな面でも

必要な策と考えておりますので、その中でも極力受

益者に負担がなきよう、公平に、２３年から３年間

の施策同様、９割までとは申し上げませんが、それ

に近いような施しがなされるよう、最後、町長の御

答弁、確認をさせてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の、街路灯に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、議員から御発言ございましたように、特に

メインストリートのようなところに設置しておりま

す街路灯、街灯につきましては、町民の皆さん方の

みならず、ほかからおいでの皆さん方にまず第一印

象を強く与える、非常に重要なツールでございま

す。そういったことを考えますと、やはり防犯上も

もちろん大事なことは申し上げるまでもございませ

んが、そういったことを総合的に考えると、やはり

しっかりと美観も備えたものであるべきだというふ

うに考えております。 

 一方、通常の維持管理につきまして、それぞれ地

元の町内会の皆さん方が戸数が減る中で御苦労され

ている実態もよくわかります。そういったことを

しっかりと検証させていただき、また、先ほど申し

上げましたように、それぞれの地元の御意向も伺い

ながら、どのような形でＬＥＤ化、さらには負担軽

減化を図っていくべきかということについて、しっ
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かりと検討させていただきたいと思いますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、９番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番米沢義英君の質問を許します。 

○１１番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ

りました点について、町長に質問いたします。 

 まず、第１点目は、介護マークの普及についてで

あります。 

 国及び北海道においては、認知症の方などの介護

者が介護中であることを周囲に理解してもらうため

の介護マークの普及を推進しているという状況があ

ります。平成２９年度においては、道内で３５市町

村が介護マークの普及を推進している状況でありま

す。 

 上富良野町では介護マークの普及と推進がまだ十

分周知されていないという状況であると思います

が、今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、町立病院の運営についてお伺いいたしま

す。 

 平成２８年４月に消防法施行令が改正されまし

た。病院にはスプリンクラーの設置が義務づけられ

るという状況であります。現在、スプリンクラー未

設置の病院については、平成３７年６月３０日まで

の経過措置が設けられました。以前にもこの問題点

について質問しましたところ、町長は、６次総合計

画の中で取り組みたいというような答弁であり、必

ずしも明確な答弁は得られませんでした。まちとし

て、今後、スプリンクラーの設置を目指すのか、あ

るいは病院建設を、改築を目指すのか、明確な答弁

を求めます。 

 次に、地域医療構想についてお伺いいたします。 

 今、国は社会保障費の削減を目指し、医療、介護

の一体的な見直しによる医療改革を自治体に求めて

きています。医療機関の機能別で見れば、高度急性

期、急性期回復期、慢性期などの病床のあり方を明

確にせよと、病床の削減を迫っているというのが実

情であります。富良野圏域においては、全体として

２３床多いとされております。 

 現在、町立病院においては、救急医療の受け入

れ、介護型の老人保健施設、一般診療など、地域住

民の重要な医療機関としての役割を担っているとい

う状況があります。今後、医師確保など、医療全体

の充実が求められることはあっても、病床等の削減

など、医療の後退はあり得ないと考えますが、次の

点について町長の見解を求めます。 

 １番目には、住民の高齢化に伴い、医療と介護の

連携を図ることが重要になってきていると考えま

す。まちでは町立病院を取り巻く状況のまとめを策

定し、町立病院の今後の方向性もこの中に一定程度

示されていると思います。町長は、この各項目にど

のような認識をお持ちなのか、また、同時に今後の

方向性を、町立病院のあり方そのものをどうするの

か、この点を早急に示すべきだと考えますが、答弁

を求めます。 

 ２番目には、町民の健康を守る立場から、当然、

医師の確保が当然必要であります。また同時に、機

械的な医療の再編成をやめるよう、国に求めるべき

だというふうに考えています。当然、町立病院にお

いて、一般病棟等がなくなれば、入院が必要な人た

ちの医療難民を出すことも考えられますから、そう

いった点では、きちっと実情にあった医療のあり

方、これを国、道に、機械的に中止、削減ではなく

て、まちとしては町の実態を訴えるべきだと考えま

すが、この点について見解を求めます。 

 次に、ラベンダーハイツの運営についてお伺いい

たします。 

 介護施設の運営には、当然、介護職員が絶対欠か

せません。現在、ラベンダーハイツにおいては、介

護職員の確保ができないという状況にあります。一

般の職員で交代で支援を行うという状況にありま

す。当然、入所者へのサービスの提供に支障が出て

きているという状況も一部で聞かれます。今後、入

所者や介護者が安心して、不安のないような介護

サービスが受けられるような体制づくりというのは

当然必要だと思いますが、その考え方等についてお

伺いいたします。 

 一つ目には、介護職員が確保できない現状の把握

及び職員が確保できない中での入所者への介護サー

ビス提供にどのような支障が出てきているのか、実

情についてお伺いいたします。 

 二つ目には、介護職員が離職する背景には多くの

要因があると考えますが、その中には、当然、共通

しているのは、給与の改善が不十分という状況があ

り、また同時に、正職員への採用なども当然必要だ

というふうに考えておりますが、こういった改善が

当然必要だと思います。また、同時に、施設長など

の給与をまちで持つなどの抜本的な対策が必要かと

いうふうに思いますが、今後の対応等について伺い

ます。 

 三つ目には、介護報酬等の引き下げなどの社会的

要因で赤字経営になっている要因もあると考えます

が、こういうものも含めて、今後の改善計画、どの

ようにされるのかお伺いいたします。 

 ４番目には、一般職員の派遣のめどはいつまでな

のか、当然、業務に支障があってはならないという

ふうに考えておりますので、いろいろと聞きました

ら、それなりに職員の方は頑張って派遣に応じられ
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ておりますが、しかし、実態はかなり厳しい実態も

こちらのほうに聞こえてきますので、こういうもの

も含めて抜本的な改善が必要だと思いますが、町長

の明確な答弁を求めます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の４項目に

ついての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの介護マークの普及に関する御質

問にお答えいたします。 

 議員御質問の介護マークは、静岡県において、地

域で高齢者を支えるため、介護する方が介護中に表

示することで、周囲から偏見や誤解を招くことがな

いよう、先進的な取り組みとしてスタートしたもの

であります。全国的に普及を図るために、平成２３

年１２月に要望書が提出されたことから、厚生労働

省がその普及に向けて、全国の市町村に対して通知

がなされたところであります。 

 北海道における介護マークの普及状況につきまし

ては、平成２９年４月には３５市町が取り組んでお

り、平成３０年度においては新たに１１市町村が取

り組みを検討しているところであります。 

 本町におきましても、これまで介護にかかわる関

係機関と情報や認識は共有しているところでありま

すが、現在、その必要性について、情報交換する中

で特に意見が出されなかったことから、具体的な取

り組みには至っていないところであります。 

 しかしながら、介護マークは介護を必要とする方

と介護をする方が周囲に理解をしていただくための

表示マークとなることから、広く町民の皆様に御理

解いただけるよう、広報誌、まちのホームページへ

の掲載のほか、民生児童委員協議会を初め関係団

体、機関の御協力を得て、普及啓発に努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、２項目めの町立病院の運営に関する御質問

にお答えいたします。 

 町立病院につきましては、昭和５５年３月に現病

院が開院し、約３８年が経過したところでありま

す。 

 議員御発言のように、平成２５年に福岡市の有床

診療所の火災で多くの死傷者が発生したことによ

り、平成２８年に消防法施行令等が改正され、避難

のために患者の介護が必要な有床診療所、病院につ

いては、原則として、延べ床面積にかかわらずスプ

リンクラー設備等の設置が義務づけられ、その設置

期限につきましては、現在の建物や新築中のものは

平成３７年６月３０日までの経過措置が設けられた

ところであります。 

 御質問のスプリンクラー設置の方法につきまして

は、前段、金子議員の御質問にもお答えさせていた

だきましたように、第６次総合計画期間中での事業

として位置づけ、具体的施策、事業としての方向づ

けをするため、現在、庁内において設置しておりま

す「医療と保健福祉・介護担当課長・主幹会議」に

おいて、町立病院を含めた医療、保健福祉施設等の

整備のあり方について検討しているところであり、

その結果等を踏まえ、どのようにスプリンクラー設

置への対応を図るべきかについて判断をさせていた

だきたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、３項目めの地域医療圏構想に関する御質問

にお答えいたします。 

 国が進めている地域医療構想は、２０２５年に団

塊の世代が全て７５歳以上となる中、医療や介護が

必要な状態になっても、でき得る限り住みなれた地

域で安心して生活が継続できるよう、切れ目のない

医療及び介護の提供体制を構築するため、改正医療

法により地域医療構想が示され、平成２７年３月に

地域医療構想策定ガイドラインが策定されました。 

 北海道は、国から示されましたガイドラインに基

づき、同年７月に医療法に基づく第２次医療圏と、

介護保険法に基づく高齢者保健福祉圏域を同じ区域

とする北海道地域医療構想策定方針を定めたことか

ら、富良野地域におきまして、平成２７年９月に富

良野圏域地域医療構想調整会議が設置され、平成２

８年１２月には富良野区域地域医療構想が策定され

たところであります。 

 富良野区域地域医療構想による富良野圏域の２０

２５年を目標とする病床数は、厚生労働省令で規定

する割合により推計し、４８７床とされたところで

ありますが、平成３０年５月現在、圏域の医療機関

において、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の

４種の機能別に病床数を分けて推計いたしましたと

ころ、４９１床となることから、今後、引き続き富

良野圏域全体で協議されていくものと認識している

ところであります。 

 このような状況を踏まえ、１点目にあります町立

病院の今後の方向性についてでありますが、町立病

院の現状につきましては、本年３月の厚生文教常任

委員会において、町立病院の運営についてを示させ

ていただき、御説明させていただいたところであり

ます。 

 その中でお示しした６項目を主要な課題としてと

らえており、今後、その内容、実態を十分に検証、

検討を行うとともに、住民の皆様の声もお聞きしな

がら、課題解決に向けて努力をしてまいりたいと考

えております。 

 特に町民の皆様が安心・安全に暮らしていただく
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ためには、医療の充実は極めて重要なことでありま

すので、示させていただきました課題は全てに関連

が深く、庁内に設置いたしました「医療と保健福

祉、介護等担当課長・主幹会議」におきましても、

総合的見地から検証を行い、将来の指針を示してま

いりたいと考えております。 

 次に、２点目の医師の確保及び医療再編に係る

国、道への要望についてでありますが、特に医師の

確保につきましては極めて大きな課題でありますの

で、今後においても地域一体で取り組んでいくこと

が重要であると考えております。 

 また、地域医療のあり方につきましても、地域の

実態を反映した医療体制づくりが必要であると考え

ているところであり、住民の安心・安全を最優先

に、富良野圏域の医療体制のあり方について議論を

進める中で、本町の医療体制につきましてもしっか

りと位置づけがされるよう取り組んでまいりたいと

考えております。これらを実現するため、必要に応

じ、国、道等への要望等も行ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めのラベンダーハイツの運営に関す

る４点の御質問にお答えいたします。 

 ラベンダーハイツの介護職員の確保につきまして

は、近年、全国的にも介護士不足が大きな社会問題

となっている中、ラベンダーハイツにおきまして

も、昨年度、複数名の介護職員の離職があり、それ

に対応した人材を確保することができませんでし

た。しかし、これによる入所者に対するサービスの

低下を招くことはあってはならず、さらに新たな入

所者を受け入れるための対応も急がなければなら

ず、介護職員の人材確保や体制強化に向け、職員一

体となり取り組んでいるところであります。 

 まず、１点目の入所者への介護サービス提供につ

いての御質問でありますが、現在、サービス提供に

対しまして、入所者に対する介護職員の適正配置に

留意する中で、介護職員の日中勤務者を調整するな

どの勤務体制で対応しておりますが、入所者の見守

りや寄り添いなどに支障を来すことがないように、

毎日午後、２名の一般職員による支援を行っている

ところであり、入所者に対するサービス提供面にお

いて支障が生じているものとは認識していないとこ

ろであります。 

 次に、２点目及び３点目の今後の改善策などにつ

いてでありますが、介護職員の離職についてはさま

ざまな要因があると思われますが、近年、富良野圏

域において新たな介護事業所等が開設され、さまざ

まな採用形態がとられ、その中で、正規職員として

の採用なども応募に結びつく一つの要素となってい

ることも考えられるところであります。 

 このような状況に対し、まちといたしまして、介

護職員の処遇改善を図るため、賃金の改善等を行

い、新たな人材確保に向け、取り組んでいるところ

でありますが、他の状況も見きわめ、引き続き職員

の身分、給与、職場環境などについて、必要な対応

を検討し、人材確保が図れるよう取り組んでまいり

ます。 

 一方、施設の経営改善につきましては、これまで

の介護報酬の引き下げ、あるいは施設の老朽化に伴

う維持管理費負担などの要因も重なり、経営に苦慮

しているところでありますが、今後におきまして

は、ラベンダーハイツの経営を総体的に検証し、安

定経営が図られるよう、新たな方策を講じてまいり

たいと考えております。 

 次に、４点目の一般職員の派遣についてでありま

すが、これにつきましては、全課にわたり計画的に

対応しているころであり、業務への支障が生じない

ようにとり進めているところでありますが、一日も

早く介護職員の確保を図り、一般職員による派遣の

解消に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） まず、介護マークについ

てお伺いいたします。 

 介護マークについては、今、答弁されたように、

非常に多くの方から、今後、利用される傾向が出て

くるかというふうに思います。とりわけ公共のトイ

レの利用、あるいはスーパー、デパート等において

下着を買うなど、いろいろなことが介護者には求め

られてきます、男女問わず。そういったときに、や

はりこういうマークがあれば、介護中だという形

で、偏見の目で見られなくて済むというのが全国的

にやはり広がっているという状況にあります。これ

は押しつけではなく、あくまでも、当然、本人が望

む、望まないというのもありますから、この点、当

然、関係する機関とも協議しながら、ぜひ進めてい

ただきたいというふうに思いますが、この点、確認

しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、介護

マークについての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 私も非常に介護マークというものについて、そう

だよなと、本当にこういったものが広く周囲の皆さ

ん、当事者はもちろんのことですけれども、周りの

皆さん方が認識することによって、本当にどちらか

というと偏見がなくなったり、小さくなって買い物

するような、そういうようなことは解消されますの
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で、これは積極的に町民にアピールできるように取

り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次に、町立病院の今後の

運営についてお伺いいたします。 

 この間、金子議員の答弁でも共通しているところ

でありますが、いわゆる医療と保健福祉、介護担当

者、主幹会議が開かれていると。そういう意見をも

とに、町立病院及び医療、保健福祉等の整備のあり

方について検討されるということは言っておりま

す。しかし、これをもとに検討するということで

あって、みずから何をしたいのかということは明確

に答弁されていないわけであります。今、こういう

ことを考えたときに、町長自身が、これを待たずと

しても、やはり町立病院は、当然、新たな方向での

動きをきちっと段階を踏んで積み上げて、将来のあ

るべき姿をやはりきちっと示す段階にもう入ってい

ます。そうしますと、検討委員会等、あるいはいろ

いろな委員会等が開かれて、用地の話から含めて、

もう既に日程に上らなければならない、非常に大事

な、重要な案件だというふうに思いますが、この

点、町長は、主幹会議を待たずとしても、きちっと

みずからの意思としてどうあるべきなのかというと

ころの意見をお持ちなのかどうなのか、この点、明

確に述べていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、町立病

院に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 何度もこれまでもお答えさせていただいておりま

すが、ぜひ御理解いただきたいのは、私といたしま

しては、町立病院のあり方につきましては、町民の

皆さん方の思いに応えていけるような体制に整えて

いくことが、ぜひそういう形をみずからも望んでい

るところでございます。 

 しかしながら、私の思いがそうであろうとも、や

はり行政的な側面から検証をして、そして確実にそ

れが町民の皆さん方に喜んでいただける、あるいは

上富良野の将来を考えたときに、その方向が将来に

資するようなものになるのか、あるいは、さらには

町民の皆さん方の負担感等についてもしっかりと、

そのバックボーンができなければ、やはり幾ら私が

熱い思いを持ったとしても、それはかなうものでご

ざいませんので、そういった検証も含めて、実務者

による検討を重ねて、決断をしたいと、そういうよ

うなプロセスを経ていきたいということでございま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） その検証という点では、

当然必要だというふうには思います。私は、もう既

にスプリンクラー等の設置が待たれるという、この

現実を見たときに、やはりもう既に日程等が上って

こないとだめなのだけれども、相変わらず、２８年

度に質問したときも、６次の総合計画というだけで

あって、必ずしも明確な答弁はされていませんでし

た。 

 もう一度確認いたしますが、これからの町民の医

療を考えた場合、包括的な医療を考えた場合、やは

り安心して住み続けられる町立病院のあり方という

のは、当然、答弁の中でも必要だということを言わ

れているわけですから、私は、いろいろなことが

あっても、この町立病院の改築というのは何よりも

私は最優先すべきだし、確かに検討会議の意見も当

然参酌しながら、その方向性を求めるべきだという

ふうに思いますが、それを含めながら、私は、今

後、拠点施設とかいろいろ出てきていますけれど

も、何よりも私は、この町立病院のあり方というの

は早急に、やっぱり改築の方向で、単刀直入に伺い

ますが、行うべきだと、そういう計画を持つべきだ

というふうに思いますが、その点では同じような意

見でしょうか。それとも、あくまでもこれにも主幹

会議の方向性が出ないと、私の意見としてはなかな

か言いづらいということなのでしょうか。どちらで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 平成３７年６月をスプリンクラー設置の期限とい

う、既にタイムリミットが示されております。これ

を変えることはできませんので、当然、それを念頭

に置いた病院のあるべき姿の方向を示していく、そ

れから逆算して進めていくということは、これは私

ども、職員も含めて共有をしているところでござい

ます。ですから、当然、そういったタイムスケ

ジュール感を持って作業を進めております。申し上

げるまでもなく、幾ら思いが熱かろう、強かろう

が、えいや、で進めるような性格でございませんの

で、ここはしっかりと、そのスケジュール感も認識

しながら、しかるべきときにしっかりと町民の皆さ

んにお示しできることが私としての責任の果たし方

だというふうに考えておりますので、時期が来ても

一向にその姿が、まず最小限度、スプリンクラー機

能がない中で診療が継続されていくというようなこ

とは１００％考えられませんので、そういったこと

を御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ということで、きちっと

前へ進めるということで確認させていただきたいと

いうふうに思います。 
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 次に、地域医療構想についてお伺いいたします。 

 地域医療構想というのは、いわゆる医療費の削減

を前提とした、各都道府県みずから医療費、あるい

は病床が多ければ、構想された一定数の病床を超え

るような状況があれば、地域で相談して、話して、

削減しなさいよという形になっております。同時

に、医療費についても、国保も関連しながら、医療

費の多い、少ないについては、みずからの仕組みづ

くりでこれを削減しなさいという形になっているか

というふうに思います。 

 上富良野の医療構想が、例えばこのまま前に進ん

だとするときに、何が起こるのなかというふうに

ちょっと考えてみたのです。上富良野の場合は、町

立病院の運営の中にも書かれております、当然。そ

の中には、当然、上富良野町で唯一の有床の病院で

あるということ、それと、緊急の医療行為を行って

いるということであります。２次医療圏に向けての

ゲートキーパーという形の役割も担っているという

形であります。 

 そういうふうな中で、建設されてから３６年も経

過しますから、当然、この中にも書かれているよう

に、待合室の中でもいろいろな情報が耳に入ってき

て、これは聞いたらだめだなというのも入ってくる

ときがあるのですが、そういうのもあって、やはり

早急にこういった部分で求められる状況、改善しな

ければならない状況があります。 

 例えば、国、道が進めている、回復期がないか

ら、回復期を上富良野町に設置した場合、急性期を

なくすというわけにいかないけれども、完全になく

なった場合、それでは一般の緊急に診療が必要に

なった、そういうときというのは、当然、回復期だ

けの病床体制では成り立たない話であります。ま

た、緊急医療という形で、いつ、どういう状況の中

で緊急に診療を求める人が出てこないとは限らない

という状況があります。 

 そうしますと、こういう医療構想というのは、こ

ういうまちの実態を全く無視したとは言いません

が、ほぼ無視したような形で、一方的に、この枠に

あるから町立病院は有床の病床はだめですというよ

うな形の押しつけが、現在、今来ているという状況

にあります。 

 そういったときに、やはり上富良野町の病床のあ

り方、医療構想のあり方というのは、やはり一般病

床も含め、回復期も含めて、地域包括的な診療体制

の中で、きちっと住民に寄り添いながらの病院の医

療構想というのがあるべきだというふうに私は考え

ておりますが、この点、町長自身はどのようにお考

えなのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） １０分間休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ２時２９分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 米沢義英君の質問に、町長、答弁、お願いいたし

ます。 

 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、病床

数、あるいは病院機能等についての御質問にお答え

させていただきます。 

 まず、厚労省から示されました圏域の病床数につ

きましては、私が聞き及んでいるところでございま

すが、これにつきましては、過去の医療機関から保

険申請がされますレセプト、これらの積み上げが

ベースになって、あるべき、厚労省として望ましい

病床数と機能について示されたというふうにお聞き

しておりまして、全く根拠のないものではないとい

うことでございます。 

 ただ、その中で、上富良野の町立病院について言

えば、先ほど米沢議員かもお話ありました、２次医

療圏のゲートキーパー的な役割というものを非常に

協会病院のほうでも高く評価されております。ま

た、加えて、救急指定も指定されているということ

で、上富良野町立病院について言えば、示されてお

ります、うちで言えば、高度急性期は対応できない

にしても、救急業務、それから、回復期、慢性期の

機能は、それはしっかりと持ち合わせていなければ

ならないと。そしてまた、そういうことは、この圏

域の中でも皆さん認識いただいておりますので、少

なくとも上富良野町立病院の機能と病床数の確保

は、私は図られるというふうに思っているところで

ございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 安心ばかりはできないと

いうふうに思うのです。そういう覚悟できちっと

やっていただいて、やはり何回も申しますが、レセ

プトにおいて、ベッド数の稼働率など、国、道など

は見ていまして、その稼働率で、例えば上富良野の

場合でしたら、３０床しか稼働していませんと。で

すから、それ以上のベッド数は要りませんねという

ような算定をやっているのですけれども、しかし、

いつなんどき、町民の健康というのは急変するかわ

かりません。そういうときに、一定程度、やっぱり

きちっとしたベッド数ではなくて、空きベッド数も

当然必要になってくるわけです。 

 もう一つは、例えば介護の状態が、老夫婦で介護

していると。どちらかが体が弱くなった場合に、病
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院でお世話しなければならない、もしくは、介護が

認定されていれば介護施設にお世話にならなければ

ならないというような、本当に不測の事態に直面す

るというのが実態であります。 

 そういうことを考えたときに、私は町長と同じ考

えなのだというふうに思いますけれども、一般病床

も含めながら、やはりそういった介護のケア病棟も

含めながら、町立病院のあり方というのをやはり

きっちり訴えていかなければならないというふうに

思っているところであります。 

 こういったところが、国は機械的にレセプトで、

利用されていないから一般病床はだめですという形

になっているわけです。しかし、いろいろな問題点

がありますよね。上富良野町の医師がいない、不足

するという状況の中で、この間、当然、泌尿器科だ

とかいろいろな、眼科だとかありましたし、そう

いったものが、２次医療圏の富良野協会病院ですら

医師の確保が難しいという状況があるわけです。そ

うしたときに、やはり上富良野町の町立病院の役割

というのは、そういうものもカバーできる力と能力

を備えた医師集団がいるというふうに思っています

ので、やっぱりそういう意味でも、この町立病院を

有床から無床にするというわけにいかないですし、

慢性期だけの対応ということには私はいかないとい

うふうに思っていますので、やはりこういう実態

を、町長、国だとか道に対して率直に言うべきだと

思いますし、私たちも関係機関に働きかけながら、

応援してというふうに思っていますので、そういう

実態というのは、町長、もう一度確認いたします

が、御存じですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、病院の

ことに関しましての御質問にお答えさせていただき

ますが、現在、地域医療構想の中で、特に国におき

ましては、公立病院について、改革をしなさいとい

うようなことを示しているわけでございまして、私

立の病院については特に申しておりません。それは

なぜかと、その背景を考えますと、まず基本的に病

院の、少なくともうちの病院のあり方については、

今、米沢議員から御発言のあったとおりの認識でご

ざいます。しかし、国が言わんとすることは、私が

推察するに、きちっと実態に合ったような病院の体

制につくり変えなさいと。要するにあれもほしい、

これも必要だということになってしまうと、まちと

して支えていけるのですかということが背景にあっ

て、言ってきているものかなというふうに思いま

す。ですから、それも一理あることですから、最終

的には、私は町民、まちがどれだけの覚悟を持って

町立病院を運営していくかということで判断できる

ものだというふうに思っておりますので、特に制度

的にたがをはめられるようなことについては、しっ

かりと意見を申して引き続きいきたいと思っており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひその点で訴えていた

だきたいというふうに思っております。 

 前にも同僚の議員から質問ありましたけれども、

やっぱり眼科、泌尿器科がなくなるという形の中

で、やっぱり非常に本当に苦慮されているという形

で、ある男性の方に聞いたら、バスで富良野まで行

くのだけれども、その間が大変なのだと。ちょっと

尿だとかいろいろとあって、本当に大変なのだとい

うような、運転できないのです、その人は。実態と

して、やっぱりそういう現状が上富良野町の中にも

あります。 

 もう一つは、入院していて、退院された高齢者

が、やはりなかなか自分で、栄養指導を受けるのだ

けれども、それがなかなかできなくて、また入院し

てくるというような、そんな状況も上富良野町であ

るわけです。やはりそういった現状が、この町立病

院がそういう人たちを受け入れる場所があるから、

そういう人たちでも、この上富良野町立病院に来

て、病気になったときにも診療が受けられる体制が

あるから、本当に安心して暮らせるのだというふう

に、その方の話を聞いて考えたのです。 

 私は、そういう人たちの思いが、今、国の医療圏

構想によって、本当にずたずたに切り刻まれるとこ

ろまではいきませんが、そういう思いを打ち砕いて

しまう、そういう現状の、本当に地域の実態を知ら

ない、医療圏構想そのものが実態だというふうに

思っています。ですから、今、地方でも、なかなか

この医療圏構想が、進んでいるところもあります

が、進んでいないというのは、そういうジレンマが

自治体にもあるし、自治体の方々も苦慮されて、そ

ういう実態もわかるから、そういった問題に対して

強く反発したりですとか、一様に医療圏構想、は

い、いいですよというふうにはなっていないという

ような実態があるというふうに思いますが、この

点、同感いたしますか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今、この地域医療圏構想についての議論につきま

しては、少なくとも富良野圏域におきましては、議

論はそんなに活発に行われている状況ではないとい

うふうに理解をしております。それぞれが、やはり

それぞれの役割をこれからもしっかり果たしていこ

うということの確認のほうがむしろ強くなって、と
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にかく住んでおられる方に御不便をおかけしないよ

うに、最大限のサービス提供をお互いにしていこう

ということがむしろ強くなってきているというふう

に考えておりますので、そういった私どもの考えを

北海道なり国なりにしっかり伝えていくことが必要

だというふうに考えております。 

 また、少し蛇足になりますが、泌尿器科、あるい

は過去の眼科等、さまざまな診療科が変遷を経てお

りますが、特に私、痛切に深刻さを感じております

のは、医師不足に連動して、やはり周産期医療が非

常に窮屈だ、困難だという状況にあることから、こ

れらも含めて、地域医療をしっかりと支えていくよ

うに努力してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長が言うように、２次

医療圏も成り立たない現状が浮かび上がってきてい

るのですよね。実際、医師がいない、周産期医療も

十分に整えることができないという状況であります

から、この点、ぜひいろいろな形の中で実態を訴え

ていただきたいというふうに考えております。 

 次に、ラベンダーハイツの運営についてお伺いい

たします。 

 ラベンダーハイツの運営について、この間、答弁

もありましたが、離職者が出るという状況の中で、

十分な入所者に対する介護サービスが提供できなく

なったという状況で、今、毎日午後から２名の一般

職員の方が支援されているという状況があります。 

 実際、離職された方、それぞれいろいろな事情が

ありますが、オウム返しになりますが、１番目に

は、何と言っても、一つ目には、どういう状況なの

かという形なのですが、ある方に聞きましたら、十

分な入浴介助ができないと。規定の入浴介助、２回

ぐらい入るのかなというふうに思うのですが、今、

改善されているのかもしれませんが、当時は１回し

か入浴することもできなかったと。例えば、話がで

きる方はいいのだけれども、話ができない人もいる

と。そういう人たちに、例えば話ができる方は、介

護者と、例えば散歩に、外に出たいということはわ

かるけれども、直接話ができない方については、な

かなか、忙しさの余り、人手がいない余りに、そこ

まで目が行き届かないのだというように話している

という状況になっています。何よりも、私たちは入

所されている方たちの、やはり必要なサービスを提

供する、その気持ちで働いていて、そこに十分手が

届かないというのは本当にもどかしいのだというこ

とで、大変離職された方にも申しわけないし、入所

されている方にも申しわけないのだということでの

気持ちを語ってくれたのです。それぐらいに、実態

は、何もないというような書き方をしているけれど

も、これは全く別な話です。実態はそういう実態な

のですよ。そういうことをつかんだときに、いかに

職員の確保というのが重要になってきているのか、

このことをまちはきっちりと肝に銘じるべきだと私

は考えておりますが、そういう実態をつかんでいま

すか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、ラベン

ダーハイツに対します御質問にお答えさせていただ

きます。 

 介護従事者の減少に伴いますサービス提供を低下

させてはならないということを基本に据えておりま

して、今、議員から御質問ありましたような、例え

ば見守りする人、あるいは外に散歩に出るときの介

助業務、そういったものが、介護従事者が充足、あ

るいは一定程度確保できていた状況のときには、そ

の従事者をもって対応しておりましたが、それらが

かなわなくなったときに、それらのサービスを中止

するということは低下を招くことになりますので、

そういった状況を把握しているからこそ、サービス

低下を招かないために、一般職員をもって対応でき

る部分について対応させていただいたということで

ございまして、それは本当の一時期、そういう状況

を確認する状況の中で、一時、御不便をおかけする

ような状況が生まれたことはあろうかと思います

が、それがずっと続いていることもございません

し、解消しているところでございますので、抜本的

なサービス低下を招いたとうような認識はないとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） でも既に、町長、サービ

ス低下を招いているのですよ。いろいろと後になっ

て職員の支援体制だとかやっていて、それなりの向

上は図られてきているというふうに、いろいろ聞き

ましたら、そういう部分も確かにあります。一番大

変なのは、新しく移って、かわって、担当の職員な

のだというふうに僕は思っているのですよね。職員

の方に聞いたら、新しく来た職員の方は、いろいろ

と前から見たらすごく風通しがよくなってきたとい

うのです。職員が悪いのかどうか、そうではないと

思うのですが、上の指導が悪かったのか、いろいろ

あるというふうに思うのですが、前は非常に風通し

が悪くて、私たちの言うことに対して耳を傾けな

かったというような声も聞かれるのです、実際に聞

いたら。そういうことも含めた場合に、今、ラベン

ダーハイツの所長がかわられて、相当僕は苦労して

いるのだろうというふうに思います。次長も含めて
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なのですが、現場の職員の方含めてだと思うのです

が、そういう苦労を、やっぱりさせてはならない

し、それは職員だけの問題ではなくて、入所されて

いる皆さん方にしわ寄せがいっているのだというこ

とを、町長、どうしてわからないのですか。そうい

うサービスの低下は来していないということをどう

して言えるのですか。実際、話を聞いたのですか。

確認いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 実態も把握しておりますし、現場から声も聞いて

おりますし、私も直接足を運んでお話を聞かせてい

ただく中で、状況を確認をしている状況でございま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） もしも町長、みずからの

気持ちを、やはりそういったところに耳を傾けるよ

うな努力をされているのだというふうに思います

が、もしも聞こえないとすれば、本当に気持ちを、

職員の方々とも交わすような、通じ合えるような、

そういう関係があってこそ、本当の生の声というの

が聞けるのです、町長。そういったところを聞かな

いから、そういう答弁が私は出てくるのだというふ

うに思いますので、ぜひ町長、実態を聞いていると

いうことであれば、さらに踏み込んで、そういった

実態も聞いていただきたいというふうに思います。 

 二つ目に、職員の処遇の問題であります。今回示

された処遇改善で、例えば前にも質問しましたが、

１,４３０円、２０年以上勤めた場合、８時間、２

０日、１２カ月働いて、３５０万円ぐらいではない

かというような話であります。これは２０年勤めて

初めてこのレベルです。これは介護福祉士の資格を

持っている方であります。もう一つは、例えば１０

年勤めたとした場合に、１時間１,３６０円として

も、２７０万円から３００万円くらいなのかなとい

うふうに換算しております。職場の状況を見ます

と、なかなか２０年を勤めあげられる方というのは

そういないのかなというふうに思っております。 

 そうしますと、今回、処遇の改善という形の中

で、月額の単価は改善されました。これは傾向とし

ていい方向であります。しかし、実態としては、な

かなか働いている方が望む賃金形態、あるいは処遇

改善にはつながらないのではないかというふうに思

います。一歩前進だというふうに思いますが、根本

的にはつながらないのかなというふうに思います

が、もっとこういった点で、賃金体系とあわせて、

正職員に一定程度雇用に結びつけるような、採用時

における、そういうものも含めて、職員のやはり不

足分を補うような、そういう体制づくりもやらなけ

ればならないのではないかというふうに思います

が、この点、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の、これは

ラベンダーハイツに限ったことでございませんが、

介護職員の処遇等についての御質問にお答えさせて

いただきます。 

 さまざまな雇用形態、採用形態がある状況にござ

いますが、ラベンダーハイツ、あるいは町立病院の

老健の介護に従事されている方々の、さまざまな

方々の意向、あるいは実態等を考慮した中で、今

回、改善策を講じさせていただいたところでござい

ます。給与の総支給額、そういったものについて

は、現在、他の同様の施設の従業員と遜色のないも

のと、むしろ少し優位性があるぐらいの状況づくり

はできたのかなというふうに理解をしているところ

でございます。 

 一方、採用形態でございますが、確かに議員のほ

うから、正職員としての採用ということも、これは

方法としては当然考えられます。しかし、働いてお

られる方々からさまざまな御意見を聞く中で、まだ

これからさらに改善をするために検討してまいりま

すが、正職員、あるいは一定程度の給料を超えるよ

うなことになると、やめざるを得ないと。要するに

扶養から外れるような状況になると、残念ながら働

き続けられないと、そういうことも一方で実態とし

てありますので、どこでそういったことの着地点を

見出すか、そして、さらに処遇の改善につながるよ

うな方法はどうやってすればつくれるのかというこ

とを、これから、とりあえずまず第一歩踏み出しま

したので、さらに研究、検討を続けて、雇用、従事

者確保につながるよう努力してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長、どうも理解されて

いないと思うのですが、働く人はこういう形だと思

うのです。扶養に外れるから、私はここまで計算し

て、時給何ぼだから、何日働けばセーフだなと、そ

ういう働き方をしているのです。そういうことを考

えたときに、きちっとそういう人はそういう人たち

でそのラインで働くのです。もうちょっと、やはり

正職員として働いて、介護の技術があるから、やは

りそれを生かしたいという人は、きちっとそのライ

ンで働くのです。そういうごまかしというか、そう

いうことは言ったらだめなのですよ、町長。そうい

う人たちは、みずからきちっと計算しながら働いて

いるわけですから、やはりそういったきちっと介護

職員が将来きちっと働けるような、正職員も募っ
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て、なおかつそれで足りなければ、パートだとか臨

時だとかという対応をやりながら、きちっとラベン

ダーハイツの職員の確保をしなければ、相変わらず

同じことの繰り返しになるというふうに思うのです

よ。町長、そこはどうなのですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきますが、雇用形態等につきま

しては、先ほど申し上げましたように、ともすれ

ば、私が見聞きする実態の中では、いかにも正職員

としての位置づけが万能なような印象をどうしても

持たれがちでございますが、実態としては、他の民

間の実態等も調査いたしたりしておりますが、形の

上では正職員としての採用はしておりますが、いた

だいている、もらっている給料総額等については、

特に際立っているわけでもなく、必ずしもそういっ

た正職員、今、議員から御質問ですからお答えさせ

ていただきますが、正職員としての形態が万能だと

いうようなことではなくて、多様な形態というもの

はやはり想定しておかなければならない、そんなよ

うな思いを持って、これから検討を重ねていきたい

というふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そんなの織り込み済みな

のですよ、どういうふうな状況なのかということ

で、それも踏まえて質問しているわけで、だけど、

そういう民間の介護職であっても、手当が出るので

すよ、ちゃんと通勤手当も含めて、ボーナスも出て

いるのですよ。だけれども、臨時の場合、どうです

か。そういう手当出ますか。出ていないでしょう。

そういったところに不満というのが募っていくわけ

でありますから、そういったことを、要するにこう

いうことなのだろうと思うのです。安上がりで、介

護が充実できるような介護職員を、ある程度賃金を

上げて雇用すればそれでいいのかなというような話

なのかなというふうに私は聞きました。本当に最低

レベルの、町長、話ですよ、それは。今求められて

いるのは、働き方改革だとかいろいろな形で言われ

ているわけですから、やっぱりそれに沿ったラベン

ダーハイツの改革をしなければ僕はならないという

ふうに思っているところです。ぜひ取り組んでくだ

さい。いつまでにこの改善計画を新たに取り組むの

か、もう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米澤議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 実際の雇用に早期につながるように、改善策はタ

イムリーに行うことが望ましいと考えておりますの

で、そのような取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１１番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時０７分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 議案第 １号 平成３０年度上富良野町一般会計補正予算(第１号) 
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第 ６ 議案第 ５号 平成３０年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算(第２号) 

第 ７ 議案第 ６号 平成３０年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算(第１号) 

第 ８ 議案第 ７号 平成３０年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算(第１号) 

第 ９ 議案第 ８号 平成３０年度上富良野町病院事業会計補正予算(第１号) 

第１０ 議案第 ９号 上富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１１ 議案第１０号 上富良野町保健事業検診受診料徴収条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１１号 上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例 
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第１４ 議案第１３号 財産の取得について 

第１５ 議案第１４号 第６次上富良野町総合計画基本構想を定めることについて 
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     発議案第７号 第６次上富良野町総合計画基本計画調査特別委員会設置に関する決議について 

第 ４ 

第１６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第１７ 発議案第１号 議員派遣について 

第１８ 発議案第２号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改

善と雇用安定に関する意見について 

第１９ 発議案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見について 

追加日程    

     発議案第４号 ＪＲ北海道路線存続に向けた意見について 

第 １ 

追加日程    
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     発議案第６号 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見について 
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     １３番  村 上 和 子 君     １４番  西 村 昭 教 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         石 田 昭 彦 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成３０年第２回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 さきに御案内しました諮問第１号人権擁護委員候

補者の推薦についての議案は後ほどお配りしますの

で、御了承願います。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から、閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申し出がありました。 

 また、議会運営委員長から、発議案３件の日程追

加の報告がありました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本日、２番岡本康裕君から、発議案第４号ＪＲ北

海道路線存続に向けた意見について、発議案第５号

ＪＲ北海道路線存続に向けた意見について、発議案

第６号北海道主要農作物種子条例の制定に関する意

見についての発議案３件が提出されております。 

 これを日程第１９の次に追加し、それぞれ追加日

程第１、追加日程第２、追加日程第３として、日程

の順序を変更し、議題にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、発議案第４号、発議案第５号、発議案第

６号を日程第１９の次に追加し、追加日程第１、追

加日程第２、追加日程第３として議題とすることに

決しました。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ５番 今 村 辰 義 君 

     ６番 金 子 益 三 君 

 を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第１号平成

３０年度上富良野町一般会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました、議案第１号平成３０年度上富良野町一般会

計補正予算(第１号)につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目は、平成２９年度の各会計の決算確定に伴

う繰越金及び繰入金の補正であります。 

 一般会計においては、２億２,０７１万９,０００

円の繰越額となったことから、当初予算の繰越金計

上額を差し引いた１億６,０７１万９,０００円を増

額補正するものであります。 

 また、国民健康保険特別会計など、五つの特別会

計において翌年度への繰り越し手続きをすることに

伴い、一般会計で負担すべき費用の精算余剰分とし

て一般会計で繰り戻しを受けるため、各特別会計繰

入金の補正をするものであります。 

 ２点目は、全国の地方公共団体の組織内ネット

ワークを相互に接続する行政専用のネットワークで

ありますＬＧＷＡＮについて、本年度中に新たな運

用基盤である第４次ＬＧＷＡＮに移行することが進

められており、当町の移行時期が８月と計画された

ことから、その移行後に要する通信費、接続機器等

関連経費について、所要の補正を行うものでありま

す。 

 ３点目は、一般社団法人自治総合センターが行っ

ているコミュニティ助成事業について、一般コミュ

ニティ助成事業として、東中住民会太鼓等整備、地

域防災組織育成助成事業として、大町住民会防災資

機材等整備の２事業が平成３０年度分として採択さ

れたことから、所要の補正を行うものであります。 

 ４点目は、障害者総合支援法、児童福祉法の平成

３０年度法改正によって、障害児放課後デイサービ

ス報酬区分が導入されたことに伴い、現在運用して

おります障害者福祉システムについて、改修する必

要があることから、所要の補正を行うものでありま

す。 

 ５点目は、国が行っております経営体育成支援事

業について、農機具等の整備に係る融資主体補助型
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として、２月に行っておりました要望に対し、今年

度分として４月に配分の通知を受けたことから、所

要の補正を行うものであります。 

 ６点目は、収益向上作物生産振興補助事業につい

て、４月の作付面積調査とあわせて実施しました当

該補助事業実施要望調査の結果、新規導入分及び更

新分ともに当初予算を大きく上回る事業費となった

ことから、その不足する費用について、追加の補正

をお願いするものであります。 

 ７点目は、演習場周辺農業施設設置補助事業につ

いて、今年度予定しておりました６条刈り自脱コン

バイン３台のほか、次年度に要望を予定しておりま

した農業機械のうち、８条植え田植機５台分が今年

度分として北海道防衛局より予算の追加配分がされ

たことから、所要の補正を行うものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、他の既決予算についても、事業量の変更に伴う

補正及びふるさと応援寄附を受けたものについて、

寄附者の意向に沿った所要の補正を行い、財源調整

を図った上で、財源的に余剰と見込まれる部分につ

きましては、公共施設整備基金に積み立てるととも

に、一定額を予備費に留保することで、補正予算を

調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で、御了承願います。 

 議案第１号をごらんください。 

 議案第１号平成３０年度上富良野町一般会計補正

予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の一般会計の補正予算

(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億９,６４４万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６９億１,４４４万７,

０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税、１１万円の減。 

 １４款国庫支出金、１,７５６万４,０００円。 

 １５款道支出金、３３６万円。 

 １７款寄附金、５８万６,０００円。 

 １８款繰入金、９９２万８,０００円。 

 １９款繰越金、１億６,０７１万９,０００円。 

 ２０款諸収入、４４０万円 

 歳入合計、１億９,６４４万７,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費、８,４８４万９,０００円。 

 ３款民生費、６７万６,０００円。 

 ４款衛生費、３２３万円。 

 ６款農林業費、２,５８８万３,０００円。 

 ９款教育費、３２万９,０００円。 

 １２款予備費、８,１４８万円。 

 歳出合計、１億９,６４４万７,０００円。 

 以上で、議案第１号平成３０年度上富良野町一般

会計補正予算(第１号)の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 質問させていただきま

す。 

 今回の補正の中で、１０ページにかかわって、企

画商工観光課の中で、地域再生計画のＰＲ活動とい

う形で、きのう、町長の執行方針の中でも、企業版

のふるさと納税という形で、１７０万円でしたで

しょうか、納付されているという形になります。こ

れから、今後、この費用を使って、聞きましたら、

企業等を訪問しながら、ＰＲを兼ねた納税の促進に

つなげたいという形の予算内容だったかというふう

に思いますが、この旅費の内訳と、大体訪問する企

業等が決まっていれば、この点、お伺いしておきた

いというふうに思っております。 

 次に、１２ページの東中の住民コミュニティとい

う形で２５０万円、太鼓の購入という形になってお

ります。東中においては、清流獅子舞から、地域に

密着した文化伝承の継承という形の中で、多くの

方々が称賛されているところであります。 

 現在、何台購入されるのか、あわせて、何と言っ

ても継承するための人材、人等が必要かというふう

に思いますが、地域ぐるみで当然やっていらっしゃ

るという話なので、その状況等がわかれば、お伺い

しておきたいというふうに思っております。 

 同じページの総務課の基地調整室の中で、ハザー

ドマップ作成という形になっております。恐らくこ

れは地域の洪水のハザードマップという形になって

いるかというふうに思いますが、これは単純に委託

料という形で、ハザードマップ作成部分だけの経費
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なのか、恐らく６,０００部ぐらいかというふうに

思いますが、その内訳等々がわかればお知らせして

いただきたいというふうに思っております。 

 次に、１６ページの保健衛生費の町立病院の補助

という形になっております。ここの中には、薬剤師

の初任者の調整手当等という形で盛り込まれており

ます。その中で、看護師の奨学金という形で載って

おりますが、この奨学金に該当される方というの

は、地元なのか、それとも外部からの、こういった

制度があるということで該当になっているのか、そ

の実態と、あわせて看護師確保の、今、現状がわか

ればお知らせ願いたいというふうに思います。 

 次、１８ページの収益向上作物の点であります

が、非常に収益向上作物の、所得向上という形で、

喜ばれている制度であります。今、地方でも地域で

も、こういったハウス園芸等も含めた栽培で、地域

のブランド化を目指そうというような動きも出てき

ております。そういう意味では、この収益向上作物

が、恐らく所得も、向上に当然つながっているとい

うような状況を見受けられるかというふうに思いま

すが、単純にメロン、例えばミニトマト等に至って

は、大体反収、わかれば、わからなければ後でもよ

ろしいのですが、現状、どのぐらい上がっているの

かという点と、作付の状況というのは年々ふえてい

るのか、この現状についてお伺いしておきたいとい

うふうに思っております。 

 あとは、２４ページの予備費全般にかかわる部分

でありますが、繰り越しという形の中で前年度が予

備費と財政調整基金等に積み立てられているという

ふうに思います。この点でお伺いしたいのは、財政

の健全化という点で、それぞれの目的に応じた基金

の積み増しという点も非常に、当然いいものだとい

うふうに思いますが、一方で忘れてはならないもの

は、住民との関係で、住民が望んでいるものを節約

しながら余剰金が出てきたということでは、それは

余りにもちょっとかけ離れているのかなというふう

に思いますが、今、住民会等からの要望や、地域か

らのいろいろな整備等が寄せられているというふう

に思いますので、その都度、その都度、補正予算で

対応するという話でありますが、今後、こういった

予備費等、財政調整基金の使い方等における考え方

等なのですが、住民が望むものに対しては、積極的

に使うべきものは積極的に財政措置をして使うべき

ではないかというふうに思いますが、大枠でありま

すが、この点についてどういう考えなのか、お伺い

いたします。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） ただいまの１１番

米沢議員の１点目と２点目の御質問に関しまして、

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、１点目の地域再生計画に係りますＰＲに関

する旅費の内訳でございますが、こちらのほうで積

算してございますのが、道内を２泊日程で２人、３

回ということで、約２０万円程度の見積もりという

ことになってございます。また、道外、一応東京を

想定してございますけれども、こちらのほうも２泊

で２人、１回ということで、こちらのほうは約２４

万円ということで積算をしてございます。その合計

額が、今回、補正額として計上させていただいたも

のでございます。 

 それと、どういう事業所なりにＰＲをするのかと

いう御質問ですけれども、今のところ本町に事業所

があります、そちらの本社を中心に考えておりま

す。また、道内、北海道にゆかりのある企業であり

ますとか、今までに三浦文学を掲載したとか出版し

たとか、そういうところもちょっと候補として上げ

ているところでございますけれども、あとはいろい

ろと、飛び込みではなかなか行けませんので、そう

いう紹介していただける方から、紹介いただいた企

業等も考えながら、そういうところに向けてＰＲ活

動を進めていきたいというふうに考えてございま

す。 

 次に、２点目の東中のコミュニティ助成事業に関

してですけれども、こちらのほうにつきましては、

東中の清流太鼓の整備ということで、太鼓の購入で

ございます。常に拍子をとっています大きな太鼓、

それが１基と、あとは通常のといいますか、地面の

台の上に置いて行う太鼓が５台という内訳になって

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢議員よりあ

りました、３点目のハザードマップの作成の部分

と、６番目の予備費、基金の使い方の基本的な考え

方につきまして、私のほうからお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 まず最初に、ハザードマップの作成の今回の補正

分でございますが、こちらにつきましては、まちで

管理をしております８河川分の浸水想定区域が北海

道のほうで計算をされたことから、当初予定をして

おりました部分に、その８河川分の作成を追加する

ということで、今回、１００万５,０００円の委託

ということで補正をさせていただいております。 

 それと、６番目の予備費、公共施設整備基金等の

使い道の基本的な考え方ということでございます

が、こちらにつきましては、まず予備費につきまし

ては、例年、昨年もこの時点で約１億円程度の予備
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費を確保しながら、これから予定をしております、

いわゆる災害等について、対応分ということで、こ

の程度あれば、例年、間に合うかなというふうに

思っているところでございます。 

 それと、公共施設整備基金のほうにつきまして

は、今現在、約１０億円までいかない、９億円を超

える残高という形になっておりますが、御承知のと

おり、各公共施設、かなり老朽化をしている部分と

いうのもありまして、それについては一定程度計画

的に予算の中で毎年毎年、ことしはこれをやりま

しょうということで、大きなお金をかけてやってい

るところでございまして、まずはそちらのほうにお

金を投資できるように、それ以外のいわゆるソフト

事業については、それをやることによってそちらを

やめるということがないような、影響を起こさない

ような形でするというのを基本にしておりますの

で、一定程度、公共施設整備基金を中心に積み立て

をさせていただいているという形になってございま

す。 

 なお、具体的な基金の使い方につきましては、そ

れぞれ当初予算を計上する中で、また議員の皆様と

御相談をしたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） １１番米沢議員

の２点の御質問にお答えしたいと思います。 

 町立病院の出資金にかかわりまして、看護師の奨

学金ということで、どのような方が対象かというこ

とで、この方におきましては、富良野看護学校の１

年生の方です。実家は旭川市の方でございます。 

 ２点目の、看護師の確保の状況なのですけれど

も、現状、老健、あるいは一般病棟、外来という形

で、現状では看護師数については充足している状況

でございます。 

 今後におきましては、毎年、退職者が出てくる状

況ですけれども、基本的には再任用をお願いした中

で、新たにまた充足するように、新規という形も含

めまして、看護師の確保を図っていきたいと考えて

おりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの１１番

米沢議員の御質問にお答えいたします。 

 今回の補正として、収益向上作物の中で、増反と

改修等でいろいろ要望がございました。その中で、

ミニトマトにつきましては、新規就農とか、そうい

う方でふえている状況になってございます。メロン

につきましては、若干、取り組む農家が少なくなっ

てきているというふうにお聞きしているところでご

ざいます。 

 反収でございますが、ミニトマトは反収６０万円

ぐらいと聞いております。メロンが約１５万円から

２０万円程度というふうに聞いているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） 失礼しました。 

 作付状況の推移でございますが、ミニトマトが若

干伸びているのかなというふうに思います。メロン

が、先ほど申しましたように、若干取り組む農家が

減っているかなというのが状況でございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 答弁漏れがありましたの

で、企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） 先ほど１１番米沢

議員の２点目の御質問で、指導体制がとれているの

かというところ、ちょっと答弁が漏れましたので、

再度御答弁させていただきたいと思います。 

 そもそもこの活動が２０年以上にわたりまして、

そういう子供たちを対象に進められてきておりま

す。世代を超えて、郷土芸能を伝承していきたいと

いう、そういう地域の思いがまず根っこにあるとい

うことで、こちらのほうは引き続きこの体制が継承

される、そういう技術指導等が進んでいくというこ

とで理解をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。よろ

しいですか。 

 ほかに質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第２号平成

３０年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました、議案第２号平成３０年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算(第１号)につきまし
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て、提案の趣旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、平成２９年度決算に伴う繰越金につい

て、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、平成２９年度決算に伴う一般会計操出

金について、所要の補正をするものであります。 

 また、収支残額の１億２,００５万５,０００円に

つきましては、今後の本会計の安定対応に備えるた

め、予備費に計上することで補正予算を調整したと

ころでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第２号平成３０年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ１億２,３２３万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ１３億４,６９１

万１,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」よる。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰越金、１億２,３２３万９,０００円。 

 歳入合計は、１億２,３２３万９,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 ９款諸支出金、３１８万４,０００円。 

 １０款予備費、１億２,００５万５,０００円。 

 歳出合計は、１億２,３２３万９,０００円であり

ます。 

 以上で、議案第２号平成３０年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算(第１号)の説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 先般行われました全員協議

会において、予備費の内訳というか中身、その事態

に備えたいということで、インフルエンザ等々を上

げられていました。再度確認いたしますが、１億

２,０００万円、予備費というのが、本当に必要な

のでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北越克彦君） 今回、１億２,０

００万円の予備費ということになりますけれども、

国民健康保険が北海道に統合されたような経過もご

ざいまして、３０年度の予算につきましては、まだ

流動的な部分もございますので、それに対応してい

かなければならない部分もございます。また、平成

２９年度決算につきましては１億２,０００万円の

予備費となりまして、前年度の２８年度におきまし

ては１億１,０００万円の経過があったところでご

ざいます。その経過につきましては、保険税の税収

が伸びたこともありますけれども、保険の給付が

減ったといったことが大きな要因となっているとこ

ろと認識をしてございまして、２９年度につきまし

ても保険の給付が減ったといったようなことが要因

となっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 基金残高は現在幾らなの

かという点と、今後、確かに担当課長の答弁で、病

気等の疾病等が予想よりも下回ったという形の中の

繰越財源が出てきたという形でありますが、いずれ

にいたしましても、国保会計というのはいろいろな

脆弱な基盤だということで、全道一つになりました

けれども、しかし、引き続き高い地域とそうでない

地域だとか、不均衡が生ずるという形になっており

ます。 

 いずれにしても、上富良野町において、この予備

費等のいわゆる繰越財源等の活用でありますが、単

刀直入に言いますが、今後、疾病等があった場合

の、そういったところにも使われるかというふうに

思いますが、同時に、やはり財源として、負担軽減

のところにも当然使うべきではないかというふうに

思いますが、この点、確認しておきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（北越克彦君） １１番米沢議員の

質問にお答えいたします。 

 国民健康保険の基金の残高につきましては、現

在、１７万９,１４４円ということになってござい

ます。 

 それと、今後の１億２,０００万円との絡みでご
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ざいますけれども、基金がこのような状況でござい

ますので、将来的には基金の積み増しということも

当然考えていかなければならないと思っております

し、国保の会計が、議員おっしゃられましたよう

に、全道で、今後、保険料が、まだですけれども、

段階的に統一をしていこうといったような動きに

なってございます。当町では、今現在におきまし

て、保険給付がまだ過去に比べると少ないような状

況がありますけれども、大きな疾病が出てきます

と、今後の予断も許さないような状況でございます

ので、今後の推移を見守りながら対応してまいりた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第３号平成

３０年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました、議案第３号平成３０年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)につきまし

て、提案の趣旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、平成２９年度決算に伴う繰越金につい

て、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、平成２９年度決算に伴う広域連合納付

金の確定及び一般会計繰出金の額について、所要の

補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきます

ので、御了承願います。 

 議案第３号平成３０年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２５万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１億４,５８４万３,０００円と

する。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金、２５万８,０００円。 

 歳入合計は、２５万８,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金、１７万２,０００円。 

 ３款諸支出金、８万６,０００円。 

 歳出合計は、２５万８,０００円であります。 

 以上で、議案第３号平成３０年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算(第１号)の説明といた

します。 

 御審議いただまして、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第４号平成

３０年度上富良野町介護保険特別会計補正予算(第

１号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました、議案第４号平成３０年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算(第１号)につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 
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 １点目は、歳入におきまして、本特別会計の平成

２９年度分の決算確定によりまして、繰越額が確定

したことから、既決予算に４,０３２万円を追加す

ようとするものであります。 

 ２点目は、歳出におきまして、平成３０年度から

包括支援事業に係る給付請求事務について、国保連

にインターネットによる請求事務を取り扱うことと

なり、平成３０年度から３２年度の３カ年間につい

て、必要な経費を一括支出するため、補正するもの

であります。 

 ３点目は、平成２９年度に町一般会計から繰り入

れた職員給与費、介護給付費及び地域支援事業費の

精算により確定した４１６万円を一般会計に繰り出

しするものであります。 

 なお、収支の差額につきましては、今後の本会計

の安定対応に資するため、予備費に３,６１４万６,

０００円を計上しようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第４号平成３０年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,０３２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１０億１,５６８万２,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款ごとの補正額のみ申し上げ

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金、４,０３２万円。 

 歳入合計は、４,０３２万円であります。 

 ２、歳出。 

 ３款地域支援事業費、１万４,０００円。 

 ６款諸支出金、４１６万円。 

 ７款予備費、３,６１４万６,０００円。 

 歳出合計は、４,０３２万円であります。 

 ２ページ目以降の事項別明細書につきましては、

既に御高覧いただいておりますことで、説明を省略

させていただきますので、御了承願います。 

 以上、議案第４号平成３０年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算(第１号)の説明といたします。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第５号平成

３０年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算(第２号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（北川和宏君） ただいま

上程いただきました、議案第５号平成３０年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算(第

２号)につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 １点目は、寄附採納に伴う補正で、サービス事業

費の備品購入費に財源充当するものであります。 

 ２点目は、介護予防の普及啓発を図るため、介護

予防教室を開催する費用について、所要額を計上す

るものであります。 

 ３点目は、介護従事者支度準備金及び介護職員初

任者研修受講者研修費助成の追加補正をするもので

あります。 

 なお、収支残額につきましては、本会計の今後の

財政需要に備えるため、予備費に計上しようとする

ものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第５号平成３０年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算(第２号)。 

 平成３０年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億９,９３９万５,０００円と
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する。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金、２５万３,０００円。 

 ６款諸収入、１万円。 

 歳入合計、２６万３,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費、１６万円。 

 ５款予備費、１０万３,０００円。 

 歳出合計、２６万３,０００円。 

 以上で、議案第５号平成３０年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計補正予算(第２号)の説明

といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第６号平成

３０年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

(第１号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤清君） ただいま上程いただ

きました、議案第６号平成３０年度上富良野町簡易

水道事業特別会計補正予算(第１号)の補正の要旨に

ついて御説明申し上げます。 

 内容は、平成２９年度会計決算に伴います収支の

精算余剰を平成３０年度会計に繰り越し、同額を一

般会計へ繰り出すものであります。 

 内訳につきましては、歳入では、水道使用料の減

額と手数料等の増額を主要因とする収入合計９,０

００円の減額と、歳出では、一般管理費及び事業費

等の執行残を主要因とする支出合計８３万２,００

０円を減じますと８２万３,０００円となり、既存

予算の１,０００円に繰越金及び操出金にそれぞれ

追加するものとなっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第６号平成３０年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８２万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８,２９４万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金、８２万３,０００円。 

 歳入合計、８２万３,０００円の増額となるもの

です。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金、８２万３,０００円。 

 歳出合計、８２万３,０００円の増額となるもの

であります。 

 ２ページ以降の事項別明細書の説明につきまして

は省略させていただきます。 

 以上、議決項目のみを御説明申し上げました。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 
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○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第７号平成

３０年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算(第１号)を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤清君） ただいま上程いただ

きました、議案第７号平成３０年度上富良野町公共

下水道事業特別会計補正予算(第１号)の補正の要旨

について御説明申し上げます。 

 内容は、平成２９年度会計決算に伴います収支の

精算余剰を平成３０年度会計に繰り越し、同額を一

般会計へ繰り出すものであります。 

 内訳につきましては、歳入では、使用料及び手数

料の増額を主要因とする収入合計６０万３,０００

円の増額と、歳出では、一般管理費、施設管理費及

び建設事業費、予備費等の執行残１０７万２,００

０円となり、合計１６７万５,０００円を、既存予

算の１,０００円に繰越金及び繰出金にそれぞれ追

加するものとなっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第７号平成３０年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算(第１号)。 

 平成３０年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１６７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億５,８０８万２,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金、１６７万５,０００円。 

 歳入合計、１６７万５,０００円の増額となるも

のです。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金、１６７万５,０００万円。 

 歳出合計、１６７万５,０００円の増額となりま

す。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、省

略させていただきます。 

 以上、議決項目のみを御説明を申し上げました。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第８号平成

３０年度上富良野町病院事業会計補正予算(第１号)

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま上程い

ただきました、議案第８号平成３０年度上富良野町

病院事業会計補正予算(第１号)につきまして、提案

の要旨を御説明させていただきます。 

 今回の補正の内容ですが、１点目は、給与費の補

正であります。その内容は、本年４月１日に採用さ

せていただいた薬剤師の初任給調整手当の補正であ

ります。当該薬剤師の免許合格が本年３月２７日と

なったため、新年度予算の計上に間に合わなかった

ことから、今回、補正をお願いするものです。金額

につきましては、月額１０万円の１２カ月分、１２

０万円の増額補正で、その財源として、一般会計よ

りの補助金を充てるものでございます。 

 ２点目につきましては、町立病院分の寄附採納と

しまして、７件、９３万円を賜りましたので、一般

会計よりの出資金を受けまして、建設改良費、什器

備品の整備に充てるため、同額の増額補正をお願い

するものです。 

 次に、３点目ですが、看護師奨学金につきまし

て、この５月に申請があったことから、関係書類の

審査、本人との面接の結果、貸付の決定をさせてい

ただいたことから、一般会計よりの出資金を受けま

して、平成３０年度分の貸付分、月１０万円の１

１カ月分、１１０万円の補正をお願いするもので

す。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号平成３０年度上富良野町病院事業会計

補正予算(第１号)。 
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 総則。 

 第１条、平成３０年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、平成３０年度上富良野町病院事業会計予

算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款、病院事業収入、１２０万円。 

 第２項、医療外収益、１２０万円。 

 支出。 

 第１款、病院事業費用、１２０万円。 

 第１項、医業費用、１２０万円。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款、資本的収入、２０３万円。 

 第１項、出資金、２０３万円。 

 支出。 

 第１款、資本的支出、２０３万円。 

 第２項、建設改良費、９３万円。 

 第３項、奨学資金貸付金、１１０万円。 

 議会の議決を経なければ流用することができない

経費。 

 第４条、予算７条中、「（１）職員給与費６億

２,７４７万８,０００円」を「（１）職員給与費６

億２,８６７万８,０００円」に改める。 

 以上、議案第８号平成３０年度上富良野町病院事

業会計補正予算(第１号)の御説明とさせていただき

ます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました、議案第９号上富良野町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 今回、新たに町立病院の役職として、事務長の指

揮監督下に、診療部門、薬局部門及び栄養部門に勤

務する医療技術職員の人事や労務管理全般を横断的

に所掌する統括技師長を位置づけるよう、行政組織

規則の改正を予定しているところであります。 

 統括技師長の職については、本庁組織に置く主幹

同等職の管理職とすることから、当該統括技師長に

主幹職と同額の管理職手当を支給するよう、管理職

手当の支給範囲を定めている給与条例別表６の一部

改正を行うものであります。 

 あわせて、現行の給与条例別表６においては、そ

れぞれの医療資格ごとに、医療技術管理職として、

その置くことができる職名を規定しているところで

すが、現行、規定しているもの以外にもさまざまな

資格があることから、医療技術管理職の個々の具体

的職名については、規則にゆだねるよう改正を行う

ものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第９号上富良野町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例。 

 上富良野町職員の給与に関する条例（昭和３５年

上富良野町条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第６、町長の補助機関たる職員の部、町立病

院の項、３万５,０００円の欄を次のように改め

る。 

 副看護師長、統括技師長、次長、その他規則で定

める技師長等。 

 附則、この条例は、平成３０年７月１日から施行

する。 

 以上で、議案第９号上富良野町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 
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○１１番（米沢義英君） ちょっとお伺いいたしま

すが、今回の規則にゆだねるという形になっており

ますが、条例に基づいて設置するという形は、従

来、どのようになっているのか、お伺いいたしま

す。要するに規則でなくて条例で定めたほうがいい

のではないかというふうな話です。。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢議員からあ

りました、条例で定めるべきではないかという部分

のところでございますが、給与条例関係につきまし

ては、基本的に公務員の給与につきましては、条例

主義でございますので、条例がなければ一切支給が

できないという形になってございますが、今の現行

の組み立てとしましては、基本的な金額を含めて、

基本的な部分につきましては条例で定めていると。

細かい部分につきましては、各給与条例の中でそれ

ぞれ規則の中で具体的な項目を定めるという形で条

例自体はつくってございます。 

 その中で、今回につきましては、管理職の職名の

部分でいきますと、通常、こちらに書いておりま

す、課長職でいきますと課長職、事務長という部分

と、主幹職ということで主幹、室長、次長というこ

とで、あとは施設長等々書いてございますが、いわ

ゆる医療技術の方だけ、従前から個々の資格ごとに

応じて職名をつけていたという部分がございまし

て、今現在いる職員についてはいいのですけれど

も、これから先、いろいろな医療技術に関する資格

がこのほかにもいろいろございますので、その職を

求めたときに、そのためだけに給与条例を改正をす

るというよりも、具体的につける資格に応じた職種

というのは規則のほうに委任をさせていただきます

と、こちらのほうも、変な話ですが、発令につきま

してもスムーズにいけるのかなというふうに思いま

して、今回、他のところとあわせるような形で、基

本的な部分は条例で決めていただいて、そこにつけ

る具体的な何々技師長とか、その何々という部分に

つきましては、規則のほうに委任していただくよう

お願いをするものでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ないようですので、これで

質疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町保健事業検診受診料徴収条例の一部を改

正する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました、議案第１０号上富良野町保健事業検診

受診料徴収条例の一部を改正する条例の提案の要旨

を御説明させていただきます。 

 これまで、まちの保健事業である基本健康診査

は、昭和５８年、老人保健法に基づく年齢区分によ

り、平成１５年度から検診受診料を有料とし、徴収

してまいりました。 

 今回の改正の内容につきましては、１点目とし

て、各検診項目において、検診受診料の負担割合が

異なるため、受益者負担の公平性の観点から、一定

の基準を設けること。 

 ２点目としては、検診の種類につきまして、基本

検診を含む項区分につきまして、検診の検査方法が

多岐となり、１４項目について検診事業を実施して

いること。 

 ３点目としては、検診受診料について、所得に応

じた負担とし、市町村民税所得割非課税世帯及び７

５歳以上のがん検診受診者について、減免すること

を新たに定め、低所得者対策として、経済状況によ

る健康格差の解消を図るものであります。 

 なお、保健事業の検診種類と検診受診料、必要な

事務手続については、施行規則において定めること

とし、制度改正に当たりましては、住民に対する周

知期間を賜りたく、第４条につきましては、公布の

日から施行とし、とり進めてまいります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえたいと思いま

す。 

 議案第１０号上富良野町保健事業検診受診料徴収

条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町保健事業検診受診料徴収条例（平成１

２年上富良野町条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中、「町が保健事業として実施する検診の

うち、別表に掲げる検診については、同表に定める

受診料」を「町が特定健康診査及び保健事業として

実施する検診の受診料は、規則で定める額を」に改

める。 

 第３条、見出し中、「免除」を「減免」に改め、

同条中、「受診料を」の次に「減額又は」を加え、
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同条第２号を第４号とし、同条第１号の次に次の２

号を加える。 

 ２号、受診者及びその世帯員（住民基本台帳法

（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づく世帯の

構成員をいう。）のすべてが、前年度市町村民税所

得割の非課税者である者。 

 ３号、７５歳以上のがん検診受診者。 

 第４条中、「町長が別に定める。」を「規則で定

める。」に改める。 

 別表を削る。 

 附則、この条例は、平成３１年４月１日から施行

する。 

 ただし、第４条の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 以上、議案第１０号上富良野町保健事業検診受診

料徴収条例の一部を改正する条例の説明とさせてい

ただきます。 

 御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 第４条中、「町長が別に

定める」を、今度は「規則で定める」ということに

改めるのですけれども、何か支障があったのでしょ

うか、この改める理由をちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １３番村上議員の

御質問にお答えいたします。 

 このたび規則に定める関係につきましては、この

条例につきましては、別表に受診料につきましてつ

けてございましたが、今回は、これまでは規則が定

めがございませんでした。この規則を新規に定める

ことにより、条例においては、検診受診にかかわる

本則を定め、規則につきましては、検診受診項目、

検診受診料並びに受診料の減免に関する手続等につ

いて、規則に定めることから、「町長が定める」を

「規則で定める」というふうに変更しているもので

ございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） お伺いいたします。 

 今回のこの改正に当たっての検診受診料徴収の改

正案を見ておりますと、例えば後期高齢者医療につ

いては、課税世帯７００円と、非課税世帯も７００

円という形になっているかというふうに思います。

他の受診料等見ましたら、約半分程度、半額程度に

なっているかというふうに思います。この点、後期

高齢者は、説明では１割が原則という形の話であっ

て、非課税世帯についてもそれが適用されるという

形になるのか。これはまち独自でそれは対応できな

いのかどうなのか、この点、お伺いしておきたいと

いうふうに思います。 

 二つ目には、例えば現行案では、７０歳以上は

１,０００円という形に、例えば特定健診で見ます

となっております。町民税の課税世帯という形にな

れば、今度は２,０００円に上がるのかなというふ

うに思いますが、そうしますと、どのぐらい課税世

帯があるかわかりませんけれども、逆に負担がふえ

るような部分も一方で見受けられるという状況があ

りまして、そうしますと、不公平感も出るのではな

いかというふうに感じるわけでありますが、この点

はどのような試算を根拠にしてこのような条文とい

うか、改正にされたのか、お伺いいたします。 

 それと、規則を準用するということであります

が、これは条例等によってきちっと定める必要があ

るのかどうなのか、ちょっとそこら辺をお伺いいた

します、金額等について、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

３点の御質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の、後期高齢者における基本健康診査につ

きましては、課税、非課税関係なく７００円という

ことで改正案を示させていただいております。これ

は、全員協議会のところでも御説明させていただき

ましたが、道の後期高齢者医療広域連合に、後期高

齢者の保健につきましては、検診料につきましては

１割程度の負担ということで定められており、これ

につきましては、まち独自の施策ということでの、

今現在のところの考えは持ち合わせていないこと

で、まずこの１割の負担の７００円は、皆様から受

益者負担ということでお願いをさせていただきたい

とまず考えております。 

 ２点目の、７０歳以上の方は、これまで６９歳の

方は２,０００円、７０歳以上の方は自動的に年齢

とともに１,０００円ということでなっていたわけ

なのですが、今後のこの改正案につきますと、７０

歳以上７４歳までの方については、課税と非課税で

検診料が変わるのではないかという御質問に対して

でございますが、実際に７０歳から７４歳の対象の

方につきましては、課税世帯については現行の２,

０００円になりますので、これについては、料金の

ほうが維持される形になります。なお、非課税世帯

の方は減額になりますので、それにつきましてのま

ちのほうの算定でございますが、２８年度の検診者
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の実績を参酌しますと、まず変更なしという方が約

６０％、７０歳から７４歳で上がるという方が約２

割程度ございます。下がる方が２割程度ということ

で参酌しておりますので、一応これは２８年度ござ

いますので、まだ今年度、２９年度、３０年度の参

酌は、今後、検討しなければならないと思います

が、７０歳から７４歳の方においては、上がる方は

約２４０名程度、２割程度というふうに見込んでご

ざいます。 

 この関係につきましての負担の公平感についてで

ございますが、制度の改正に当たりまして、今回は

所得のある方には所得のある方の負担ということで

考えておりますので、この２,０００円を６９歳か

ら７０歳、７４歳になるまでの間の負担等について

は、御負担をお願いできる範囲ではないかというふ

うに担当としては考えて、今回の改正案となってご

ざいます。ただ、７５歳になりますと、後期高齢者

の基本健診に移りますので、ここにおきましては、

本当に健康と検診料の低額化になりますので、何と

か７５歳以上を皆さん目指していただいて、今後と

も長生きしていただきますようお願いしたいと思い

ます。 

 ３点目の、規則についてでございますが、この規

則につきましては、これまでまちのほうの条例につ

きましては、別表に検診の受診料をうたってござい

ましたが、全道の自治体の健康診査にかかわる検診

料について調査しましたところ、条例で定めていた

のは３町村ということで、かなり皆さん、検診につ

いてはきちっと条例で定めておりますけれども、検

診の項目もかなり多岐にわたり、今までも町長が別

に定めるということで検診を実は行ってきた経過が

ございます。それで、きちっと今回は、条例には軽

減策を、規則にはそれにかかわる手続と、受診料に

つきましては、今回、負担割合の考え方をきちっと

そこに明記しまして、住民の皆様に検診サービスを

受けていただきますよう、整備を整えるものでござ

いますので、御理解を賜りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、７５歳ま

で頑張れということなのですけれども、頑張りたい

とは思いますけれども、人の体ですから、どうなる

かちょっとわからないような状況があるかというふ

うに思います。基本が、いわゆる２４％、自己負担

率という形だというふうに思っています。そうする

と、当然、基本額、いわゆる検診委託料が上がれば

おのずと上がるという仕組みになるかというふうに

思いますが、そうしますと、その分、当然、自己負

担がふえるという形になるというふうに思います

が、この点は当然そういうふうになると確認してお

きたいと思います。 

 それで、７０歳以上の部分でありますが、少しで

も受診をふやしたいという形で、減免措置も非課税

措置とがん検診のみについては７５歳以上という形

で、若干、こういった部分の検診が、受診率が下回

るという、向上を目指してそういった措置をとられ

たということであれば、この７０歳の方に対して

も、低額でやはり受診できるような措置を私は継続

すべきだというふうに思いますが、この点、なぜそ

ういった措置はされなかったのか、もう一度確認し

ておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の、受益者負担割合につきまして、おおむ

ね２５％ということで、まちとしては今回算定を

し、皆様から検診の受診料については負担をしてい

ただこうと思っております。ただ、これにつきまし

ては、検診委託料が変われば変わるのではないかと

いう議員の御質問かと思いますが、この間の資料で

も御説明したように、高いところの２５％いただく

のではなくて、一番安いところを基本の検診として

算定をさせていただきますので、全部の検診機関が

値上がりすれば、そのときにはまちとしても判断を

せざるを得ないところは出てくるかと思いますが、

かなり検診機関も、皆さん競争がありまして、価格

については、皆さん、本当に努力していただいてい

るところでございます。今後においても、消費税の

改正、いろいろな見込みを立てた上で、まだそこま

では、各受診料につきましては、その負担の改正が

あったとしても、まちとしては耐えられる受益者負

担割合になるであろうということで、この検診料に

ついては定めていきたいということで考えておりま

すことを御理解いただきたいと思います。 

 次に、７０歳以上の方に対しての配慮というか、

その辺の考えについての御質問なのですけれども、

これまでまちの検診につきましては、本当に皆さ

ん、多くの方が基本健診並びに各検診についても受

診をいただいております。いよいよ来月からも今年

度の受診が始まりますが、７０歳以上から７４歳の

方だけを今回ターゲットにして値上げをするのでは

なくて、あくまでも７０歳以上から７４歳の方につ

いても、引き続き検診は受けていただきたいと思っ

ております。 

 なお、ここで金額の考え方なのですが、２,００

０円だから受けられないのか、１,０００円だから

受けていたのかではなくて、ここはきちっと所得の

判断に応じた負担割合をお願いしていかなければな
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らないのが、今、まちの考えとして持ち合わせてい

るところでございます。 

 ただ、７５歳以上の方につきましては、後期高齢

の医療との関連もございますので、その判断からこ

のような施策を設けておりますので、今、議員御発

言のとおり、７０歳から７４歳の方については、検

診の受診率を下げることなく、住民の皆様に検診を

受診していただけるように、住民説明を所管として

は努めていくのが私どもの責務だと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第１０号上

富良野町保健事業検診受診料徴収条例の一部を改正

する条例は、なお十分な審議が必要と思いますの

で、この際、厚生文教常任委員会に付託し、審議し

ていただきたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、厚生文教常任委員会に付託する

ことに決しました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１１号

上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました、議案第１１号上富良野町介護保険条例

の一部を改正する条例の提案の要旨を御説明させて

いただきます。 

 改正の内容につきましては、介護保険法施行令等

の一部を改正する政令（平成３０年３月２２日政令

第５６号）が公布されましたことから、これに伴い

まして、当該関係政令を準用している本条例のう

ち、第３条に定めております介護保険の自己負担割

合及び高額介護等サービス費の所得段階の判定基準

となっております合計所得金額について、税法上に

設けられている控除の仕組みである譲渡所得または

短期譲渡所得にかかわる特別控除額を控除すること

を勘案するため、改正を行うものであります。 

 以下、議案を朗読しまして、説明にかえたいと思

います。 

 議案第１１号上富良野町介護保険条例の一部を改

正する条例。 

 上富良野町介護保険条例（平成１２年上富良野町

条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第６号ア中、「令第３８条第４項」

を「令第２２条の２第２項」に改める。 

 附則、この条例は、平成３０年８月１日から施行

する。 

 以上、議案第１１号上富良野町介護保険条例の一

部を改正する条例の説明とさせていただきます。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ないようですので、質疑を

終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１２号

上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました、議案第１２号上富良野町放課後児童健

全育成事業の設備運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の提案の要旨を御説明させてい

ただきます。 

 改正の内容につきましては、放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令（平成３０年厚生労働省令第４６号）が３月３

０日に公布されたことから、これに伴いまして、当

該関係省令を準用している本条例のうち、放課後児

童支援員の基礎資格等の規定について改正するもの

であります。 

 １点目は、第１０条第３項第４号について、「学

校教育法に基づく各教諭資格を有する者」を「教員

職員免許法第４条に規定する免許状を有する者」に
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改正し、資格要件について明確にするものでありま

す。 

 ２点目は、新たに第１０号とし、５年以上放課後

児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適

当と認めた者を追加し、従事する職員の資格につい

て拡大するものであります。 

 以下、議案を朗読しまして説明にかえたいと思い

ます。 

 議案第１２号上富良野町放課後児童健全育成事業

の設備運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に

関する基準を定める条例（平成２６年上富良野町条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項第４号を次のとおり改める。 

 ４号、教育職員免許法（昭和２４年法律第４１７

号）第４条に規定する免許状を有する者。 

 第１０条第３項に次の１号を加える。 

 １０号、５年以上放課後児童健全育成事業に従事

した者であって、町長が適当と認めた者。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第１２号上富良野町放課後児童健全育

成事業の設備運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の説明とさせていただきます。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１３号

財産の取得についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました、議案第１３号財産の取得についてにつ

きまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現行の戸籍総合システムは、平成２５年１１月か

ら稼働しておりますが、本年１０月には５年が経過

し、機器の保守も終了することから、予期せぬシス

テム障害や法改正によるバージョンアップの対応に

も困難な状況になるため、戸籍総合システムの整備

をいたしまして、戸籍関連業務に万全を期そうとす

るものであります。 

 本件の取得いたします戸籍総合システムは、上富

良野町への譲渡を前提として、５月２８日に北海道

市町村備荒資金組合と富士ゼロックスシステムサー

ビス株式会社とにおいて、１,５２２万８,０００円

の売買契約に関する仮契約の締結がなされておりま

す。この財産につきまして、北海道市町村備荒資金

組合から上富良野町へ譲渡を受けるため、財産取得

の議決を求めるものであります。 

 なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得価

格に年０.０１％の利息をつけまして、本年度から

平成３４年度までの５年間で支払いをするものであ

ります。 

 また、本年３月の第１回町議会定例会におきまし

て、債務負担行為の議決をいただいているところで

ございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１３号財産の取得について。 

 戸籍総合システムを次により取得するため、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 記。 

 １、取得の目的、戸籍総合システム。 

 ２、取得の方法、北海道市町村備荒資金組合から

の譲渡。 

 ３、取得金額、１,５２２万８,０００円。 

 ４、取得の相手方、札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道自治会館内、北海道市町村備荒資金組

合、組合長 菊谷秀吉。 

 ５、納期、平成３０年１２月３１日。 

 以上で、議案第１３号財産の取得についての説明

とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ないようですので、質疑を

終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた
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します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を１０時４５分とします。 

────────────────── 

午前１０時３１分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 議案第１４号

第６次上富良野町総合計画基本構想を定めることに

ついてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（剛君） ただいま上程され

ました、議案第１４号第６次上富良野町総合計画基

本構想を定めることについてにつきまして、提案の

要旨と、お手元に配付してございます第６次上富良

野町総合計画基本構想の骨子について御説明申し上

げます。 

 また、基本構想を策定する過程において取りまと

めました総論についても配付させていただいており

ますので、御参照いただきたく存じます。 

 今回提出させていただいた件につきましては、上

富良野町議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第１号の規定に基づき、議会の議決をもとめるもの

であります。 

 本町では、これまで５次にわたる総合計画を策定

し、計画的なまちづくりを進めてきました。平成２

１年度から平成３０年度までの１０年間を計画期間

とする第５次上富良野町総合計画では、まちの将来

像を「四季彩のまち・かみふらの－風土に映える暮

らしのデザイン」と定め、その実現に向けたさまざ

まな取り組みを推進してまいりました。 

 しかしながら、この間、少子高齢化や人口減少の

急速な進行、全国各地における大規模な自然災害の

発生などにより、社会・経済情勢は大きく変化して

きております。 

 また、町内においても、人口減少への対応が大き

な課題となっているほか、町民の意識は、保健、医

療、福祉の充実、快適で安全・安心な住環境の整備

について重視する傾向が強まっています。 

 こうした社会・経済情勢の変化やまちの課題、町

民ニーズに的確に対応しながら、将来にわたって自

立、持続可能な上富良野をつくっていくため、協働

のまちづくりを念頭に、現計画の施策、事業を継

承、発展させるとともに、新たな視点と発想を加

え、第６次上富良野町総合計画を策定するものであ

ります。 

 このたび提出の基本構想は、平成３１年度以降の

１０年間におけるまちの進むべき方向を示すもので

あり、その内容といたしましては、まちづくり全て

において基本となるまちづくりの三つの視点を初め

将来像、人口の目標、計画の体系、分野ごとの目標

と取り組み方針からなっております。 

 この基本構想の策定に当たりましては、地域社会

における人口や産業などの動向を踏まえるととも

に、中学生を含む町民等アンケート調査や、町内各

活動団体を対象としたグループインタビュー等を通

じて、町民の期待、意見の反映に努めてまいりまし

た。 

 さらに、庁内主幹職などによるプロジェクト会

議、理事者、課長職による総合計画策定委員会にお

いて、素案作成のための協議、作業を行い、平成２

９年１２月５日、町内主要団体の代表１０名と公募

５名で構成する上富良野町総合計画審議会を設置

し、基本構想案について諮問を行い、審議会での慎

重な審議を経て、過般、５月１６日に答申をいただ

いたところであります。 

 この基本構想では、本町の特性、資源を最大限に

生かしながら、協働のまちづくり、おだやかに安心

して暮らせる安定感のあるまちづくり、人が行き交

うまちづくりを進め、町民の暮らしが輝き、ずっと

住み続けたくなるまち、そして、町外から多くの人

が訪れ、交流が生まれ、本町に移り住みたくなるま

ちをみんなでつくり上げ、それを未来に引き継いで

いくという思いを込め、将来像を「暮らし輝き交流

あふれる四季彩のまち・かみふらの」と定めまし

た。 

 また、この将来像の実現に向け、六つの分野を設

定し、それぞれに目標と取り組みの方針を定めてお

ります。 

 一つ目は、生活環境分野で、きれいで安全・安心

な生活環境のまち。 

 二つ目は、保健、医療、福祉、子育て分野でみん

なが元気になる健康福祉のまち。 

 三つ目は、産業分野で、活力と交流あふれる産業

のまち。 

 四つ目は、教育、文化分野で、未来を開く人を育

む教育、文化のまち。 

 五つ目は、生活基盤分野で、発展を支える生活基
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盤が整ったまち。 

 六つ目が、協働、共生、行財政分野で、ともに生

き、ともにつくるまちといたしました。 

 これらの目標を見据えて、総合計画に基づく施

策、事業の着実な実行により、平成４０年の人口の

目標を１万６６０人といたしたところであります。 

 以上、提出の要旨と基本構想の骨子について御説

明させていただきました。 

 以下、議案を朗読し、提案といたします。 

 議案第１４号第６次上富良野町総合計画基本構想

を定めることについて。 

 上富良野町議会の議決すべき事件に関する条例第

２条第１号の規定により、第６次上富良野町総合計

画基本構想を定めることについて、議会の議決をも

とめる。 

 御審議くださいまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た第６次の基本構想に関するところで、大きな三つ

の視点というところにあるのですが、基本になるの

が、やはり上富良野町の人口の目標というか、設定

になってくると思うのです。 

 この間、第５次総合計画においても、最終年度で

ある平成３０年については、予測値と目標値という

ことで、予測値でいくと１万１,５０８人というこ

とでございまして。目標値は１万１,９００人とい

うことでありました。 

 しかしながら、平成３０年５月末の我がまちの人

口は１万８４６名ということで、目標値は別として

も、いわゆる社人研のほうで出している数値にかな

り近いということになっております。 

 これを踏まえて、３ページにあります、目標人口

が、今回、平成４０年度、２０２８年、予測値とし

ては９,５４０人という、ちょっと古いデータに

なっていると思うのですけれども、恐らく社人研で

新しく出した数字で見ると、ちょっと微妙なところ

なのですけれども、２０３０年、平成４２年の予測

値として８,３０９人というのが最新の数値で出て

おります。いろいろ比較すると、２０２０年には

９,９９１名になるというところで、今現在のとこ

ろからも８５０人、この２年間で減るというのは

ちょっと考えづらいのですが、それにしても、予測

値に対する目標値が今１万６６０人、確かにこの人

数は掲げるべき数字としては大変志が高く、また、

この数字、この人口があってこそ、この６総、１０

年間ができるというふうには私も思うのですが、も

うちょっと現実的な数値というか、ある程度、やは

り人口ベースがないと、この六つの分野ごとのもの

の中でもかなり厳しくなってくる、また、目標とし

て掲げるべきものができなくなるというおそれがあ

ると思うのですが、この人口の目標設定についての

考え方についてお示しをいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） ただいま６番金子

議員からの、人口の目標設定数値に関する御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 今回、この数値を出した経過につきましては、金

子議員おっしゃったとおり、ちょっと古いという

か、最後に着手した地点が、社人研で出した数字が

平成２２年度の国調ということになってございまし

て、この策定作業が進む過程の中で、ことし３月末

に平成２７年度の国調をもとにした社人研の推計値

が示されたところであります。その辺のちょっと作

業的なタイムラグといいますか、そういう部分で、

今回示させていただいております人口については、

平成２２年の国調人口をもとにした推計に基づいて

出されたものということで、ただ、私どもとして

も、現にもう、ちょっと時期はずれましたけれど

も、新しい数字が出てきてございますので、それを

いかに計画に反映させていくかということには、ど

ういう方法がいいのかということで、こういうこと

も検討も並行して行いながらという段階ではござい

ますが、例えば、今の時点では、やはり審議委員の

審議過程とかということもございますし、今回、平

成３０年３月に出した数値の検証、検討というもの

を加えまして、どういう目標の人口に設定したらい

いかというところは、ちょっと今の時点ではまだ作

業が精査できていないという状況でございます。そ

のあたりが、検証、精査ができたときに、どの時点

でそういう人口を変える必要があるのか、変えたほ

うがいいのか、そういう判断も含めて、そのタイミ

ングは常にうかがいながら、作業といいますか、推

移を見ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） わかります。課長おっしゃ

るように、社人研が出たのも、たしか４月に新しく

なってから出たから、多分、ずれがあったと思うの

です、御説明のとおり。この構想を出したときの審

議過程で、その前の数字ということではいいので

す。 

 大事なのは、目標数値が、当然、社人研にして

も、いわゆる全国の、国の出生率だったりとか、い

わゆる少子高齢化だったり、お亡くなりになる方、



― 64 ― 

産まれる方のバランス等々のところから、常に変動

するのはいいと思うのです。問題は、例えば社会的

に９,５００人が９,０００人になるということより

も、目標数値を１万６６０人に定める、そのため

に、例えば５総のときは、ケースＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、

Ｅということで、現状のまま、また、移住・定住が

２０人以上とかという、段階的なものというのをあ

る程度想定したものが構想の中にも組み込まれてい

たのですけれども、そういう考え方というのが、今

回、どの段階で、段階的に、最終的な平成４０年度

にこの目標数値に近づけるやり方とかというのが、

具体策がちょっと示されていなかったものですか

ら、その辺の考え方というのはどういうことでこの

目標数値を出されたのかをお示しいただきたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） ６番金子議員の、

ただいまの人口設定の算出の根拠といいますか、そ

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 今回、議員も御承知のように、２８年３月に総合

戦略をつくりまして、あわせまして、上富良野町人

口ビジョンをつくりました。そこで２０４０年の将

来的な人口設定をしたわけですけれども、算出の仕

方としては、それを踏襲している形でございます。

社人研で示しています社会減、それを２割程度に圧

縮しようということと、そこでいけば、やはり雇用

の場の確保ですとか、産業の振興でありますか、そ

ういうことになります。 

 もう一つは、出生率を２.０７と、要するに自然

増減では減っていかない一つの目安としては、２.

０７の出生率が必要ということで、そういう設定を

してございます。その根拠も、国もそういう出生率

を上げていこうという政策を強力に進めていこうと

いうもとに、もともとうちは全国平均、全道でも高

いほうでございますので、そこまで数字を求めても

いいのではないかという判断のもとで、それを算出

根拠として、要するに目標人口の設定をいたしてい

るところでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ということは、すなわち最

終的には、この目標数値が、鶏が先か卵が先かでは

ないのですけれども、この目標数値を目指すための

一つの基本構想があり、計画ができていくことにな

りますし、また、この目標数値があるからこそ、こ

の計画にのっとってまちづくりができていくという

ことになっていくので、今後の、これから策定され

るべく基本計画については、今言ったような、例え

ば合計特殊出生率を２.０７に上げるべく子育て政

策をしていくとか、また、地域に根ざすべく産業構

造のためのいわゆる振興計画があったりとか、定住

政策があったり、また、それだけではなくて、どん

どんどんどんやはり自然減していくところをとめて

いくための移住政策とかいうこともかなり盛り込ん

だことが、今後の計画の中に具体化として出ていく

ということで、この数値が出されているということ

で理解してよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） ただいまの６番金

子議員の御発言ですが、全くそのとおりでございま

す。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） ６次の総合計画の基本構想

についてお伺いいたします。 

 非常にすばらしくよくできているというふうに思

います。ただ、計画を新たにつくるときは、その前

のものの教訓を対策に生かしていかなければいけな

いだろうというふうに思っています。この計画につ

いては、将来像をしっかり分析しまして、六つの分

野目標を設けて、しっかりとフロー図というのです

か、フローチャートに網羅されておりますけれど

も、その前提となるところには、まちの特性という

のですか、それとか、位置と地勢等と、いろいろあ

りますけれども、まだ５次総合計画が終わっていま

せん。だから、まだ５次のそういう教訓、対策がな

されていないのか、あるいは、前回お伺いしました

けれども、もう一つの、もっと細かくしたところ、

総論というのですか、これを読めばわかるというと

ころもおっしゃったのですけれども、なかなか

ちょっとわからないところもありまして、そういっ

た、今後、５次の分析を出されるのか、出したとし

ても、つけ加えて、このフローチャートといいます

か、フロー図は変わらないとは思うのですけれど

も、しかし、段階を踏んでいく限りにおいては、や

はり今、同僚議員が言いましたように、人口対策に

しろ何にしろ、やはり５次はこうだったからこう

なったのだと。だから６次はこうするのだというよ

うなものを導き出すためには、５次の分析というの

は大事だと思うのですけれども、今後、そういった

ものを出す考え方があられるのか、あるいはこのま

までいくのか、そこをお示ししていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） ただいまの５番今

村議員の、５次の総括についての御質問でございま

す。 

 ５次で行いました１００を超える、数百の施策事

務事業については、昨年の時点で一たんの総括を



― 65 ― 

行っているところでございまして、それは一つ一つ

総括をしているところで、効果であったり、今後の

方向性であったりというところでは、総括をしてい

るところでございます。ただ、なかなかそれをお示

しすると膨大な資料になりますので、それらが全部

総論の中に凝縮されているということで御理解をい

ただきたいのですけれども、ただ、前回の総合計画

も、施策によっては指標を示しています、目標数値

を。それは必ずチェックしてございますので、こと

しが最終年度ですから、平成３０年度終わった時点

でその指標を整理しまして、５次の施策、事業が目

標に対してどうだったか、そういうようなことは見

て、ごらんいただいて、理解いただけるようなもの

はしっかり出させていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

１１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 人口の目標設定は、担当

の課長からも話がありました。それで、当然、ビ

ジョン計画に基づく２.０７％という形の出生率確

保という形になっております。しかし、実際、統計

調査を見ますと、実際、上富良野の出生率は決して

高くなく、逆に下がる傾向、１.７だとか、現実的

な話なのですが、あります。そうすると、こういっ

た部分の底上げをどうするのかということの、その

反映を行って２.０７何がしを確保するという話な

のかなというふうに思います。産業構造を見ても、

年少人口と生産年齢人口そのものが下がるという状

況になっておりますから、やはりこういった部分に

おける、やはりきちっとした対策をとらない限り

は、一定部分のその目標数値は最低でも確保できな

いのかなというふうに思っておりますが、この点、

いろいろ六つの事業の中にはそういったものが網羅

された中での記述になっているかというふうに思い

ますが、どういったところを争点として、生産年齢

人口、少子化に対する出生率を上げようとしている

のか。 

 また、同時に、１次産業のいわゆる農業、この統

計調査、いただいた文書にも書かれておりますが、

１次産業に従事する、そういった人口も減ってきて

いるということになれば、こういった部分、そうい

う部分も底上げしながら、２次産業、３次産業につ

なげるというような手法が大切なのかなというふう

に思いますが、こういったところの改善策というの

はどういうふうに考えておられるのか、お伺いいた

します。 

 それと同時に、地域の魅力を発揮するという形

で、観光人口、交流人口をふやしながら、そういう

ものも含めて人口増につなげたいという形になって

おりますが、この間、観光客の入込数等は決して、

最近、外国人の方々の入込数があって、若干ふえる

傾向がありますが、上富良野町はそんなに極端な形

で上昇するという形ではなっていないというふうに

思います。そうしますと、そういった部分の底上げ

をいかにしてこういった人口に反映していくのかと

いうことかというふうに思います。 

 そうすると、現在の役場職員の人事配置でいいの

かというような、細かい話はちょっと、ぱっと言い

ますけれども、なるというふうに思います。そうい

う意味では、やっぱり役場職員の人材確保というの

も相当力を入れなければ、総体的に、やっぱりこう

いうものを、計画は立てたはいいけれども、そこに

到達、なかなかしきれない、近づけないというよう

になるのかなというふうに思います。そういう意味

では、この点、どういうふうにお考えなのか。 

 それと、将来のコンパクトシティは別としても、

人口が減るという形の中で、行財政改革ということ

もうたわれております。しかし、これは住民に負担

を押しつけるというものではあってはならないと思

いますが、大枠でよろしいですが、施設の合理化含

めた行政改革というのはどういう中身なのか、教え

ていただければというふうに思います。 

 それと、何よりも地域のコミュニティというのが

非常に大事になってくるかというふうに思います。

確かにボランティア、あるいは地域の人材等を生か

しながらまちづくりを進めるという点では、最近、

どの自治体においてもそういう方向に流れとして

なっておりますが、しかし、高齢化という状況の中

で、必ずしも地域の人材が、あるけれども、それを

生かすかどうかという点での、やっぱり非常に難し

さが出てくるのかというふうに思います。そういっ

た点では、やっぱり基本は自治体がきちっとしなが

ら、そういったものも進めなければならないのでは

ないかというふうに思いますが、この点、大まかに

お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（剛君） １１番米沢議員の

御質問ですけれども、ここで具体的になかなか私も

答えられないかなというふうに思いますが、子供の

出生率、これは子育て支援なりの環境を整えて、子

供を産んでいただくような、そういう環境をつくっ

ていくということが基本となりますので、そこら辺

の施策の充実を図っていくということになろうかと

思います。 

 産業の、要するに産業人口、生産人口が減ってい

くというところでは、これは厳粛に受けとめなけれ

ばならない部分でございますので、今ある中でどの

ように生産性を向上させていくのか、そういうとこ
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ろに尽きると思います。それについては、農業も商

業も工業もそうですけれども、限られたそういう人

員の中で、いかに生産性を効率よく上げていくか、

そういうような施策が必要になってくるのではない

かというふうに思っております。 

 交流人口ということで、観光振興、こちらのほう

も、個別の計画も立てながらやってございますの

で、現在、観光振興計画、平成２４年度から今年度

までの６年間を計画期間として進めてございます

が、ただいまその総括を行っているところでありま

して、また３１年度以降、５年を計画期間とする観

光振興計画を策定している最中でございますので、

その中で、１次の観光振興計画の反省を踏まえて、

どういうような施策を打ったら効果的なのか、ある

いは、どういうような支援策を講じれば民間の事業

者が活発な事業活動になってくれるのか、効果が出

るのか、そういうことをしっかりと検証した中で、

事業の組み立てを行っていく必要があると思ってお

ります。 

 コンパクトシティの関係の行財政改革であります

けれども、コンパクトシティも一つの手段ではある

というふうに思っておりますが、こちらのほうにつ

きましては、行財政改革にもつながるということに

なりますけれども、かなり大きい話でございますの

で、こちらのほうについては、本当に百年の計のよ

うな、そういう規模の事業になるかというふうに思

いますので、その辺の可能性的には、今後、人口減

少する中で、効率いい行政運営を考えると、そうい

うことの検討を加えることも必要になってくるので

はないかなというふうに思います。 

 コミュニティの維持でございますが、議員おっ

しゃるとおり、各町内会等においては、高齢化が進

んでいることは十分認識しているところでございま

す。いろいろとそれを維持するための課題というの

も皆さん認識しながら、それぞれの自治会等で活動

されているというふうに考えております。やはり自

治会活動がきっちりと継続して持続して行われるよ

うに、そういうような支援体制をまちはとるべきで

はないかなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 動議を提出します。 

 ただいま可決されました第６次上富良野町総合計

画基本構想の基本計画の策定に当たり、１３人で構

成する第６次上富良野町総合計画基本計画調査特別

委員会を設置し、調査することを望みます。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ただいま９番荒生博一君か

ら、第６次上富良野町総合計画基本計画調査特別委

員会の設置に関する動議が提出され、この動議につ

きましては、会議規則第１６条の規定により、１人

以上の賛成がございますので、成立いたしますし

た。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を１１時３０分とします。 

────────────────── 

午前１１時１４分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたしたいと思います。 

────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（西村昭教君） 先ほど荒生議員から出され

ました動議につきまして、第６次上富良野町総合計

画基本計画調査特別委員会の設置に関する決議の動

議を日程に追加し、追加日程第４として直ちに議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、この動議を追加日程第４として、直ちに

議題とすることに決しました。 

 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前１１時２６分 休憩 

午前１１時２７分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 会議を再開いたします。 

────────────────── 

◎追加日程第４ 発議案第７号 

○議長（西村昭教君） 追加日程第４ 発議案第７

号として、第６次上富良野町総合計画基本計画調査

特別委員会の設置に関する決議を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ただいま上程されました、

発議案第７号第６次総合計画基本計画調査特別委員

会の設置に関する決議について、提案理由の説明を

いたします。 

 現行の第５次上富良野町総合計画は、本年度を最

終年度として、平成２１年３月に策定され、四つの

基本方針、五つの暮らし、２５の施策体系により、

まちづくりが展開されてきたところであります。 

 第６次上富良野町総合計画基本構想は、先般、可

決しましたが、今後１０年間のまちづくりの方向

や、重点課題の整備時期が示されるであろう第６次

総合計画基本計画策定に当たり、本議会としても、

第５次総合計画の評価や町民の声が反映された、真

に町民のための計画となるよう、調査、研究が必要

ではないかと考えます。 

 よって、議長を除く１３名の議員で構成する第６

次上富良野町総合計画基本計画調査特別委員会を設

置しようとするものであります。 

 なお、本特別委員会は、議会の閉会中も継続して

この調査をすることができるよう、調査期間を調査

の終了までとしようとするものです。 

 以下、朗読をもって説明にかえさせていただきま

す。 

 発議案第７号第６次上富良野町総合計画基本計画

調査特別委員会設置に関する決議について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 平成３０年６月２０日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員 荒生博一。 

 賛成者、上富良野町議会議員 岡本康裕。 

 第６次上富良野町総合計画基本計画調査特別委員

会設置に関する決議。 

 次のとおり、第６次上富良野町総合計画基本計画

調査特別委員会を設置するものとする。 

 記。 

 １、名称、第６次上富良野町総合計画基本計画調

査特別委員会。 

 ２、設置の根拠、委員会条例第５条。 

 ３、委員の定数、議長を除く１３人。 

 ４、調査の期間、調査の終了まで。 

 以上、発議案第７号第６次上富良野町総合計画基

本計画調査特別委員会設置に関する決議についての

説明といたします。 

 御審議賜りまして、御議決くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の方の起

立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 よって、本件については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 諮問第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 諮問第１号人

権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程をいただきま

した、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本町では４名の方々に、現在、人権擁護委員を務

めていただいているところでございます。 

 その人権擁護委員の中で、原喜美子氏が、このた

び平成３０年９月３０日をもって任期満了を迎える

ところでございます。 

 原喜美子氏におかれましては、これまで１期３年

間にわたり大変御活躍をいただいたところでありま

すが、このたび御本人から、後進に道を譲りたい

と、強い意向が示されましたことから、私といたし

ましては、今期の任期満了をもちまして退任される

ことを了承させていただいたところでございます。 

 これに伴いまして、原喜美子氏の後任の人権擁護

委員といたしまして、このたび、冨田朋子氏を推薦

いたしたく、御提案申し上げるところでございま

す。 

 なお、冨田朋子氏におかけましては、人格識見と

もにすぐれた方でございますので、ぜひ冨田朋子様

を御推薦申し上げたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以下、議案を朗読させていただきまして、説明と

させていただきます。 

 諮問第１号。 

 人権擁護委員候補者の推薦について。 

 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した

いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り、議会の意見を求める。 
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 記。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■。 

 氏名、冨田朋子。 

  ■■■■■■■■■■生まれでございます。 

 なお、経歴等につきましては、既に経歴書を御配

付させていただいておりますので、御参考に御高覧

賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

 御審議いただきまして、お認めいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は先例により、質疑、討論を省略し、直ちに

採決をいたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 これより、諮問第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり適任と認めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり適任と認めること

に決しました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ただいま上程されました、

発議案第１号議員派遣については、以下、朗読を

もって説明とさせていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 平成３０年６月１９日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員 佐川典子。 

 賛成者、上富良野町議会議員 岡本康裕、上富良

野町議会議員 荒生博一。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び

先進地事例調査。 

 (１)目的、分権時代に対応した議会議員の資質向

上に資するため。 

 (２)派遣場所、札幌市、苫小牧市、当別町。 

 (３)期間、平成３０年７月３日から７月４日の２

日間。 

 (４)派遣議員、全議員、１４名。 

 ２、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修会

及び広報技術研修。 

 (１)目的、議会広報特別委員の資質向上に資する

ため。 

 (２)派遣場所、札幌市、奈井江町。 

 (３)期間、平成３０年８月２２日から８月２３日

の２日間。 

 (４)派遣議員、議会広報特別委員、６名。 

 以上でございます。 

 御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 発議案第２号

地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新

たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関す

る意見についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番岡本康裕君。 

○２番（岡本康裕君） ただいま上程されました、

発議案第２号地方公務員法及び地方自治法の一部改

正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇

用安定に関する意見について、朗読をもって説明と

かえさせていただきます。 

 発議案第２号地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と

雇用安定に関する意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成３０年６月１９日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 
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 提出者、上富良野町議会議員 岡本康裕。 

 賛成者、同じく荒生博一。 

 裏面をごらんください。 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における

新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関

する意見書。 

 総務省の調査によると、平成２８年４月１日現

在、自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で約６４

万人とされ、職種も行政事務補助職員のほか、保育

士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技

術者、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校

教育など、多岐にわたっており、地方行政の重要な

担い手となっている。 

 平成２９年５月１１日、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律の成立により、新たな一

般職非常勤職員である会計年度任用職員制度が創設

され、法律上、不明確であった一般職非常勤職員の

任用等に関する制度が明確化されるとともに、職務

給均衡の原則に基づく適切な給付が規定されること

になった。 

 平成３２年４月の法施行に向けて、各自治体にお

いては、任用実態の調査、把握のほか、関係条例、

規則等の改正や新たな予算の確保などが必要となっ

ており、行政サービスの質と量の維持や、臨時・非

常勤職員の待遇改善、任用の安定の観点から、次の

ことが措置されるよう強く要望する。 

 記。 

 １、各自治体に対し、会計年度任用職員制度の周

知徹底を図るとともに、さらなる実態把握に向け

て、必要な調査等を行うこと。 

 ２、会計年度任用職員制度に必要な財源について

は、地方財政計画に反映させるなど、確実に確保す

ること。 

 また、自治体が運営する地方公営企業に任用する

職員もその対象とすること。 

 ３、会計年度任用職員制度への移行に当たって

は、現に任用されている臨時・非常勤職員の任用や

労働条件が維持されるよう、各自治体に対し適切な

助言を行うこと。 

 また、人材確保や任用の安定の観点から、引き続

き、制度の安定的運用に向けて検討を重ねること。 

 ４、非正規労働者の格差是正を求める同一労働同

一賃金に関する法整備の動向を踏まえ、パートタイ

ム労働法の趣旨が会計年度任用職員に反映させるよ

う、さらなる地方自治法の改正を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書

を提出する。 

 平成３０年６月２０日。 

北海道空知郡上富良野町議会議長 西村昭教。 

 提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大

臣、財務大臣、厚生労働大臣。 

 以上で説明とかえさせていただきます。 

 御審議賜り、御議決いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由を

終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１９ 発議案第３号

地方財政の充実･強化を求める意見についてを議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番岡本康裕君。 

○２番（岡本康裕君） ただいま上程されました、

発議案第３号地方財政の充実・強化を求める意見に

ついてを、朗読をもって説明とかえさせていただき

ます。 

 発議案第３号地方財政の充実･強化を求める意見

について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成３０年６月１９日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員 岡本康裕。 

 賛成者、同じく荒生博一。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 地方自治体は、高齢化が進行する中で、医療、介

護、子育て支援など、社会保障への対応、地方交通

の維持、森林環境政策の推進など、果たす役割が拡

大する中で、人口減少対策、大規模災害を想定した

防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策な

ど、新たな政策課題に直面している。 

 一方、公共サービスを提供する人材が限られる中

で、新たなニーズへの対応と細やかなサービスの提

供が困難になっており、人材確保を進めるため、こ

れに見合う財源が必要となっている。 

 こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮
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や公的サービスの産業化など、地方財政を焦点にし

た歳出削減に向けた議論が加速している。 

 特にトップランナー方式の導入は、民間委託を前

提とした地方交付税算定を容認するものであり、地

方財政全体の安易な縮小につながることが危惧され

る。インセンティブ改革とあわせ、地方交付税制度

を利用した国の政策誘導であり、客観、中立である

べき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないもの

である。 

 また、自治体基金は、景気動向による税収の変

動、人口減少による税収減や、地域の実情を踏まえ

た政策課題に対応する目的で積み立てており、財政

的余裕によるものでないことから、基金残高を地方

財政計画に反映させて地方交付税を削減すべきでは

ない。 

 地域で必要な公共サービスの提供を担保するため

の財政保障が地域財政計画の役割であり、また、財

政健全化目標を達成するために歳出削減が行われ、

結果としてサービスが抑制、削減されれば本末転倒

であり、住民生活と地域経済に大きな影響を与える

ことは明らかである。 

 このため、平成３１年度の政府予算と地方財政の

検討に当たっては、歳入、歳出を的確に見積もり、

社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すこと

が必要であり、以下の事項の実現を強く要望する。 

 記。 

 １、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確

保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立

支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実な

ど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保

するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を

的確に行うこと。 

 また、消費税、地方消費税の引き上げを予定どお

り平成３１年１０月に実施し、社会保障財源に充て

ること。 

 ２、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対

策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政

需要と公共サービスの提供に必要な人員を的確に把

握し、これに見合う地方一般財源総額を確保するこ

と。 

 ３、地方交付税におけるトップランナー方式の導

入は、地域によって人口規模・事業規模の差異、各

自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの

違いを無視して経費を算定するものであり、廃止・

縮小すること。 

 ４、住民の命と財産を守る防災・減災事業はこれ

まで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公

共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の

拡大と十分な期間の確保を行うこと。 

 ５、平成２７年度の国勢調査を踏まえた人口急

減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることが

ないよう、地方交付税を算定すること。 

 ６、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の

小さい所得税、消費税を対象に、国税から地方税へ

の税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進

めること。 

 また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、

自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替

財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることが

ないよう対応を図ること。 

 ７、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の

強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえ

た新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した

段階補正の強化などの対策を講じること。 

 また、地方交付税原資の確保については、臨時財

政対策債に過度に依存しないものとし、対象国税４

税（所得税、法人税、酒税、消費税）に対する法定

率の引き上げを行うこと。 

 ８、地方自治体の基金は、平成１６年度の地方交

付税、臨時財政対策債の一般財源の大幅削減による

自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策

変更、リーマンショックなどの経済環境変動下で

も、災害の復旧・復興や住民の福祉向上のために必

要な事業に対応できるよう、財政支出の削減等に努

めながら積み立てたものであり、これを地方財政計

画へ反映しないこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成３０年６月２０日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長 西村昭教。 

 提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大

臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣

(地方創生規制改革担当)、内閣府特命担当大臣(経

済財政政策担当)。 

 御審議賜り、御議決いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由を

終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 
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 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎追加日程第１ 発議案第４号 

◎追加日程第２ 発議案第５号 

○議長（西村昭教君） 追加日程第１ 発議案第４

号ＪＲ北海道路線存続に向けた意見について、追加

日程第２ 発議案第５号ＪＲ北海道路線存続に向け

た意見についてを一括して議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番岡本康裕君。 

○２番（岡本康裕君） ただいま上程されました、

発議案第４号、発議案第５号のＪＲ北海道路線存続

に向けた意見についてを、朗読をもって説明とかえ

させていただきます。 

 発議案第４号ＪＲ北海道路線存続に向けた意見に

ついて。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成３０年６月２０日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員 岡本康裕。 

 賛成者、同じく荒生博一。 

 裏面をごらんください。 

 ＪＲ北海道路線存続に向けた意見書。 

 ＪＲ北海道は、平成２８年１１月、「ＪＲ単独で

は維持困難な線区」として１０路線１３区間を公表

し、路線廃止を前提とした拙速な見直しに対する危

惧から、対象となる市町村を中心に、北海道内で大

きな不安が広がっている。 

 鉄道は、地域住民の暮らしや産業経済を支える重

要な公共交通機関であり、さらに国が進める観光立

国に向けたインバウンドの拡大にとって、外国人観

光客に人気の高い北海道の交通ネットワークの維持

は重要である。 

 北海道が進める地域連携による広域観光ルートと

しての「道北、道東広域観光周遊ルート」の推進、

さらに中空知と道東を結ぶルートとして、富良野

線、根室本線の全線維持は必要である。 

 また、日本の食糧基地である道内の農畜産物輸送

においてもＪＲ路線は大きな役割を果たしており、

北海道経済、さらには日本国内の食糧問題にまで大

きな影響を及ぼすものである。 

 国は、国鉄民営化の時点でＪＲ北海道が将来とも

黒字経営になることが難しいとの判断から、経営安

定基金を設けたが、想定を大きく下回る低金利によ

り、運用益が大幅に減少したことから、経営環境は

厳しい状況となっており、国において、将来的にも

ＪＲ北海道が路線を維持し、安定した経営が行える

よう、抜本的な対策を講じるよう強く要望する。 

 記。 

 １、収支悪化要因である老朽施設の改修・更新な

ど施設の安全投資に対する新たな支援策を講じるこ

と。 

 ２、自然災害により不通となっている根室本線

（東鹿越～新得間）の早期災害復旧を図るよう支援

策を講じるとともに、災害再発防止に向けた治山治

水対策等を実施すること。 

 ３、経営安定基金の運用益が低下していることか

ら、ＪＲ北海道が経営努力のもと、安定した経営が

できるよう、国の支援のあり方を抜本的に見直すこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成３０年６月２０日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長 西村昭教。 

 提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議

長、財務大臣、国土交通大臣。 

 続きまして、発議案第５号に移らせていただきま

すが、第４号と内容が重複しており、変化があると

ころだけ朗読させていただきます。 

 記の３行上ぐらいの「北海道においては」から朗

読をいたします。 

 北海道においては、道民の生活基盤、経済産業の

維持発展のため、ＪＲ北海道路線存続に向け、主体

的な行動をとられるとともに、国に対し、以下の点

について強く要望する。 

 ということで、内容が同じなので、割愛させてい

ただきます。 

 提出先は北海道知事であります。 

 以上、御審議いただき、お認めいただきますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由を

終わります。 

 これより、発議案第４号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議案第５号の質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 
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 討論を省略し、これより発議案第５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎追加日程第３ 発議案第６号 

○議長（西村昭教君） 追加日程第３ 発議案第６

号北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見に

ついてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ２番岡本康裕君。 

○２番（岡本康裕君） ただいま上程されました、

発議案第６号北海道主要農作物種子条例の制定に関

する意見についてを、朗読をもって説明とかえさせ

ていただきます。 

 発議案第６号北海道主要農作物種子条例の制定に

関する意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成３０年６月２０日提出。 

 上富良野町議会議長 西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員 岡本康裕。 

 賛成者、同じく荒生博一。 

 裏面をごらんください。 

 北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見

書。 

 我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法

（以下「種子法」という。）が本年４月１日に廃止

された。 

 種子法は、国や都道府県に対する公的役割を明確

にしたものであり、同法のもとで、稲、麦、大豆な

どの主要農作物の種子の生産、普及のための施策が

実施され、農業者には優良で安心な種子が、消費者

にはおいしい米などの農作物が安定的に供給されて

きた。 

 しかし、種子法の廃止により、今後、稲などの種

子価格の高騰、地域条件等に適合した品種の生産、

普及などの衰退が懸念される。 

 また、地域の共有財産である種子を民間にゆだね

た場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝

子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸

念も指摘されている。このことは、我が国の食の安

全・安心、食糧主権が脅かされることであり、国

民、道民にとっても大きな問題である。 

 また、種子法廃止法案の可決に当たっては、種子

法が主要農作物種子の国内自給及び食糧安全保障に

多大な貢献をしてきたことにかんがみ、優良な種子

の流通確保や、引き続き都道府県が種子生産等に取

り組むための財政措置、特定企業による種子の独占

防止などについて、万全を期すことを求める附帯決

議がなされている。 

 よって、北海道における現行の種子生産、普及体

制を生かし、北海道農業の主要農作物の優良な種子

の安定供給や品質確保の取り組みを後退させること

なく、農業者や消費者の不安払拭のために、北海道

独自の種子条例を制定するよう強く要望する。 

 記。 

 １、将来にわたって、北海道の優良な種子が安定

的に生産及び普及が図られ、生産者が安心して営農

に取り組み、高品質な北海道産の農作物が消費者に

提供できるよう、北海道主要農作物の種子に関する

道条例を早期に制定すること。 

 ２、対象農作物については、稲、麦、大豆といっ

た北海道農業に欠かせない農作物を位置づけるとと

もに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な

体制を構築すること。 

 ３、食糧主権の確保と持続可能な農業を維持する

観点から、すぐれた道産種子の遺伝資源が国外に流

通することのないよう、知的財産の保護を条例に盛

り込むこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成３０年６月２０日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長 西村昭教。 

 提出先、北海道知事。 

 以上、御審議賜り、御議決いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由を

終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第２０ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（西村昭教君） 日程第２０ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題とします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議規
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則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） これにて、平成３０年第２

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

 

午後 ０時０５分 閉会 
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